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予 算 特 別 委 員 会（４日目） 

 

 

１．開会及び閉会     平成31年３月22日（金） 午前９時30分 開会 

                         午後６時15分 閉会 

 

２．場    所     葛城市役所 新庄庁舎 第１委員会室 

 

３．出席した委員     委 員 長     下 村 正 樹 
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             委  員     杉 本 訓 規 

               〃       奥 本 佳 史 

               〃       谷 原 一 安 

               〃       内 野 悦 子 

               〃       岡 本  司 

               〃       西 川 弥三郎 

 

  欠席した委員     な  し 

 

４．委員以外の出席議員  議  長     藤井本   浩 

             議  員     梨 本 洪 珪 

               〃        村   始 

               〃       松 林 謙 司 

               〃       川 村 優 子 

               〃       吉 村 優 子 

 

５．委員会条例第19条の規定により、説明のため出席した者の職氏名 

             市  長     阿 古 和 彦 

             副 市 長     松 山 善 之 

             教 育 長     杉 澤 茂 二 

             企画部長     飯 島 要 介 

             総務部長     吉 村 雅 央 

             総務財政課長   内 蔵   清 

             管財課長     早 田 幸 介 

             生活安全課長   竹 本 淳 逸 

             税務課長     米 田 匡 勝 

             収納促進課長   和 田 善 弘 
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             市民生活部長   松 村 昇 道 

             環境課長     庄 田 康 則 

             保険課長     東   錦 也 

             都市整備部長   増 井 良 之 

             建設課長     松 本 秀 樹 

             産業観光部長   池 原 博 文 

             保健福祉部長   巽   重 人 

               〃  理事  中 井 浩 子 

             社会福祉課長   林 本 裕 明 

             子育て福祉課長  井 上 理 恵 

             長寿福祉課長   森 井 敏 英 

             こども・若者 

             ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ所長   川 﨑 圭 三 

             健康増進課長   岩 永 睦 治 

             教育部長     岸 本 俊 博 

             教育委員会理事兼 

             学校教育課長   吉 川 正 人 

             教育総務課長   吉 井   忠 

             体育振興課長   白 澤 真 治 

             学校給食ｾﾝﾀｰ所長 吉 村 和 則 

             上下水道部長   西 口 昌 治 

             下水道課長    井 邑 陽 一 

             水道課長     福 森 伸 好 

             会計管理者    門 口 昌 義 

 

６．職務のため出席した者の職氏名 

             事務局長     中 井 孝 明 

             書  記     吉 村 浩 尚 

               〃       髙 松 和 弘 

               〃       山 岡   晋 

               〃       吉 留   瞳 

 

７．付 議 事 件（付託議案の審査） 

 議第16号 平成31年度葛城市一般会計予算の議決について 

 議第17号 平成31年度葛城市国民健康保険特別会計予算の議決について 

 議第24号 平成31年度葛城市後期高齢者医療保険特別会計予算の議決について 

 議第22号 平成31年度葛城市霊苑事業特別会計予算の議決について 
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 議第18号 平成31年度葛城市介護保険特別会計予算の議決について 

 議第23号 平成31年度葛城市・広陵町介護認定審査会特別会計予算の議決について 

 議第21号 平成31年度葛城市住宅新築資金等貸付金特別会計予算の議決について 

 議第20号 平成31年度葛城市学校給食特別会計予算の議決について 

 議第19号 平成31年度葛城市下水道事業特別会計予算の議決について 

 議第25号 平成31年度葛城市水道事業会計予算の議決について 
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      開 会 午前９時３０分 

下村委員長 ただいまの出席委員は８名で、定足数に達しておりますので、作日に引き続き、予算特

別委員会を開会いたします。 

 きょうは予算特別委員会４日目ということで、皆さん方本当にお疲れのところであると思

いますけれども、できるだけ今日全て予算の方は終わっていきたいと思っております。また、

天候の方も非常にこのごろ荒れているというか、そういう状態でございますけれども、皆さ

ん方の貴重なご意見を拝聴しながら、今日予算特別委員会を進めてまいりたいと思っており

ますので、よろしくお願い申し上げます。 

 また、委員外議員として、川村優子議員、吉村優子議員、 村始議員、梨本議員、松林議

員、５名の議員の方が委員外議員として出席されております。よろしくお願い申し上げます。 

 また、発言される場合は必ず挙手をいただき、指名をいたしますので、マイクの発言ボタ

ンを押してから、ご起立いただき、必ずマイクを近づけてからご発言されるようお願いいた

します。また、委員各位におかれましては、質疑は簡単明瞭に行い、前置き、要望は、議事

進行上できるだけ謹んでいただきますようお願いいたします。 

 理事者側におかれましては、答弁者は必ず挙手をいただき、委員長が指名した後、初めに

質問者がかわるごとに、所属、役職名と氏名を言っていただき、そして、簡単明瞭、的確な

答弁をお願いいたします。なお、答弁者については部長または担当課長でお願いいたします。 

 それでは、９款災害復旧費から歳出の最後12款予備費の説明を求めます。 

 吉村部長。 

吉村総務部長 皆さん、おはようございます。総務部の吉村でございます。どうぞよろしくお願いい

たします。 

 それでは、９款災害復旧費から12款予備費までの内容につきましてご説明を申し上げたい

と思います。予算書の事項別明細書163ページをお開きいただきたいと思います。予算案の

概要の方は54ページからとなりますので、あわせてごらんいただきたいと思います。 

 まず、９款災害復旧費、１項１目治山施設災害復旧費におきましては200万円の計上で、

治山施設災害復旧事業に要する経費を計上いたしておるところでございます。次に、164ペ

ージに移りまして、２目農業災害復旧費では1,100万円の計上で、農業災害復旧事業に要す

る経費でございます。次に、２項１目道路橋梁災害復旧費につきましては1,000万円の計上

で、道路橋梁の災害復旧に要する経費でございます。次に、３項１目社会福祉施設災害復旧

費でございます。500万円の計上で、社会福祉施設に関する災害復旧に要する経費というこ

とでございます。次、165ページに移っていただきまして、２目学校教育施設等災害復旧費

では500万円の計上で、学校教育施設ほかの災害復旧事業に要する経費でございます。 

 続きまして、10款公債費でございます。１項１目元金では14億792万9,000円の計上でござ

います。次に、２目利子につきましては9,895万1,000円の計上で、利子償還で、こちらは総

務財政課の所管でございますけども、9,836万3,000円、それから、一時借入金利子で会計課

所管でございますけども、58万8,000円の計上でございます。次に、３目公債諸費につきま

しては18万1,000円の計上で、市が発行した起債の管理事業に要する経費でございます。 
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 次に、165ページの一番下でございます。11款諸支出金でございます。１項１目財政調整

基金費につきましては202万円の計上でございます。166ページに移りまして、２目減債基金

費につきましては1,000円の計上でございます。それから、３目公共施設整備基金費につき

ましても1,000円の計上でございます。それから、４目社会福祉振興基金費につきましては

３万5,000円の計上で、５目緑化基金費につきましては20万2,000円の計上で、緑化基金費と

いたしまして建設課配当分で20万円、それから、会計課の配当で2,000円ということでござ

います。６目公営住宅基金費につきましては３万2,000円の計上、それから、７目教育基金

費につきましては６万2,000円の計上、それから、167ページに移っていただきまして、８目

土地開発基金費につきましては11万1,000円、それから、９目体力づくりセンター整備基金

費につきましては2,098万9,000円の計上で、会計課分といたしまして41万9,000円、それか

ら、コミュニティセンター分といたしまして2,057万円の計上でございます。続いて、10目

ふるさと創生基金費につきましては174万5,000円の計上でございまして、税務課分といたし

まして170万円、それから、会計課分といたしまして４万5,000円の計上でございます。11目

国営十津川紀の川二期事業費償還基金費につきましては36万8,000円の計上でございます。

次に、12目地域振興基金費につきましては129万1,000円の計上でございます。次、168ペー

ジに移りまして、２項１目雑支出金につきましては５万円の計上でございます。 

 最後に、12款予備費では500万円の計上となってございます。 

 以上をもちまして９款災害復旧費から12款予備費までの説明を終わらせていただきます。

よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

下村委員長 ただいま説明願いました部分に対する質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 谷原委員。 

谷原委員 おはようございます。よろしくお願いします。 

 165ページ、10款公債費、１目元金ですけれども、これは元金償還ということで予算計上

されておりますけれども、今の時点でここに掲載されている元金償還分、一時借入金もある

と思うんですけど、特に地方債等長期の返していかなければいけない公債費が今幾らなのか

教えていただきたいんです。一番いいのは、総務省に出している決算カードのベースで、公

債費の残高が、できたら平成29年はもう決算が終わってると思いますので、平成29年と、で

きましたら平成30年度の見込みをお願いしたいと思います。これが１つです。 

 それと、もう一つは、その下の２目利子の総務財政課分の利子償還金ということですが、

これ、昨年度と比較してみますと利子が減っております。減ってるということは、そもそも

公債費全体が償還で減ってるのか、あるいは預けがえ等をして利子を減らしているのか。そ

このあたりをお聞きしたいと思います。 

下村委員長 内蔵総務課長。 

内蔵総務財政課長 総務財政課、内蔵でございます。よろしくお願いいたします。 

 ただいまの谷原委員のご質問でございます。 

 一般会計におきまして、平成29年度末現在の地方債残高でございます。199億1,694万
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8,969円、円単位で申しましたけれども、約199億1,700万円となってございます。平成30年

度の地方債残高でございますけれども、こちらの方は見込みでございますけれども、211億

1,000万円となってございます。 

 続きまして、利子償還ですけれども、1,880万円ほど減額になってる要因なんですけれど

も、公債費におけます利子の積算に当たりましては、既に平成29年度以前に借り入れをして

おります既発債に係る利子に加えまして、平成30年度に借り入れを予定している分について、

ある程度の利率で利子を見込み、積算の方をさせていただいております。具体的な数値を申

し上げますと、平成31年度の当初予算編成時における平成30年度の借り入れ予定額につきま

しては、今年度12月補正後の市債の現計予算額で積算しております。金額の方が24億5,650

万円となってございます。利率につきましては0.6％で計算させていただいております。既

発債に係ります利子と平成30年度借り入れ予定額に係ります利子合わせまして9,836万3,000

円を見込んでおるものとなっております。 

 そこで、1,883万7,000円減の要因なんですけれども、公債費に係る元金部分につきまして

は、既発債に係る元金の積算でございますので、予算額でありながらほぼ決算額に近い数値

で積算されるんですけども、利子につきましては、先ほども申しましたように、年度末に借

り入れを予定している部分につきましては、12月の補正予算後の現計予算をもとに計算して

ございますので、昨年度、平成30年度の当初予算編成時におきましては、12月補正後の現計

予算額が29億5,700万円でございました。利率の方が0.8％で昨年は見ておりました。29億

5,700万円で利率が0.8％でございますので、この分で約2,400万円を見ております。平成31

年度につきましては、12月補正後の現計予算では、先ほど申しました24億5,650万円でござ

いまして、利率の方につきましては、昨今の金利の状況から0.6％で見込んでおりまして、

金額の方が、計算いたしまして1,500万円となります。この分の差額でマイナス900万円とな

ってございます。あと、これ以外の理由といたしましては、臨時財政対策債で利率見直しと

か行いまして、臨時財政対策債の分だけで770万円ほどの減となっておる状態でございます。 

 以上でございます。 

下村委員長 谷原委員。 

谷原委員 地方債の残高はふえていると。ただ、利率の関係で利子が減っているということがわかり

ました。 

 もう一つお聞きしたいんですけども、地方債の残高がふえているということですけれども、

合併特例債についての償還が、いつから始まって、大体今後どういうふうに推移していくの

か教えてください。 

下村委員長 内蔵総務課長。 

内蔵総務財政課長 総務財政課の内蔵でございます。よろしくお願いいたします。 

 ただいまの谷原委員のご質問ですけれども、合併特例債につきましては平成17年度から借

りてございますので、償還の方は平成18年度から開始してございます。金額につきましては、

平成28年度債、こちらに新クリーンセンターの建設と道の駅の建設事業がございまして、37

億円ほど合併特例債を平成28年度債で借りております。この関係で、２年間の据置期間を得
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まして、平成31年度から合併特例債の方は償還が大きく増加するものと見込んでいます。 

下村委員長 谷原委員。 

谷原委員 地方債の残高が膨れ上がっていきますと財政の硬直化ということになりますので、今後推

移を見守りたいと思います。合併特例債が平成28年度で大きく借り入れをして、償還が平成

31年、新年度から始まるということで、動向についてはまた資料をいただいて検討させてい

ただきたいと思います。 

 以上です。 

下村委員長 ほかに質疑はございませんか。 

 奥本委員。 

奥本委員 おはようございます。よろしくお願いします。 

 単純に内容だけお伺いします。164ページ、２目農業災害復旧費の13節委託料、測量設計

等委託料の498万5,000円、今期で新規の内容で入ってきておりますけども、内容だけお聞か

せください。 

下村委員長 池原部長。 

池原産業観光部長 おはようございます。産業観光部の池原でございます。 

 ただいまご質問ありました、農業災害復旧費の委託料498万5,000円の内訳でございます。

そのうち300万円につきましては、平成30年度におきまして山田、笛吹の方で災害復旧工事

で現在、足どめ擁壁を打ってるんですけども、その部分の用地が寄附となりますので、それ

に伴います用地測量費を300万円計上させていただいております。残り198万5,000円につき

ましては、災害に見越した予定としての委託費として組ませていただいております。 

 以上でございます。 

下村委員長 ほかに質問ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

下村委員長 質疑ないようですので、９款災害復旧費から歳出の最後12款予備費までの質疑を終結い

たします。 

 ここで暫時休憩いたします。 

      休 憩 午前 ９時４６分 

      再 開 午前１０時０５分 

下村委員長 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

 次に、歳入について説明を求めます。 

 吉村部長。 

吉村総務部長 総務部の吉村でございます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、歳入のご説明を申し上げたいと思います。事項別明細書の12ページをお願いい

たします。 

 まず、１款市税でございます。１項１目市民税、個人につきましては16億600万円の計上

で、そのうち現年課税分で15億8,100万円、それから、滞納繰越分では2,500万円でございま

す。続く２目法人でございます。２億9,125万円の計上で、そのうち現年課税分で２億9,100
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万円、滞納繰越分で25万円でございます。次に、２項１目固定資産税でございます。18億

9,800万円の計上で、そのうち現年課税分といたしまして18億5,800万円、それから、滞納繰

越分につきましては4,000万円の計上でございます。続く２目国有資産等所在市町村交付金

では277万6,000円の計上でございます。続いて、３項１目軽自動車税でございます。9,700

万円の計上で、そのうち現年課税分につきましては9,600万円、滞納繰越分では100万円の計

上でございます。それから、続きまして、４項１目市たばこ税でございます。２億3,000万

円の計上をいたしておるところでございます。 

 次に、２款地方譲与税でございます。１項１目地方揮発油譲与税でございます。2,800万

円の計上をいたしております。次に、13ページに移っていただきまして、２項１目自動車重

量譲与税でございます。7,200万円の計上をいたしております。次に、３項１目森林環境譲

与税でございます。273万円の計上をいたしております。 

 次に、３款１項１目利子割交付金でございますが、1,050万円の計上でございます。 

 次に、４款１項１目配当割交付金につきましては3,100万円の計上、次に、５款１項１目

株式等譲渡所得割交付金につきましては3,500万円の計上となってございます。 

 次に、６款１項１目地方消費税交付金につきましては６億1,000万円の計上でございます。 

 次に、７款１項１目自動車取得税交付金につきましては3,460万円の計上でございます。 

 14ページに移りまして、８款１項１目地方特例交付金につきましては5,000万円の計上で

ございます。 

 次に、９款１項１目地方交付税でございます。41億2,400万円の計上で、そのうち普通交

付税につきましては34億9,000万円を、それから、特別地方交付税につきましては６億3,400

万円を計上いたしておるところでございます。 

 次に、10款１項１目交通安全対策特別交付金につきましては400万円の計上でございます。 

 次に、11款分担金及び負担金でございます。１項１目農林商工費分担金につきましては

1,235万円を計上いたしておるところでございます。続く２目災害復旧費分担金では300万円

を計上いたしておるところでございます。次に、２項１目民生費負担金でございます。２億

6,078万4,000円の計上で、そのうち社会福祉費負担金につきましては61万3,000円、また、

児童福祉費負担金につきましては２億6,017万1,000円の計上でございます。 

 次、15ページに移りまして、12款使用料及び手数料でございます。１項１目総務使用料に

つきましては1,278万8,000円の計上でございます。続く２目民生使用料につきましては38万

4,000円の計上となってございます。次に、３目衛生使用料では645万円、４目農林商工使用

料につきましては358万3,000円の計上でございます。また、５目土木使用料につきましては

7,403万4,000円の計上で、主な内容といたしましては、道路占用料が5,900万円でございま

す。また、６目教育使用料につきましては2,336万2,000円の計上で、主な内容といたしまし

ては、幼稚園保育料が1,260万円、それから、文化会館使用料が788万円等でございます。次

に、16ページに移りまして、２項手数料でございます。１目総務手数料といたしまして

1,239万6,000円、２目民生手数料は1,000円、それから、３目衛生手数料といたしまして

5,799万2,000円の計上で、主な内容といたしましては、廃棄物処理手数料が4,954万7,000円
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等でございます。また、４目農林商工手数料でございますけれども、１万7,000円の計上、

それから、５目土木手数料は61万3,000円の計上となってございます。 

 次、17ページに移りまして、13款国庫支出金、１項国庫負担金でございます。１目民生費

国庫負担金につきましては13億2,623万9,000円の計上でございまして、そのうち主なものと

いたしまして、社会福祉費負担金で４億6,146万1,000円、それから、また、児童手当負担金

につきましては４億8,694万円、それから、生活保護費負担金で３億1,596万8,000円の計上

でございます。２目災害復旧費国庫負担金につきましては993万3,000円の計上で、公共土木

施設災害復旧費負担金で660万円、それから、その他といたしまして、公立学校施設災害復

旧費負担金で333万3,000円を計上いたしております。次に、２項国庫補助金でございます。

１目総務費国庫補助金につきましては1,465万8,000円の計上でございます。18ページに移り

まして、２目民生費国庫補助金につきましては２億4,678万7,000円の計上で、社会福祉費補

助金で2,350万3,000円、児童福祉費補助金で２億2,223万1,000円などでございます。３目衛

生費国庫補助金は453万5,000円、４目農林商工費国庫補助金については6,220万円の計上で、

プレミアムつき商品券に係る補助金でございます。５目土木費国庫補助金でございますが、

３億6,638万円の計上でございます。６目消防費国庫補助金は620万円の計上となってござい

ます。次に、７目教育費国庫補助金は7,062万6,000円の計上でございます。次、19ページに

移っていただきまして、３項国庫委託金でございます。１目総務費委託金につきましては30

万9,000円の計上、それから、２目民生費委託金につきましては1,046万3,000円の計上でご

ざいます。主なものといたしまして、国民年金事務費の委託金が1,014万円となってござい

ます。 

 続きまして、14款県支出金でございます。１項１目民生費県負担金につきましては４億

9,877万6,000円の計上で、主なものといたしまして、社会福祉費負担金で３億7,925万7,000

円、それから、児童手当負担金で１億651万円などでございます。 

 20ページに移りまして、２項県補助金、１目総務費県補助金につきましては60万円の計上

でございます。それから、２目民生費県補助金につきましては２億1,946万1,000円でござい

ます。21ページに移っていただきまして、衛生費県補助金でございますが、783万3,000円の

計上でございます。次の４目農林商工費県補助金では１億6,824万8,000円の計上で、農業費

補助金といたしまして１億5,684万1,000円、それから、商工費補助金で1,114万円などの計

上でございます。次に、５目土木費県補助金では２万7,000円の計上となってございます。

次の６目消防費県補助金では80万3,000円、それから、７目教育費県補助金では604万1,000

円の計上となってございます。次に、22ページに移りまして、８目災害復旧費県補助金では

375万円の計上で、治山施設災害復旧、それから農地及び農業用施設災害復旧費の補助金と

なってございます。次に、３項県委託金でございます。１目総務費県委託金につきましては

9,838万4,000円の計上で、主なものといたしまして、税務費委託金、これは県民税の徴収取

扱委託金でございますけども、4,980万円、それから選挙費委託金といたしまして、４月に

予定をされております知事及び県会議員選挙費委託金といたしまして1,312万2,000円、それ

から、７月に予定されております参議院議員通常選挙に係る委託金として2,635万8,000円な
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どが計上をされておるところでございます。次に、２目農林商工費県委託金につきましては

70万7,000円の計上となってございます。 

 23ページに移っていただきまして、15款財産収入でございます。１項１目財産貸付収入で

ございますが、163万8,000円の計上でございます。次に、２目利子及び配当金につきまして

は438万7,000円の計上で、それぞれの基金の利子収入等を計上いたしておるところでござい

ます。次に、２項財産売払収入、１目物品売払収入でございます。1,464万8,000円の計上で、

主なものといたしまして、リサイクル物品売払代金等が計上されておるところでございます。

それから、２目不動産売払収入については1,000円の計上ということでございます。 

 次に、16款寄附金でございます。１項１目一般寄附金につきましては100万円、２目土木

費寄附金につきましては10万円で、緑化基金の緑化寄附金ということでございます。 

 それから、24ページに移りまして、３目ふるさと応援寄附金でございます。170万円の計

上をいたしておるところでございます。 

 次に、17款繰入金でございます。１項１目財政調整基金繰入金につきましては９億8,700

万円、２目教育基金繰入金につきましては3,026万9,000円、３目体力づくりセンター整備基

金繰入金につきましては1,942万7,000円、４目国営十津川紀の川二期事業費償還基金繰入金

につきましては488万5,000円、それから、５目地域振興基金繰入金では１億9,000万円のそ

れぞれ計上をいたしたところでございます。続く２項他会計繰入金、１目住宅新築資金等貸

付金特別会計繰入金につきましては20万7,000円の計上となってございます。 

 次の18款繰越金、１項１目繰越金では１億3,000万円の計上となってございます。 

 続いて、19款諸収入でございます。１項１目延滞金では600万円の計上ということでござ

います。それから、25ページに移っていただきまして、２項１目預金利子につきましては、

歳計現金の預金利子としまして12万6,000円の計上をいたしております。次に、３項雑入で

ございます。１目滞納処分費につきましては48万1,000円、２目の弁償金につきましては

3,000円、３目過年度収入につきましては１万円、それから、４目雑入につきましては３億

2,004万8,000円と、それぞれ計上をいたしておるところでございます。 

 それから、27ページに移っていただきまして、20款市債でございます。１項１目総務債に

つきましては6,480万円の計上、これは、防災行政無線の管理事業に係る起債でございます。

次の２目衛生債では1,120万円の計上で、ストックヤード建設事業に係るものとなってござ

います。次の３目農林商工債につきましては1,450万円の計上で、団体営土地改良事業に係

るもの、それから、４目土木債につきましては３億3,660万円の計上で、社会資本ですとか

国鉄・坊城線、吸収源対策公園緑地事業、それから、公園施設長寿命化対策支援事業等に要

する起債となってございます。５目の消防債でございます。３億7,090万円の計上で、消防

署整備事業債として２億6,350万円、それから、消防団屯所の管理事業といたしまして１億

740万円の計上をいたしております。次に、６目教育債につきましては１億3,100万円の計上

で、小学校の施設整備に係るものとして5,020万円、中学校の施設整備で660万円、幼稚園の

施設整備で5,130万円、それから、体育施設といたしまして、當麻スポーツセンター、新庄

スポーツセンター、それぞれ事業債を予定して2,290万円という計上でございます。それか
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ら、７目災害復旧事業債につきましては1,250万円の計上で、治山施設災害復旧で90万円、

農業災害復旧事業債で170万円の計上、道路橋梁災害復旧で330万円、それから、社会福祉施

設、学校教育施設等の災害復旧といたしまして660万円を計上いたしております。 

 最後、28ページに移りまして、７目臨時財政対策債でございます。４億3,200万円を計上

いたしております。 

 以上で歳入の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上

げます。 

下村委員長 ただいま説明願いました部分に対する質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 杉本委員。 

杉本委員 よろしくお願いします。 

 まず12ページ、市税の市たばこ税についてお聞きしたいと思います。昨年度より上がって

て、私の日々の活動が皆さんの税収にお手伝いできてるのかなと思いながら、市内でできる

だけ買うように頑張っております。このたばこ税が単純に上がってるんです。これは、なぜ

上がっているのか。今、禁煙ブームと言われてますし、どんどん吸うとこもなくなってきて、

減るものなのかなと思ってたんですけど、ふえていってるんです。これ、どういうことなの

かお聞きしたいのと、あと、24ページの寄附金、ふるさと応援寄附金、これ、ふるさと納税

のことだと思うんですけども、前年度比較、まだ下がってるんですけども、ふるさと納税、

歳入に対してすごい私は重要な役割を担うのではないかなと思ってるんですけども、いろい

ろ調べたら、他市とかでしたらほんまにすごい力を入れて、商品もどんどん集めて、何億円

という歳入を獲得されてる市もあるんですけども、葛城市の考え方をお聞きしたいです。 

 この２点、お願いします。 

下村委員長 米田課長。 

米田税務課長 税務課の米田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 杉本委員のご質問にお答えさせていただきます。 

 まず１つ目の、たばこ税でございます。なぜ上がっているのかというとこら辺の根拠であ

ったかと思います。まず、たばこ税につきましては、平成31年度の当初予算額２億3,000万

円、前年度が２億2,100万円でございまして、対前年比900万円の増、率にいたしまして

4.1％の増となっているところでございます。平成29年度の決算額及び平成30年度の決算見

込み額を参考に算出させていただいているところでございます。先ほども申し上げられてお

りましたように、喫煙場所の制限や健康志向、また値上げ等による売り上げの減少は否めな

いと想定しておったところでございますけども、平成30年度10月以降の状況を見させていた

だきましたところ、本数こそは減少しているところでございますが、納税額につきましては、

値上げの影響から実際伸びているところでございまして、このたびの増額を見込ませていた

だいたところでございます。 

 それから、ふるさと納税の件でご質問いただいてたかと思います。ふるさと納税のことに

関しましては、確かに過去にはふるさと納税専用サイトと契約を行っていた経緯もございま
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すが、現在は市のホームページ等によりまして、返礼品一覧や寄附手続等について掲載をさ

せていただいているところでございまして、現在は特にふるさと応援寄附に特化した外部へ

のアピールは行っていないというところでございます。ふるさと納税制度は、ふるさとや地

方団体のさまざまな取り組みを応援する気持ちを形にする仕組みとして、平成20年度、税制

改正により創設された制度でございます。制度が開始されて10年余りが経過し、国民間にお

きましては着実にこの制度が浸透してきていると考えられるところでございますが、一方で

は、国民の関心が急速に高まったことなどを背景に、寄附金に対する地方公共団体が送付す

る返礼品に注目が集中し、地方団体の間で返礼品競争が過熱するということなど、一部の団

体においてはふるさと納税制度の趣旨を逸脱した返礼品等が送付されていたことから、返礼

品や返礼割合に際しまして、責任と良識ある対応を徹底するよう、ふるさと納税制度の見直

し等を盛り込んだ地方税法の改正案が国において策定されたところでございまして、本年６

月以降寄附した人に送付する返礼品を、調達額が寄附額の３割以下の地場産品に限定し、ル

ールを守らない自治体には、寄附の優遇措置が受けれないようなペナルティーを与えるとの

内容で、過度な返礼品競争が是正されようとしているところでございます。 

 葛城市におきましては、従来より地場産品を中心に返礼品をリストアップし、行ってきて

いるところでございますが、特定の特産物をもって魅力ある返礼品を用意できる自治体もあ

れば、またそうでない自治体もあり、自治体間でいろいろと差があるところではございます。

また、送付等に係るコストと実際の寄附金額の収支バランスにおきましては、必ずしも多く

の寄附金を集めているからといって、その分の収入があるかどうかはさまざまでございます。

そのような観点からも、葛城市にとってこの部分はしっかりと取り組んでいくのがよいのか、

また、他の部分でしっかりと収入の確保、支出の削減を図っていくのがよいのか、本来のふ

るさと納税の趣旨にのっとり、新たな制度の流れを見きわめながら、これからの方向性を検

討してまいりたいと考えているところでございます。 

 以上でございます。 

下村委員長 杉本委員。 

杉本委員 たばこに関しては２億3,000万円という歳入があるんですけども、もうすぐ敷地内も全面

禁煙になりまして、たばこを吸ってる数少ない人間が、だんだんたばこも吸える状態ではな

くなってるんですけども、２億3,000万円という歳入があるものに対して、市役所の方々も

吸われる方がおられると思うんです。たばこを吸わずに仕事をされてたら、たばこを吸って

る側の人間の意見として申しわけないんですけど、たばこのことばっかり考えてしまうんで

すよね。私も岡本委員も。別にルールはルールで国の方針なんでしょうがないと思うんです

けども、そういった方々にも配慮してほしいと思う意見なんですけども、内野委員の前で言

いにくいんですけども、それはどういった考えをされてるのかというのをお聞きしたいです。 

 あと、ふるさと納税なんですけども、すごい問題になってるのがわかってますし、計算式

が難しいのもすごいわかるんですけども、ふるさと納税はちゃんとルールを守って、歳入だ

けが目的ではなくて、もう１つの目的は、葛城市のいいものを全国にということがあると思

うんです。歳入というのも大事なんですけども、葛城市の中でもいいものがあるので、例え
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ば、市役所だけで対応するのではなくて、ほかの業者さんとか使って葛城市のものを全国に

アピールするいいチャンスじゃないかなというのもあるんですけども、その辺も検討して、

ふるさと納税に関しては前向きに検討していただきたいです。 

 たばこだけ再度答弁お願いします。 

下村委員長 松山副市長。 

松山副市長 副市長の松山でございます。よろしくお願いします。 

 総括的なご質問かと思いますので、私の方からご答弁させていただきます。 

 委員から、ある意味、税源の涵養の中で力強いお言葉をいただいたかと存じますが、一方

では、受動喫煙防止も含めて、健康を守ると。それぞれいろんな制度のバランスのもとに成

り立っておりますので、それぞれの趣旨をきちっと踏まえた中で、適切に市役所としても対

応できるところはしていきたいと存じます。抽象的な表現になりますが、これでご了承いた

だきたいと存じます。 

 それから、答弁いいというお話ではございましたが、ふるさと応援寄附金の件につきまし

ては、やはり、これ、返礼品という表現がいつの間にか定着をしてまいりましたが、基本的

にはその制度の趣旨は、ふるさとを遠く離れて、住民票も移してしまったと。でも、やはり

自分の生まれ故郷に貢献したいと、そういった気持ちをしっかり大事にしようというのが制

度の趣旨でございまして、これは返礼品ではなくて、それに対する、希望していただいた方

に対して記念品として何らかのものをお渡ししたいという、これは、寄附をいただいた自治

体の気持ちでございます。そういったところから、やはり地場産品を中心とすべきであろう

ということは議員お述べのとおりでございますが、当市におきましては、制度の本来の趣旨

を守りながら、制度自体は存続いたしますので、適正に運営をしてまいりたいと考えておる

ところでございます。 

 以上でございます。 

下村委員長 よろしいですか、杉本委員。 

杉本委員 たばこについて答弁してください。 

松山副市長 １つ目にご答弁申し上げました。それ以上は申しわけございません。 

下村委員長 杉本委員。 

杉本委員 たばこに関しては、例えばなんですけども、敷地内の駐車場の車の中で吸っていいのかと

か、細かいことについてはわかりませんが、多分あかんと思うんですけども、そういうのも

ちゃんときっちり決めていただいて、この辺で吸っていただいたらと、こんなことしか言え

ないですけども、よろしくお願いします。 

 あと、ふるさと納税は、今、副市長がおっしゃるように、趣旨とずれてきてるとこは確か

にあると思うんですけど、今の流れとしては、すごい僕は魅力ある制度だと思いますので、

ぜひ力を入れていただきたいです。 

 以上です。 

下村委員長 ほかに質疑はございませんか。 

 内野委員。 
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内野委員 今、杉本委員がおっしゃったたばこ税に関連して、一言意見を申させていただきたいと思

います。 

 私は、決してたばこを買うな、吸うなということは一切申しておりませんので、というの

が、やはり吸うたばこの煙を吸わせてはいけないということを特に言わせていただいてる部

分でございます。敷地内禁煙と申しましても、庁舎内に入り口、裏の入り口ともう１カ所、

まだ灰皿が置いてございます。そういうようなことも、敷地内禁煙と申されててもまだまだ

そういうような状況で、たばこの吸い殻もあちらこちらに落ちてる状況でございます。だか

ら、市としては、市民の代表が吸う場所がないと、そのように申しておりますので、しっか

りと分煙場所を整えていただくような対策を講じていただきますように切にお願いしておき

ますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

下村委員長 ほかに質疑ございませんか。 

 谷原委員。 

谷原委員 ３点お伺いします。 

 まず13ページですけれども、地方消費税交付金ということで入っております。これは、10

月以降から増税を見込んだ金額なのかどうかということなんです。これは、本来は予算案全

体にかかわってくることなんですけれども、つまり、10月以降増税になりますと、その分支

出がふえますから、だから、そのことがどうなってるのかということをお聞きしたいんです。 

 次は、同じく消費税関係ですけど、18ページのプレミアムつき商品券事業費補助金という

ことで、これについては消費税関連でさきに明確になってきてるんだろうと思うんですけど、

これの事務手続をいつからされるのかということなんです。これは、２万5,000円の商品券

を２万円で買っていただくということで、5,000円そういうメリットがあるということなん

でしょうけれど、5,000円分がプレミアムつき商品券事務補助金になると考えていいのだろ

うと思うんですけれども、これは、今度、低所得者対策ということですから、対象人数をど

ういうふうに、何人と見積もっておられるのかということをお聞きしたいんです。 

 それから、これもまた10月以降の消費税と関係するところなんですけれども、14ページで

す。保育所の保育料のところになるんですけれども、実は、消費税導入によって保育料を無

償化するということに関係して、今、保育料の中に含まれている給食費が一部外に出ると、

副食費だったかな、外に出るということがあって、ここら辺のことが気になってるので、現

在、保育所保育料の中の副食費、これ、公定価格がどうなってるのか、徴収がどうなってる

のか教えてください。また、これが消費税導入後どう変わるのか、わかったら教えてくださ

い。 

下村委員長 米田課長。 

米田税務課長 税務課の米田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 ただいまの谷原委員のご質問で、地方消費税交付金の件であったかと思います。まず、地

方消費税交付金につきましては、国が示しております平成31年度の地方財政計画を参照され

た中で、県税務課から提供いただきました資料に基づき、このたびの予算額を見込ませてい
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ただいているものでございます。地方消費税のうち、市町村分相当額を県が人口及び事業者

数等の案分で市町村に交付されるものでございまして、配分につきましては年４回、６月、

９月、12月、３月となっているところでございます。 

 地方消費税は、事業者の住所または本社所在地の税務署や保税地域が所在する都道府県に

払い込まれることから、消費が実際に行われました最終消費地の都道府県の税収となるよう

都道府県間で精算が行われて、その精算の後に地方消費税交付金として、県から各市町村に

交付されるものでございます。このように交付金の入金までにタイムラグが生じていること

によりまして、このたび10月よりの増税、即交付金の増というところにはつながらないとい

うことでございます。影響額として出てまいりますのが３カ月から４カ月後となるところで

ございます。そのような観点から、交付税に影響額として出てまいりますのは年度の最終配

分月、すなわち来年３月に入ってくる分からと見込まれているところでございまして、平成

30年度の当初予算と比較してもそれほど伸びが見込めていないのは、そのような根拠がある

ことによるものでございます。 

下村委員長 池原部長。 

池原産業観光部長 産業観光部の池原でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 ただいま谷原委員のご質問ありました、プレミアム商品券の事業費補助金4,750万円の件

でございます。プレミアムつき商品券の事業実施につきましては、販売額２万円と商品券利

用可能額２万5,000円との差額5,000円が、事業費として100％が国の全額補助とされ、想定

数9,500人掛ける5,000円で4,750万円とさせていただいているものでございます。 

 以上でございます。 

下村委員長 井上課長。 

井上子育て福祉課長 子育て福祉課の井上でございます。よろしくお願いいたします。 

 ただいまの谷原委員のご質問にお答えさせていただきます。 

 まず、保育所の無償化についてでございます。こちらの方につきましては、消費税の10％

への引き上げに合わせて、国では幼児教育・保育の無償化が予定されているところでござい

まして、その分につきまして、３歳から５歳の全ての児童の保育料が無償となり、また、保

育所の０歳から２歳の児童につきましては、住民税非課税世帯を対象に無償化とするもので

ございます。その中で、今、谷原委員のお問いでございます、給食費の中の副食費はどうな

のかというお問いでございました。まず、給付費につきましては、現在３歳から５歳の児童

につきまして、主食費というのを月800円徴収している状況でございます。これが無償化に

伴いどのようになるのかというようなお問いだったと思うんですけれども、一応、国からは、

案としてですが、今、副食費の分は、国としては公定価格の中に4,500円を含んでますよと

いうような資料は届いております。ただし、こちらはまだ決まっているわけではございませ

ん。ですので、私どもがいただいてる部分と国が見込んでる部分に差が今出ているところで

ございます。 

 以上でございます。 

下村委員長 吉村部長。 
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吉村総務部長 総務部の吉村でございます。 

 まず１点目の、地方消費税交付金の関係でご質問いただいて、税務課長の方から答弁をさ

せていただいたところでございます。ただ、消費税関係につきましては予算全般にかかわる

ことでございますので、私の方から、今年度、平成31年度の予算編成に係ります対応方針と

いうところをご説明させていただきます。 

 国が消費税10％に10月から引き上げをするというように法律を改正したわけでございます

けども、過去２度ばかり延期をされているというような状況もございます。ただ、今回はほ

ぼ確実に、いろいろな施策の反映から考えますと、恐らく10月には上がるであろうというと

ころで、歳出予算につきましては、10月以降執行する部分について10％で計上するようにと

いう方針を出させていただいたところでございます。そうは言いましても、できるだけ10月

に入る前に執行できるものは執行するようにという条件をつけた中での予算編成でございま

す。 

 一方、歳入でございますけども、国の法律ですとか県の条例でもう既に改正をされて、施

行するというのが決まっている部分につきましては、歳入でも見込ませていただいておると

ころでございます。ただ、市の方の条例等で規定をしないと徴収できないもの、例えば、軽

自動車の環境性能割でございますけども、そういったものにつきましては、今現在、歳入予

算には計上をいたしておらないというところでございます。 

 概略としては以上でございます。 

下村委員長 谷原委員。 

谷原委員 消費税については見解が相違してるとこはあるんですけれども、予算として10月以降の分

もある程度見込んだ中での予算を立てられてるということであります。多少膨らんでるとこ

はそういうとこもあるかなということであります。 

 保育の件については細かい話になりますので、また後にお話をさせていただきます。 

 あと、プレミアム商品券の方なんですけれども、これにつきましては、対象人数9,500人

とおっしゃっていただきました。しかし、先に２万円出さないとあかんということで、これ、

低所得者対策ということなんです。ですから、これが煩わしいとこもあって、なかなか対象

者の方に行き渡らないこともあるし、制度として、施策として非常に、何というか、本来だ

ったらこの5,000円分をちゃんと対象者の人に給付すればよかったと思います。それで、お

聞きしたいんですけど、これが9,500人いかなかったら、結局応募がなかったと、そのとき

はどうされる予定なのか。これは国庫に返還するということなんでしょうか。それとも、所

得制限を外して抽選でもやろうということなんでしょうか。この点についてお伺いします。 

下村委員長 池原部長。 

池原産業観光部長 産業観光部の池原でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 ただいまご質問ありました、9,500人いかない場合ということなんですけれども、今、現

状につきましては、今後、担当課、先ほど農林商工費の中の歳出の中でご答弁させていただ

きましたけれども、これからの予定では商工観光課だけではなく、福祉、税務課等とも協力

しながら対象者のリストアップをしていきます。9,500人につきましては事業実績に基づい
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た中になってきますので、国庫に対しての事業実績に基づいた中でその事業費が確定される

という形になっております。 

 以上でございます。 

下村委員長 ほかに質疑ございませんか。 

 岡本委員。 

岡本委員 市税の滞納額についてお尋ねいたします。 

 毎年、予算計上で、個人あるいは法人、固定資産、軽自動車という形で同じ金額を計上さ

れて、これは見込み額ということであると思うんです。滞納の職に当たる人には非常にご苦

労願ってるというふうに思っているわけですけども、それぞれ、今現在まで滞納収入がどの

ぐらい入ってるのか教えていただきたい。 

 それと、先ほどたばこ税の話がありましたけども、1,000本当たりのたばこ税、県と市の

その金額を教えてほしいのと、配分率につきましては今も変わってないのかなと。例えば、

国が50％、県が７％、市が43％と改正されたと思うんですが、この率も同じであるのか教え

ていただきたいと思います。 

下村委員長 和田課長。 

和田収納促進課長 収納促進課の和田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 ただいまの岡本委員のご質疑に回答させていただきたいと思います。 

 各税目ごとの滞納繰越分の収納額でございますけれども、まず、市民税に関しましては

1,822万8,855円、それから、続きまして、固定資産税に関しましては1,805万367円となって

おります。それから、軽自動車税に関しましては171万2,207円となっております。 

 以上でございます。 

下村委員長 米田課長。 

米田税務課長 税務課の米田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 ただいまの岡本委員からのたばこ税に関するご質問でございます。 

 申しわけございません。手元の方に資料を準備しておりませんので、改めまして資料とし

て提出させていただきます。よろしくお願いいたします。 

下村委員長 岡本委員。 

岡本委員 今、滞納額を教えていただきました。例えば、個人で予算が2,500万円、それに対して、

今、現時点というのは２月末かどうか知りませんけども、1,822万円ということで、予算に

対する収入が低いということになっております。こういう言い方をしたら大変申しわけない

と思うんですが、皆さん方が真面目に税金を納めておられる人が大半。特に貧困家庭でどう

しても納められない。それはそういう人もおられると思いますけども、どうもこの滞納の中

に、本当に貧困で税が納められないという人が何％おられるのか。大半と言うたら語弊ある

かわからんけども、納められる能力のある人が納められてない、このケースが非常に多いと

いうことで、担当としては、生意気なことを言うたら悪いですけども、少なくとも予算に計

上された金額以上を収納していただいたらなというふうに思います。と申しますのも、全体

的に市税が、毎年全部が落ち込んでおりません。法人なんかは、平成29年、平成30年、若干
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は上がってきておりますし、個人の市県民税も平成29年から約１億円ほどふえてきておる。

ただ、固定については、土地については年々減ってきておる。家屋については平成29年から

若干ふえてきておる。償却資産についても、一旦はがたんと下がってきて、なかなか回復基

調にない。こういうような状況ですので、できるだけ滞納も、多くと言うたら怒られるかわ

からんけども、職員一丸となって整理をしていただきたいというふうに思います。どうぞよ

ろしくお願いしておきます。 

下村委員長 奥本委員。 

奥本委員 23ページをお伺いします。 

 物品売払収入が400万円強減ってるんですけども、この内容をお聞かせください。特にリ

サイクル物品売払代金についても詳細をお願いします。 

下村委員長 松村部長。 

松村市民生活部長 市民生活部の松村でございます。どうぞよろしくお願いします。 

 リサイクル物品売払の方でございます。本年度で言いますと、１月末までに1,167万円の

実績でございます。月にして116万7,000円ということになります。そういう形で予算の方は

組ませていただきました。予算を組んだ内容でございます。雑誌、古着、シュレッダー、ア

ルミ缶あるいはスチール缶、アルミシュレッダー、鉄くずという形で組ませていただいてお

りますけれども、おのおの単価はばらばらでございます。雑誌でいきますと、キロ当たり４

円であったりとか、高いものでありますと、アルミ缶ではキロ104円というような単価で組

ませていただきます。そのときの流れの中で年何回か入札させていただきまして、単価の高

いところへという形での売り払いをしておるわけでございます。これにつきましても、毎月

の収集量も異なることから、なかなか予算と合致した数値は出ないわけでございますけれど

も、なるべく正確な数値を出しながら予算を計上していきたいと思っております。 

 以上でございます。 

下村委員長 奥本委員。 

奥本委員 再生資源については相場というのがございまして、その都度単価も変わってくるというと

ころで理解しております。それに対して入札をして、単価の高いところへとやっていらっし

ゃる、努力されてるということで安心いたしましたが、過去に私、経験として、小学校の資

源回収のところで業者単価が変わらなかったということで、変えたところほぼ倍ぐらいにな

ったということが、そういうことは恐らくないとは思うんですけども、できるだけそのあた

り、単価の高いとこを探していただくようお願いしておきたいと思います。 

 以上です。 

下村委員長 ほかに質疑。 

 谷原委員。 

谷原委員 15ページの12款使用料及び手数料の６目教育使用料ですけれども、そこの５節保健体育使

用料のところなんです。ここに夜間照明等、新町公園球技場、スポーツセンター使用料、農

村広場使用料、市民体育館使用料と収入見込みが上がってるんですが、新町公園球技場とい

うのはサッカー場ですね。健民グランドにもサッカー場があります。ここの使用料が見込ま
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れているのかどうか。このことについて１つお聞きします。 

 それから、21ページになります。改めてこの支出ですけど、14款県支出金の３目衛生費補

助金であります。１節保健衛生費補助金に、上から４つ目、地域自殺対策強化交付金という

のが３分の２ほど県の方から出ております。これは、私もよくわからなかったんです。歳出

の方でどういうふうな取り組みにこれが使われているのか。これをお聞きしたいんです。 

 それから、同じくその下の、４目農林商工費県補助金のところの１節農業費補助金です。

これは、水農活用促進事業補助金ということでありますけれども、これも歳出のところでど

こにこのお金が入っていくのかということをお聞きしたいんです。 

 以上です。 

下村委員長 白澤課長。 

白澤体育振興課長 体育振興課の白澤でございます。 

 ただいまの新町公園使用料のことについてお答えさせていただきます。 

 こちらの新町公園の球技場使用料の方には夜間照明の使用料は入っておりません。サブグ

ランドの使用料になっております。 

 以上です。 

下村委員長 川﨑所長。 

川﨑こども・若者サポートセンター所長 こども・若者サポートセンターの川﨑です。 

 谷原委員のご質問にお答えさせていただきます。 

 地域自殺対策強化交付金につきましては、葛城市内では若年層の対策の方に実施させてい

ただいております。具体的には、小学生の不適応を起こしている子どもたちに対するキャン

プ等を実施しまして、その指導員の謝礼でありますとか、あるいは中学生期の不適応を起こ

しております不登校生に対する指導員の賃金、あるいは社会に出ましたニート等の対策に当

たるための統括心理士の賃金等に充当させていただいております。 

 以上です。 

下村委員長 池原部長。 

池原産業観光部長 産業観光部の池原でございます。 

 ただいま谷原委員のご質問ありました、農業費補助金の中の水農活用促進事業補助金でご

ざいます。これにつきましては県の補助金でございまして、歳出の中の農地費にございます

農道八川１号線舗装工事に対しまして、県単事業としましてこの事業がおりておりますので、

その事業費の補助金でございます。 

 以上でございます。 

下村委員長 谷原委員。 

谷原委員 体育施設の方がよくわからなかったんですけど、新町公園球技場というのは、第一健民に

野球場があって、その横に芝の張ったサッカー場があって、それから、サブグランドがあり

ますよね。だから、今サブグランドというふうにおっしゃったので、第一健民の方も入って

の使用料ということでしょうか。 

下村委員長 白澤課長。 
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白澤体育振興課長 体育振興課の白澤でございます。 

 新町公園球技場というのは、サブグランドの使用料だけになっております。 

 以上です。 

下村委員長 谷原委員。 

谷原委員 今後、芝の管理に当たって、いい芝になっていくと。その使用料の問題なんですけれども、

私、前回、厚生文教常任委員会でも言わせていただいたんですけれども、使用料の基準が異

なってるとこがありまして、例えば、葛城市のスポーツ施設は使用料が安いものですから、

特に葛城市内の団体が使う場合、そうすると練習試合ということで、葛城市内の１チームを

混ぜて、あと何チーム来てもほとんどただ同然で使えるという状態がある。これについては

問題があるということで、新庄の中央体育館につきましては、１チーム地元チームで、外の

チームは２チームまで。それについては、練習試合というのは大体３チームでやっていきま

すから、そこまでは通常の地元の活動の延長ということで扱いにしてるんですが、それがど

うも体育施設によって違うと。言ってみれば、市内の１チームがあればあと市外から何チー

ム来ても市内の扱いというふうなことになってるようなとこがありますので、この点につい

ては、ぜひ整理をしていただいて、市民の皆さんの税金でこういうことは維持されておるわ

けでありますから、そこを統一していただけたらという思いで聞かせていただきましたので、

よろしくお願いいたします。 

下村委員長 増田副委員長。 

増田副委員長 関連でお尋ねをいたします。 

 新町公園の球技場使用料16万4,000円でございます。私、昨年もお聞きした記憶がござい

ますけども、昨年も16万4,000円で、今年度も16万4,000円でございます。全中のサッカー大

会を開くんだということで管理も非常に充実をしていただくと。機械も導入していただく、

アドバイザーも入れていただくと。今までのグランドから非常に最高のピッチ管理をしてい

ただくというお話でございました。となると、それ相当の利用料金体制及び管理をしていた

だく必要があるのかなと。 

 もう１点は、全中がお借りをされるということで、これに対する使用料等は含んでおられ

るのか、いや、ただで貸したるねんというのか、そこのとこを確認させていただきます。 

 それから、先ほどのリサイクルのところで気になっておりますので、お尋ねをします。こ

れ、昨年は1,104万6,000円ということで、120万円ほどふえてるんです。ただ、最近、私も

先日、大型機械を入れかえました。体力弱ってきて、体力の負担の軽い機械に入れかえたと

きに、従来ならこのスクラップ、そういう業者さんにそれなりにとっていただいてたんで、

引き取り料金というのは下取りにある程度加味されてたぐらいの相場であったのが、いやい

や、お金要るようになりましたと。プラスチックと金属を分けたりしてやっと引き取ってい

ただけるような、そんなお話も聞いたり、それから、またテレビ等でも、原因はそうなんで

しょうが、そういうものに対する中国の需要が減ったというふうなことも含めて、リサイク

ル価格というのが、相場が下がっておるというふうに聞いてたんですけども、ここでは逆に

増加を見込まれてるんですけども、その辺の今後の相場に対する影響というのはないのかな
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というのが２点目。 

 ３点目でございます。これは、13ページの森林環境譲与税のところでございます。支出の

ところでもいろいろとご説明をいただきまして、大体の森林譲与税に関するお話を聞かせて

いただいて概略はわかったんですけども、改めて森林環境譲与税の創設された目的について

お尋ねをいたします。 

下村委員長 白澤課長。 

白澤体育振興課長 体育振興課の白澤でございます。 

 新町公園のことについてお答えさせていただきます。 

 新町公園につきましては、前年度、それから今年度、予算の方を一緒にしておりますが、

定期的な大会等の使用が多いということで、その辺で有料化、無料化ということで金額の方

はほとんど例年変わっていない状態でございます。今後いろいろと芝生の管理をさせていた

だきまして、よいピッチ状態でということでございますが、大会等、要望があればふえてく

ると思いますので、その辺での使用料がふえてくる可能性はございますが、今、私どもの方

でこちらについて使用料を余り考えていない状態ではございます。 

 それから、全中でございますが、こちら、準備等を含めまして、使用期間は一応料金をい

ただく予定でおります。ただし、第一健民運動場、それから新町グランド２面の使用となっ

ておりますが、第一健民運動場はそもそも料金が設定されておりませんので、新町グランド

の料金だけいただくような形で思っております。 

 以上でございます。 

下村委員長 松村部長。 

松村市民生活部長 市民生活部の松村でございます。どうぞよろしくお願いします。 

 ただいまのご質問の、リサイクル物品の件でございます。先ほども入札しながらというお

話もいたしました。今回、平成30年度の予算が1,104万5,000円、今回が1,228万1,000円でご

ざいました。実績で申しますと、平成29年度の実績が約1,350万円ございます。平成30年度、

先ほど１月末で1,167万円ということでございました。平均して月当たり116万7,000円でご

ざいます。あと２カ月分が同じような状態でいきますと、大方1,400万円近くまでいくわけ

でございます。しかしながら、増田副委員長が言われたみたいに、やはり鉄くず等、目がさ

が変わるものがかなりございます。今現在見込んでおりますのは、キロ13円という形で鉄く

ずの方は見込んでおりますけれども、歳入欠陥が出てもいけませんので数量の方を予想いた

しまして、今現在の取引高で予算を組ませていただきますと1,228万1,000円となったという

ことでございますので、その辺はご承知おき願いたいと思います。 

 以上でございます。 

下村委員長 池原部長。 

池原産業観光部長 産業観光部の池原でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 ただいま質問ありました森林環境譲与税の件でございます。この件につきましては、森林

の所有者自体の明確化というのが図られる中で、森林管理の責務を明確化にすることと、森

林所有者みずからが森林管理が実行できない場合に対して、市町村が森林管理の委託を受け、
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意欲と能力のある林業経営者のスキームを受けるという形の中で、森林に対する今までの捉

え方が、所有者に対してより明確化になってきたということでございます。 

 以上でございます。 

下村委員長 増田副委員長。 

増田副委員長 新町公園の球技場については、これは、限られた方がいつも使っていただいてるので

去年と同じ料金設定をしたと、こういうお話でございました。 

 それから、ちょっとわからなかったんですけど、内訳を聞きましょうか。全中何ぼ使用料

を約束されてるのか。何ぼで貸してと言うてはるのか。その辺の明細、わかりましたらお聞

かせください。 

 それから、先日聞かせていただいたところに、４月中旬に１回グランドを使った以降は、

全中の大会まで使用が、芝の養生期間として貸し出しをしないというお話があった中で、去

年の定期的な使用がその期間中に含まれているのかなというふうに思うので、逆に今年の場

合は、この使用料の16万4,000円というのは、全中の使用のために養生期間が長くなって、

逆に下がるのかなという懸念をするんですけれども、その辺の試算はどのようにされてるの

か、もう一度お尋ねします。 

 それから、リサイクルについてはわかりました。これ、重量ベースで考えてるねんと。今

年は高かったから、従来の単価を適用したら平成30年度は相場が高くなったので、1,100万

円に対して1,350万円と高くなったと。今、現状から見ると、今の単価の後追いになってる

のかなと。私が懸念するのは、見込みからいくと、今度は下がった単価で下方修正せなあか

んようになるの違うかなという懸念をしてるんで、その辺のところ、見込みでなかなか相場

を読むというのはできないんで、現状の相場でいくとこのようになりますけども、それは今

後の相場次第では、この1,200万円がもしかしたら下がるかもわからんと、こういうふうに

推測をさせていただいておきます。 

 それから、森林譲与税については、管理の適正化を強化していこうという、それに対する

税金をとって、それを各自治体に適正管理のための運用をしていただくという国の狙いでご

ざいます。ナラ枯れとか間伐等に予算を組まれたということでございます。私、先日の内野

委員がご質問されたときに言ってたんですけども、吉野町と協定をされて、お子様がお生ま

れになったら、お誕生日プレゼントとして積み木をプレゼントされておると。これは、吉野

の全国的に有名な吉野杉を使うということでコラボされてるというふうに伺いましたけども、

葛城市にも３万3,000ヘクタールのうちの約25％が山林であるというふうに承知をしており

ます。その優良な資源を守るために、こういう環境譲与税を利用されておると。葛城市のた

めの森林間伐材を使ったそういうプレゼント、積み木、そういう使い方もこの譲与税の中で

運用できるの違うかなと、そういうふうにお願いをしたいんですけども、そういうお考えが

あるのか。いやいや、これは吉野とお約束してるので、そういうことは裏切り行為になるよ

と、そういうふうなことであるのか。いやいや、葛城市のこういう間伐事業もされるんです

から、それを活用した何かアイデアのある商品化も考えていきたいというふうにご検討いた

だけるのか。その辺のところを再度お尋ねします。 
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下村委員長 阿古市長。 

阿古市長 委員のご意見の中で、まず吉野町との協定は昨年度結びました。それまで出生された子ど

もたちの積み木につきましては、以前は刑務所で作業されたものを充てていたが、現在は吉

野町と提携した中で、吉野杉を使ったものを持ってきているというのは今の現状です。それ

で森林譲与税につきまして何を充当さすのかという話なんですけども、委員ご指摘のとおり

やと思ってます。私自身は、やはり葛城市の林業をされてる方に使っていくべきであろうと

思ってます。その中で予算の配分をどうするのかという話なんです。吉野の協定してるもの

をそれに充てるのか、充てないのか。私の方針としましては、まず、いろんな分野に細分化

するのではなくて、今現在300万円ほどやったと思いますけど、近い将来900万円ぐらいまで

上がりますので、ある一定の方向で、ナラ枯れ対策とか、余りいろんなところに広げないで、

そういう分野を限って、まず数年間で、３年ぐらいでいけるのではないかなという話は検討

の中では出てきてるんですけども、そういう具合に充当するとか、ある種、方向性を決めた

中での使い方をする方がいいのではないか。細かく細分化してしまいますと、その成果がな

かなかあらわれにくい部分がありますので、そういう検討は内部的にさせていただいておる

ところでございます。 

 それと、新町公園のサッカーグランド、芝の問題なんですけども、これは一般質問でも申

し上げたんですけども、全中のサッカー大会、平成29年春に申し出がありまして、段取りし

てるわけなんですけど、そのために予算づけをしてるわけではない。あくまでこれは、将来

サッカーグランドの芝をどう更新していくのかという考え方に沿った先行投資で、芝刈り機、

もしくはエアーを入れるための機械を導入し、さらに、今までの管理でいきますと、非常に

荒れた芝でございますので、多分２、３年は重点的に管理をしていくことになりますが、あ

る一定のレベル水準に来ましたら、また管理の方法も変わってくるかと思いますけども、そ

ういう意味での予算づけでございます。確かに全中のサッカー大会、保護者の方も含めます

と全国から3,000名、4,000名の方が、来られるように聞いておりますので、できるだけそれ

に間に合うように、教育委員会の方では全力を尽くしていただくということになっておりま

す。 

 それと、あと使用料の問題ですけど、これ、非常に微妙な問題やと思います。グランドの

整備に当たりまして、使った予算によって使用料が取れる、取れないという話が過去にはあ

ったみたいです。健民運動場は、健康の場面でつくられたものですので使用料が取れないと

かいう議論があったんですけども、今現在は新たにまた枠組みを考えてもいいという方向に

かわってますので、その辺の話は今後議論になっていくのかなと思っております。芝の養生

の中で、７月までに何とかベストのコンディションに持っていく中で、従前使っていただい

てる皆さん方には、しばらく使用することについて若干影響が出るというのも理解しており

ますが、まず、今現在の芝の荒れた水準を、大会までに何とかしたいというのを優先に、さ

らにそれの先を見据えた形でのグランド整備、芝の管理を考えておるところでございます。 

 以上でございます。 

下村委員長 増田副委員長。 
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増田副委員長 市長からご答弁ありがとうございます。森林環境譲与税に関しては、とりあえず今問

題となってますナラ枯れ対策をやっていただくということでございますけれども、これ、長

期にわたってだんだん予算が上がっていく事業でございますので、先ほどお願いしたような

地域資源を活用した特産品といいますか、そういう商品開発も含めてご検討いただけたらと

いうふうに思います。 

 それから、新町公園の球技場については、当然ながら、こういう名誉ある全中の大会を葛

城市で開いていただくということで、非常に全国的にも評価のされるグランドに上がってい

くのかなと。それのための見合う管理体制を今後組む必要があるということで1,400万円の

機械を導入されたということでございますので、それなりのレベルアップをしていただくと

いうことで、それに見合った料金体系の見直しを今後していく必要があるのかなと。それと、

適正な使用管理といいますか、先ほど谷原委員がおっしゃられたように、借りる方の厳正さ

等もやっていただいて、立派な競技場をきちっと使用していただくと。こういう方向でお願

いを申し上げておきたいと思います。 

下村委員長 ほかに質疑ございませんか。 

 内野委員。 

内野委員 まず１点目、先ほども他の委員からも質問あったんですけれども、21ページの３目衛生費

補助金の中の地域自殺対策強化交付金のところなんですけれども、私ども公明党といたしま

しても、2016年に改正の自殺対策基本法が施行されて、その後に対策本部を立ち上げました。

今15歳から39歳までの死因の原因が、１位が自殺ともお伺いをしております。すごく深刻な

問題になっておりますが、本市におきましてはどういうような対策を講じておられるかとい

うことと、この指導に当たって、指導員という方は葛城市におられるのかということをお聞

きしたい。もう１点は、14ページでございます。９款地方交付税の普通地方交付税のところ

なんですけれども、猛暑がこの夏もまた続くであろうということで、各学校において、葛城

市においては空調は全て設置をしていただきました。稼働に非常に多額な光熱費がかかると

思います。２月９日に、国におきまして、公明党の訴えによって、普通地方交付税に国とし

て69億円の交付税措置がされたと伺っております。2019年度からこの交付税が葛城市の方に

算入してると思うんですけれども、幾らぐらいかわかりましたら教えていただいたらなと思

います。 

 ２点よろしくお願いいたします。 

下村委員長 岩永課長。 

岩永健康増進課長 健康増進課の岩永でございます。 

 私の方からは、自殺対策の方針ということで、自殺対策推進計画についてご説明をさせて

いただきたいと思います。平成28年４月に改正の自殺対策基本法が施行されまして、都道府

県自殺対策計画並びに全ての市区町村が自殺対策に関する計画を策定することが義務づけら

れました。葛城市では平成30年度中に策定を目指しまして、こども・若者サポートセンター

を初め、庁内関係各所と協議を重ね、また、中和保健所の助言もいただいて、葛城市自殺対

策推進計画を作成しており、現在パブリックコメントをいただきましたので、ご意見につい
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て一部反映した修正案を公開しているところでございます。 

 この計画の位置づけといたしましては、国の大綱及び奈良県自殺対策計画の趣旨を踏まえ

つつ、自殺対策基本法第13条第２項に定める計画に位置づけします。また、第２期葛城市健

康増進計画「きらり葛城21」と整合性を図りながら、その他周辺自治体との計画とも調和を

とれた計画となっております。計画の期間といたしましては、平成30年から2022年度までの

５年間となっております。数値目標といたしましては、計画期間中の５年間に自殺死亡率を

おおむね15％減少させることを目指しております。平成29年度時点で自殺における死亡率が

8.1％なので、2022年に6.8％以下に減少を目指しております。 

 重点取り組みといたしましては、子どもたちの心を育てる支援、不登校への支援、児童と

その家族の支援、こども・若者サポートセンターにおける若者、現役世代への支援、保育、

教育機関へのコンサルテーション、学校、職場等の事後対応促進を重点項目といたしており

ます。 

 以上でございます。 

下村委員長 川﨑所長。 

川﨑こども・若者サポートセンター所長 こども・若者サポートセンターの川﨑です。 

 内野委員のご質問にお答えさせていただきます。 

 委員おっしゃいましたように、15歳から39歳と申しますのは、当センターの若者サポート

の対象年齢でありまして、委員おっしゃいますように、命にかかわるような相談も当然ござ

います。当センターとしましては２段階でのサポートを考えておりまして、１つ目は、実際

に相談に来られた方が、自殺をほのめかされるような相談があることも当然ございます。あ

るいは、もう一つの段階としましては、市内で自殺が発生してしまった場合には、そのご遺

族の支援も当然必要なものと考えております。当センターでの心理士が中心となりまして、

こういう方々の支援に当たらせていただいてるんですが、その心理士の後ろでサポートする

ためのバックアップといたしまして統括心理士を配置しておりまして、当然命にかかわる事

例になってきますので、困難事例といたしまして、それぞれの対応している心理士のサポー

トに当たっていただくのが統括心理士という位置づけで対応させていただいております。 

 以上です。 

下村委員長 松山副市長。 

松山副市長 副市長の松山でございます。 

 交付税のお尋ねでございます。まずは公明党の方でもいろいろとご活動いただきましたそ

の成果として獲得いただいたということで、ありがとうございます。内容でございますが、

実は、交付税の総額と配分の方式についてはそれぞれ別のタイミングで決まっておりまして、

先ほど委員ご紹介いただきました項目につきましては、実は、入手したての情報ではござい

ますが、先ごろ、国から県、県を通じまして市町村に対しましての来年度の地方財政対策に

ついての説明会があったわけでございますが、その中で、先ほど委員ご紹介いただきました

ように、全国として69億円ということで、光熱水費等について措置されるということにつて

はお示しいただいているところでございます。 
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 今後でございますが、実は、今、国の方で作業されている最中であろうかと存じますが、

どういう形で具体的な算定の方式があって、約1,700のそれぞれの地方団体に配分されるか

ということにつきましては、通常のスケジュールで決まっていくと思います。したがいまし

て、当市におきまして、このことにつきましてどのような影響額があるということにつきま

しては、具体的な算定をしてみないことにはわかりませんので、年度がかわってから夏ごろ

の作業になろうかと存じます。総額としては、委員がご紹介いただいたものも入っておると

いうことでございます。 

 以上でございます。 

下村委員長 内野委員。 

内野委員 自殺対策、葛城市においては、こども・若者サポートセンターにおいて、いろいろ厚い手

だてをしていただいているということが、今お話を伺ってわかりました。そうやってサポー

トセンターに相談に来られる方はいいんですが、なかなか相談に来れないということで、命

の24時間電話という無料電話もあるんですけども、私も以前に一般質問させていただいて、

今本当に若者たち、子どもたちは、ラインとかメールが多くて、なかなか電話がかけにくい

ということもあります。それで、ＳＮＳを使ったラインで相談体制というのも、奈良県でも

モデル事業でやられたんですけれども、高校生対応でなかなか数も少なかったということも

お聞きしております。大阪の方では今も、大々的にライン株式会社との協定も結ばれて、い

ろんな自殺対策、ＳＮＳを使ってやっておられますので、今後、本市におかれましても、ま

た一遍研究していただいて、お考えいただいたらなと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 それと、副市長からご答弁いただきました。夏に入ってくるであろうということでござい

ます。今年の夏はどれだけ暑くなるかわかりませんが、子どもたちの学校環境、いろいろ、

何度になったら冷房入れるというような規定もあると思いますけれども、弾力的な運用をし

ていただきたい。国がこのようにせっかく交付税の算入をしていただいてますので、その辺

もお願いして、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

下村委員長 ほかに質疑はございませんか。 

 杉本委員。 

杉本委員 25ページ、雑入の中で、太陽光発電電力売却収入、こちらについてお願いします。私は太

陽光発電、すごい理にかなった仕組みで大好きなんですけども、これは、どんなところへつ

けられてるのかお聞かせください。 

 あともう１個は、自動販売機設置に係る売上協力金、これは、市内何台あるのかお聞かせ

願いたい。これは、災害時に無料で出るタイプの自動販売機のことですか。その台数をお願

いします。 

下村委員長 吉川理事。 

吉川教育委員会理事 教育委員会の吉川でございます。 

 太陽光発電の件でございますけども、学校教育課といたしましては、新庄幼稚園の方に太
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陽光発電を設置しておりまして、今年度、平成30年度につきましては、16万2,007円の２月

末現在で収入を得ているところでございます。 

 あと、残り、歴博の方で太陽光発電があるということでございます。 

 以上でございます。 

下村委員長 早田課長。 

早田管財課長 管財課の早田でございます。よろしくお願いします。 

 ただいまの自動販売機の売上収入、管財課の所管といたしましては、新庄庁舎、當麻庁舎

の２台分の自動販売機の売上金として５万円を計上させていただいております。 

 以上です。 

下村委員長 吉村部長。 

吉村総務部長 自動販売機の売上収入についてのご質問でございますけども、それぞれ施設の管理者

が管理するということになってございますので、今、管財課の分、新庄庁舎、當麻庁舎の分

は管財課が所管をしているということでご答弁申し上げたところでございます。市の施設全

体にかかわりまして、どれだけ設置をされてるのかというところにつきましては、今現在取

りまとめをしておりませんので、後刻取りまとめをさせていただいて、報告をさせていただ

くような形でよろしくお願いをいたしたいと思います。 

下村委員長 杉本委員。 

杉本委員 自動販売機はお願いしておきます。 

 太陽光発電についてなんですけども、これは、もうほかに設置する予定とかはないんです

か。昨年も同じぐらいの収入として入ってるんですけど、ふやす予定はないんですか。 

下村委員長 阿古市長。 

阿古市長 いろいろ検討してる最中です。今回の平成31年度予算には間に合ってない部分がございま

す。この２年間で検討してる中で、その部分も実は含まれた検討をしてる状態で、まだその

成果品といいますか、実際にそれがどういう形でというものが、最終的なもののそれが上が

ってきてませんので、またそれが上がってきましたらご報告をまずさせていただきたいなと。

検討はしておるということでございます。 

下村委員長 杉本委員、それでよろしいですか。 

杉本委員 はい。 

下村委員長 ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

下村委員長 ないようですので、これより総括質疑に入りますが、総括質疑は市政全般にわたるもの

となりますよう十分ご留意ください。 

 質疑はございませんか。 

 谷原委員。 

谷原委員 財政調整基金のことについてお伺いします。市政全般ということになりますけれども、予

算にかかわることになります。１つは、財政調整基金をどれぐらい残しておくのかというこ

とで、残すと言ったらおかしいですね。めどですね。というのは、前回のどこかでの議論の
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中で、副市長の方から、言ってみれば、国が1,000兆円を超えるような赤字を出して地方交

付税を地方に与えてると。ところが、地方の方がすごく大きなお金をため込んでると。これ

は不正常だというのが、基本的には単年度主義でやってるわけですから、その年度のお金は

その年度でしっかり使っていくのが原則なのに、当然４月、５月に税収が上がらない中でも

事業をやっていかなあかんから、自由に使えるお金は一定要るということなんでしょうけれ

ども、目的別の基金を積み立ててる一方で、財政調整基金、これをどこまで考えておられる

のかということがこれまでも議論になりましたので、そこら辺の方針をお持ちだったらお答

え願いたいなと思っているところなんです。 

下村委員長 松山副市長。 

松山副市長 副市長の松山でございます。 

 総括的な質疑の中で、非常に難しいお問い合わせをいただきました。前回、委員からもご

紹介いただきましたけど、実際、国の方でも、いろんな国家予算の議論の中で、地方交付税

というのは多額を占めるものですから、社会保障費と合わせましてもかなりの割合を占める

ものですから、それに対しましては、国におけます財政課といいますか、財務省では、やは

り地方で十分な基金をため込んでいるのに、国は借金をしてまで交付税を出していいのかと

いうふうな議論をしておられます。その点では、今後の何が起こっても対応できるように、

安全・安心のためといって必要以上に基金残高をため込み過ぎるのは、これは本来の趣旨か

ら離れてよくないであろうと。そういたしますと、財政調整基金の本来の意味合いは何であ

ろうかと。１つは、大規模災害等の臨時財政支出に対応する分、それから、もう一つは、災

害以外の、それこそ年度途中の支出が見込めない突発的な事象に対応する分、まず２種類に

分かれようかと存じます。災害に対する分につきましては、実は、平成31年度の歳出予算に

も災害復旧費として、まずは平成30年度当初予算から、土木施設と農林施設につきましては

枠的な災害復旧事業の計上をさせていただきながら、さらに、社会福祉施設等教育施設につ

いても若干の金額を枠的に計上させていただきまして、より弾力的に機敏に動けるような措

置をさせていただいておるところでございます。 

 それから、それ以外の予備的な突発事象につきましては、例年500万円を予備費として計

上させていただいております。そういたしますと、それ以外の部分として幾ら必要になって

くるかということでございまして、これにつきましては、実は、総務省から目安の金額が示

されているわけでもありませんし、適切なことを示してる部分はないんでありますが、１つ

ご紹介をさせていただきますと、関西学院大学の小西砂千夫という教授がいらっしゃいまし

て、地方財政に非常に造詣が深いということで、国のいろんな委員会等についても座長を務

めたりされてる方でございますが、この方の１つの見解ということでご紹介をさせていただ

きますが、標準財政規模の大体その予備的な支出の分が５％から10％ぐらいは経験則として

必要ではないんだろうかというふうなご紹介も１つはいただいているところでございます。

それが予備的な支出の部分でございます。同じく災害等の部分としても５％から10％ではな

いかと。そのあたりでいたしますと、総額として10％から20％の間といったことになろうか

なと存じます。 
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 当市の標準財政規模、これは、平常的な一般財源の総額とご理解いただいたらいいかと思

いますが、これが大体約90億円ぐらいでございますので、そういたしますと、これ、重要な

話でありながら、非常に雑駁な数字を申し上げますと、10億円から20億円の間ぐらいはやは

り今持っておきたいなといったところかなというところでございます。１つの見解としてこ

ういった考え方もあると。ただ、明確な基準があるわけではないということでございます。 

 以上でございます。 

下村委員長 谷原委員。 

谷原委員 過去の変動をずっと見てみましても、27億円か28億円か、何か大変高いときから今年度の

を見ると10億円を切ってる、最終的に、戻入がまだあるかもわからないですけど、10億円を

切るということで、大きく変動するというのはいろんな事業があるからわかるんですけれど

も、ある程度見通しがないと、財政規模で財政支出について議論がしにくいとこがありまし

たので伺わせていただきましたけども、ありがとうございました。 

下村委員長 ほかに質疑ございませんか。 

 増田副委員長。 

増田副委員長 今回、この一般会計予算の様式については、新たにこういう事業別予算という形にか

えていただいたと。私、いろいろとずっときょうまで見させていただいて、以前よりよりわ

かりやすい様式になったかなと。特にタイトルがあって、その後ろに課の名前が書いており

ます。どこの課がこの事業を担当してるんだというのが明確にされておりますので、非常に

わかりやすいということがございます。ただ、以前から同じことであるかと思うんですけど

も、４日間かけてご審議していただいた委員の意見というものが、各現場に帰っていただい

て、今回は課長なり部長なりがご答弁をいただきました。ごもっともなご答弁で、納得のい

くもの、いかないものも含めまして、いろいろとやりとりをさせていただいたと。これが、

この場所での議論なのか、よくご意見を今後事業に反映させていただきますというような模

範解答のご答弁をいただく機会は多いんですけれども、実際現場へ帰られて、課員の皆さん

方が、これ、情報共有をどこまでされてるのか。そういう議論を課内でどういうふうな形で

再度ご検討いただてるのか。現場へ戻って、この情報といいますか、やりとりをもう一度精

査していただかないと、この場だけの議論では今後の事業に反映しないのではないかなと、

そういう不安もございますので、これ、各課長、部長に、持って帰ってどないしてんのって

聞かれへんので、代表で誰か、こういうふうにちゃんと現場で意見を精査させていただいて

おりますみたいなご答弁がいただけるのであれば、お聞かせを願いたい。 

下村委員長 松山副市長。 

松山副市長 副市長の松山でございます。 

 増田副委員長からのお問い合わせでございますが、まずは各部長、課長がしっかりと承っ

ておりますので、それを持ち帰って、しっかりと議論もして、政策に生かしておることと存

じます。実際いろんな予算の組み方、あるいは施策の考え方の中で、庁内では、予算要求の

秋から冬ごろの一発勝負ではなくて、いろんな重要施策について、これは逆に言いますと、

企画部のラインでいろんな全体の采配といいますか、いろんな事務はやってるわけでござい
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ますが、庁内でそういった形の次年度、あるいはもっと先を見据えた政策に向けての検討会

議も実施をしておりますし、実は、毎週部長会という形で、日々の執行方針の確認等も市長

以下、幹部職員が勢ぞろいをしてやっているところでございまして、そういった取り組みを

通じまして、この議会の場でご議論いただいた内容につきましては、きちっと踏まえてこれ

までも予算化等を検討してきたことでございまして、今後ともしっかりと取り組んでまいり

たいと存じます。 

 以上でございます。 

下村委員長 増田副委員長。 

増田副委員長 副市長の方から、そういう今後の事業のための議論は持ち帰ってしていただくという

ふうなご答弁でございますけれども、そういうことをルール化していただくというか、予算

特別委員会の反省会じゃないですけども、そういういろんな貴重なご意見が出たと思うので、

その辺のところを事業に今後反映するような議論の場をつくっていただきたいとお願いを申

し上げておきたいと思います。 

下村委員長 ほかに質疑ございませんか。 

 岡本委員。 

岡本委員 時間もないので簡単にいきます。 

 私、予算の冒頭のときに、平成30年度の執行状況について、総務部長から３月は入ってま

せんという形で支出負担伺い77％、建設事業で現年が56.68％、繰越しで85.21％と、合わせ

て66.9％という率をいただいております。あと３月も残すところ10日余りと迫ってきた中で、

余ったものについては不用額で落としてもらったら結構かと思いますけども、駆け込みとい

うのか、そういうようなことがないようにとお願いをしておるわけですけども、とりあえず

平成31年度はきちっと早い時期に発注をしてもらえると、こういうことをお願いしておきた

いと思います。 

 それから、入札の問題でございますけども、なかなか平成30年度、磐城の学童保育、ある

いは當麻スポーツセンター、ストックヤードと入札が不調に終わっておると。入札辞退が出

てくるのは、恐らく技術者が足りないとか、そういうようなことで辞退ということが出てく

る。なぜ葛城市で辞退が出てくるのかということと、職員がもっと早い時期に努力はすべき

やと私は思ってます。それには地元の関係とかいろいろ事情はあると思います。そやから、

４月にスタートして発注する時期が10月や12月、あるいは年越して１月、２月、平成31年度

はこういうことのないようにしてもらいたいということで、どういうお考えをされてるのか

ということを答弁お願いしたいと思います。そうしないと、例えば、２次製品が入って来な

いので繰越ししますとか、こういうような答弁もありました。予算を立てたとき、設計した

ときに初めからわかってる話であるので、その辺も気をつけてもらいたいと思います。 

 それから、財政の関係、私もプロでないんでわかりませんけども、合併後ずっと見ていき

ますと、市県民税につきましては平成29年から約１億円ほどふえてきておる。ところが、固

定の関係につきましては、土地ではかなり下がってきておるというような実態であるわけで

ございます。しかし、家屋につきましては、逆に平成28年ぐらいから大体５、６千万円ぐら
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いは上がってきておると。よい傾向になっておるのかなと。ところが、償却資産については

なかなか上がってこないというのが実態であるし、法人につきましては大きく落ち込んでお

る。合併当時は７億円、あるいは、多いとき平成19年は９億円というような法人税がありま

した。今は３億円まで回復しましたけども、ずっと２億４、５千万円で来ておると。交付税

につきましては、合併当時は23億5,000万円ぐらい、これが平成22年度から30億円の大台に

乗ってきて、今、平成31年度では34億9,000万円ぐらいの大台に乗ってきてる。特交につき

ましては大体６億5,000万円前後で推定をしておるという形の中で、今後の財政をどういう

ふうに見ていくのかということと、今、谷原委員からありました財政調整基金、平成30年度

末で18億円、平成31年末の予想では10億円を切って８億円になるというふうな数字があらわ

れておる。今、副市長の話では、大体予算の20％前後ぐらいと見込まれるというような話が

ありました。今の予算からして150億円、30億円ぐらいの財政調整基金を持たなくてはなら

んということで、なかなか非常に苦しいことやと思います。将来を考えたら財政調整基金と

いうのは30億円ぐらいは持ってるのが安全ではないかなと私は思っておりますので、もう時

間もないんで、詳しい説明は結構ですので、今言いました３点、平成31年度に向けてどうい

うような体制でいくかということをお伺いしておきます。 

下村委員長 松山副市長。 

松山副市長 副市長の松山でございます。 

 岡本委員から、まずは執行管理につきましてお言葉をいただいております。ある意味当然

のことでありますが、それができてないのではないかということでのお言葉だと真摯に受け

とめまして、まず１つは、抽象的ではございますが、再度肝に銘じて、心構えとして管理職

一同しっかりと取り組んでまいりたいと。それとともに適材適所を図りながら、より機動的

に動ける組織にしながら、市役所一丸となって取り組んでまいりたいと存じます。 

 それから、財政調整基金につきましては、私、30億円とは申し上げてませんけど、30億円

は委員がお述べになった金額だと思いますけども、多ければ多いほど安心なわけではござい

ますが、とはいうものの、税収その他も含めて、これは、なかなか外的な要因も含めていろ

んなことに影響されるわけでございますので、引き続き必要な金額をしっかり見積もりなが

ら、それに対する財源対策をどうしていくかということもあわせて考えながら、これも適正

な運営を心がけてまいりたいと。精神論で申しわけございませんが、そういった形で頑張っ

てまいりたいと思います。 

 税についてのお問い合わせがあったと思いますが、税の方につきましては総務部長の方か

らお答えいたします。 

 以上でございます。 

下村委員長 吉村部長。 

吉村総務部長 総務部の吉村でございます。 

 合併以後の税収の推移等も紹介をいただきながら、積極的な税収確保に向けて取り組んで

いくようにというご意見かというふうに思っております。それぞれの税目におきましては、

必要な対策を講じつつやっておるわけでございますけども、いかんせん国の経済政策ですと



－276－ 

か、経済動向によりまして影響を受けるというところがございます。それ以外の部分につき

ましては、固定資産税等については、当然ながら土地につきましては地価の影響がいまだに

ちょっとずつ下がっているというようなことでございますので、そういったことで税収とい

たしましては、評価額自体が下がっているということでございます。固定資産税の中でも償

却資産につきましては、今まで未申告の会社ですとか、新規に立ち上げられた会社について

積極的な働きかけを行いながら、税収の確保、申告を出していただけるようにというような

指導も徹底を、今現在はしておるところでございます。税務署の方に出向きまして、そうい

った所得税の申告をされていて、減価償却を出されてる会社もピックアップしながら、申告

をしていただくようにというような形での勧奨をさせていただいておるところでございます。

そのような会社に入りまして税務調査等も権限としてはできるわけでございますけども、専

門的な機械等もございますので、なかなかそういったスキルを身につける機会がなく、そこ

には踏み込めていない状況ではございますけども、ある意味、そういったところに隠れた財

源があるのかなという認識はしておりますので、そういった方向で調査もできるように検討

は重ねていきたいというふうに考えておるところでございます。 

 その他の税目につきましては、地方財政対策に基づいたような税収見込みを立てておると

ころでございますので、ご理解を賜りたいと思います。 

下村委員長 岡本委員。 

岡本委員 今、答弁いただきました。事業の執行あるいは入札については、職員がしっかり一丸とな

ってやっていきますよと、こういう意見をいただきました。平成31年度を期待しておきたい

と思います。 

 財政につきましては非常に見通しが難しいと思いますけども、本当に財源的には苦しくな

ってきてることは事実、これは間違いないと断言せないかんと思います。できるだけ税収の

確保をしていただきながらやっていただきたいと思います。 

 １点だけ、交付税の関係ですけども、来年から一本算定になってくるということですけど、

平成31年度から見て交付税がどのぐらいになるのか、もし、わかってたら教えてほしいし、

今すぐにはわかりませんと言われるのやったら後で聞きますので、その点だけお願いしたい

と思います。 

下村委員長 内蔵課長。 

内蔵総務財政課長 総務財政課、内蔵でございます。よろしくお願いいたします。 

 ただいまの岡本委員のご質問ですけれども、平成31年度の普通交付税につきましては、先

ほどおっしゃいましたように、当初予算で34億9,000万円を見込んでおるところでございま

すけれども、これが、平成31年度、仮に一本算定で計算いたしましたところ、34億2,400万

円と見込んでおるところでございます。 

 以上でございます。 

下村委員長 岡本委員、それでよろしいですか。 

 ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 
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下村委員長 質疑ないようですので、平成31年度一般会計予算についての質疑をこれで終結いたしま

す。 

 かなり委員会の進行がおくれておりますので、ご理解のほどお願い申し上げまして、13時

15分から午後再開いたしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

      休 憩 午前１１時５９分 

      再 開 午後 １時１８分 

下村委員長 会議を再開いたします。 

 西川委員から、本案に対し修正案が提出されておりますので、西川委員から趣旨の説明を

求めます。 

 西川委員。 

西川委員 20日の７款消防費の質疑が終了したときに、私の方から委員長に対しまして、減額修正の

議案を委員会に提出したいということで、委員長によろしく検討いただきたいということで

お願いをさせていただきました。委員長、お取り計らいありがとうございます。 

 それでは、この減額修正について説明をさせていただきます。まず申し上げたいのは、20

日の７款でもいろんな議員が質問、質疑をし、理事者に答弁を求め、また意見もおっしゃっ

た。そういうふうな中でいろいろと委員の方はご心配をしていただいてるということは重々

承知をしております。その中でこの減額修正を出すに至った理由を説明させていただきたい

んですが、もともと災害に強いまちをつくっていく、そして人命を大切にして、将来の災害

に備えていくという市長の答弁、説明もありましたが、そのことに関しては委員それぞれ何

の異議もないわけでございまして、ただ、それを進めていく上について、今予算に上げてこ

られてる土地の公有地の取得ということに関しては、この前にも申し上げましたように、委

員会の協議会で２回ほど説明をいただきましたけれども、なかなか納得のいく説明をいただ

いてない。 

 そして２月24日に、北道穂地域のところで区民の集会を開くビラが出て、その中に決定し

たかのような形で集会を呼びかけておられる。これ一つとっても、議会そのもの何の判断を

する説明が理事者側からなされてないわけで、そのときに初めて候補地が北道穂地域やとい

うのが、２月の全員協議会の時、24日にこのビラをまかれたというときに初めてその場所が

わかったわけでございます。それでいろいろとどういうふうな内容になってるのかというこ

とを調べましたら、まずは議長の方から報告ありましたように、今は消防本部の方々に説明

を受けたら、現在の葛城消防署そのものの統廃合については、中期・長期ビジョンの中には

はっきりとはうたわれてない。ただ、年数が経過してるから、10年以内には建物の見直しと

いうか、補強というか、改築というか、そういうふうな時期に入りますよというふうなんは

出てたと、こういうふうにはお伺いしております。そして、消防本部の方の話によると、こ

れは、葛城市からそういうふうな話は出てたこともあるけれども、今、正式にはそういう協

議には入ってないということでございました。 

 しかしながら、委員会また協議会で聞きますと、既に本部の方に平成32年で終了する緊急

防災事業債そのものに間に合わすために、建物は本部の方で国に対して事業債の採択をする
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ような要望書を出す。土地に関しては葛城市が用意をして緊防債を使うてやると、こういう

ふうな話でございますが、平成32年度にまず建物を完成せないかんというふうなことですか

ら、とてもやないけど間に合わんのちゃうかというふうなことが、今初めて議論の場にのっ

てきてる。ですから、そういうふうな説明も一切正式には受けてないわけでございまして、

そして、地元の説明会が２月24日にあったその報告が総務部長からされて、そのときの様子

は、賛成者は１人もなく、反対者が半数以上あったと。そのときに反対の結論を出そうとし

たけれども、２月24日の地元説明はそういうふうな場ではないというふうなことで終わって

るんやけれども、今、地元もはっきりと反対の意思は出てきてるんです。しかし、それの設

置場所に対しての理解が得られてないと。 

 今３つ言いました。本部との協議が全然整ってない。緊急防災事業債を使うにしたって、

これは平成32年で切られてて、果たして間に合うのかどうかというふうなこと。それと地元

の理解が全然得られてない。そして、現在ある消防署そのものの取扱いをどういうふうにし

ていくのか、その説明もない。そういうふうな中で、平成31年度予算の中で消防費として土

地の購入の予算が上がってきた。この予算を議会が議決して認めると、今後うまくいくこと

を願ってますけれども、これが、今上げたようなことが一つも見通しとして立ってないとき

にこれをやると、土地そのものが、購入はするけれども、建物が立たへんと、土地が浮いて

しまうというふうなことにもなりかねませんので、この際７款消防費については減額をさせ

ていただく修正案を出させていただくということでございます。 

 まず、お手元にお配りをさせていただきました予算の修正案でございます。３枚目の議第

16号の平成31年度葛城市一般会計予算修正案提出の資料ということでお配りをさせていただ

いておりますが、７款消防費の歳出、広域消防費として、平成31年度の本予算の中では、

127ページの説明の中には、目では広域消防費です。説明の中では12節、13節、17節の説明

の中の金額を、原案では役務費で65万円、それで委託料で792万8,000円、公有財産購入費で

２億5,500万円、これを修正案では全部ゼロにさせていただいております。そして、修正後

の金額でございますが、これが原案は７億3,462万6,000円でございましたが、修正後は４億

7,104万8,000円というふうに修正させていただいております。 

 それで、次に、歳入の方でございますが、24ページの17款繰入金、その中の財政調整繰入

金を９億8,692万2,000円に、修正案としては歳入ではそういうふうにさせてもらっておりま

す。原案では９億8,700万円でございます。７万8,000円を減額しています。 

 次に、市債でございますが、この特定財源として歳入で入っている市債でございますが、

27ページの５目消防債、１節広域消防債２億6,350万円をゼロにさせてもらっております。

これが一番後ろについている歳出と歳入の説明でございまして、それによって、そういう減

額をすることによりまして、１ページに戻っていただきまして、第１条第１項中の158億300

万円を155億3,942万2,000円に改める。 

 次に、第１条第２項第１表を次のとおり修正するというのは、修正前のその下の表でござ

いまして、修正前は上の部分、基金繰入、市債、歳出は消防費、これ、消防費が全体で先ほ

ど説明しましたので、修正後は総合計が出てまして、修正前は、今言いましたように基金繰
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入と17款、20款の市債とで歳入で150億8,300万円。それで歳出の方が、消防費で９億271万

3,000円の歳出合計が158億300万円。修正後でございますが、下の表でございますが、17款

基金繰入金を12億3,105万3,000円、市債を11億1,000万円、歳入合計が155億3,942万2,000円。

歳出の方でございますが、消防費が６億3,913万5,000円、歳出合計が155億3,942万2,000円、

こういうふうに修正をさせていただいております。 

 ２枚目の表でございますが、地方債の第４表です。この中の９ページでございます。広域

消防事業債が２億6,350万円というのを、修正後はゼロにさせていただいておりまして、11

億1,000万円に改めさせていただいております。 

 以上でございます。 

下村委員長 以上で説明は終わりましたので、これより修正案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 修正案への質疑は、提案者だけではなく理事者にも可能となっておりますので、お願いい

たします。 

 副市長。 

松山副市長 副市長の松山でございます。 

 委員の皆様からのご質問より先に質問いたしまして失礼いたします。 

 西川委員は、先ほどご説明の中で、うまくいくことを願っているが、これらのことが見通

せないまま予算を認めると、土地を取得して建物が建たないということになりかねないと懸

念をしていることから、この修正案をお出しなさったと。そういったご説明であったという

ふうに理解をしておりますが、ご確認をさせていただきたいと存じますが、消防署自体を、

近いか遠いかは別にして、近い将来、改築の議論をすべきときが来るであろうと。そのタイ

ミングと、それから緊急防災・減災事業の期限、それをいろいろ考え合わせた中で、これは

ぎりぎりのタイミングではありますが、何とかこのタイミングでできないかということを考

えながらチャレンジをさせていただきたいということは、理事者側からご説明は申し上げた

とおりでございます。それとあわせまして、議会の方からは説明が不十分ではないかといっ

たことにつきましても、適宜その段階でご説明ができること自体につきましてはご説明をし

ながらまいったわけでございますが、先ほど委員の方からそういったご説明をおっしゃった

と。 

 そこでなんでございますが、これは、議会として消防署の移転改築を理事者側として、こ

れは検討をして進めること自体に同意ができないといった意思表示を議会がなさったのであ

るのか、それとも、これは予算も、あるいは準備行為としての測量委託料でありますとか、

土地の鑑定料につきましても、これもあわせて減額という案を修正案として出していただい

てますが、何もなければ事前に具体的な見積もりもできませんし、これはなかなか事業を進

めていく中で予算的には非常に動きにくいわけではございますが、今考えております移転を

伴う改築そのものについての検討を理事者側として取り組むこと自体に、議会としては同意

をしないといった議会側の意思表示となるのでございましょうか。これにつきましては、予

算案はこの修正案でお出しいただいて、でも、機が熟したらこれはやってもいいよとおっし
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ゃるようであれば、この内容であればなかなか動きにくい内容ではないかと存じ上げますの

で、そのあたりについてお伺いをしたいと存じます。 

 以上でございます。 

下村委員長 答えられるようであれば。 

 西川委員。 

西川委員 動きにくいかどうか別にして、このことに関して、一番最初に言いましたように、この前

の20日のときに市長は、説明してるとおっしゃるのか知らんけれども、正式な委員会で、災

害に強いまちをつくっていく、そして市民の人命を守るためにこういうことを考えていると

いうこと自身に、議員そのものも委員の方々も、そんなことを反対するというようなことは

あり得ません。しかし、この間何回も僕は尋ねてきた中で、まず地元の対策のあり方にも僕

は疑問を持ってます。聞くところによると、今月24日に初めて市長が地元に説明に行くとか

行かへんとか。そんな段階ですやんか。地元から、僕らは初めて、「こんな会合開くけど、

あんた知ってるか」と議員が初めて聞くわけです。僕は、情報不足か知らんけれども、こん

なふうなことも決まってるのかとくるわけです。そやから、市長もこの実現に向かってはな

かなかしんどいハードルを超えていかんとできない。そやけれども、この予算そのものにつ

いては、努力してやっていかれる見通しはある程度つけてやっておられるんやけれども、こ

の消防署のことに関しては、予算を議会が認めていくとすると余りにも計画が煮詰まってい

る部分が少ない。全然見通しが立ってないと判断してます。ですから、今副市長が僕に答え

よというのであれば、そこは努力をしていただいて、市長の思いをどういうふうにしていか

れるのか、議会にちゃんと説明できるような努力をされたらよろしい。平成31年度予算のこ

のことに関しては、減額の修正をさせていただくが、事業を前へ進めるなというようなこと

は言うてません。今の北道穂で進めようとは言うてません。どこであろうが、候補地が３つ

あって、１つあかんかった、２つあかんかった、ここだけ残りました言うけれども、僕ら、

１つ目がどこやら、２つ目がどこやら全然知りません。そやから、言うてるように、市民の

命を守り、災害に強いまちをつくっていくために努力するということに関しては、何も反対

はしていません。 

下村委員長 冒頭に私言いましたのは、この修正案への質疑は、提案者だけではなく理事者にも可能

と言いましたけれども、理事者にも可能というのは、副市長は勘違いされてたと思うんです

けれども、委員の方々がこの修正案に対して、理事者にも質問ができますという意味なんで

す。ご理解をいただきたいと思います。今のは例外ということで、西川委員答えてくれまし

たけど、よろしくお願いいたします。 

（発言する者あり） 

下村委員長 西川委員が出された修正案に対して、ほかに質疑はありませんか。 

 谷原委員。 

谷原委員 要は、ここに先ほど、これは副市長がおっしゃったことなんですけれども、言ってみれば、

土地購入費以外に土地鑑定料とかそういうものが入っている部分について、そこを否定する

と前へ行かないと。それまで否定されるんですかというふうなことなんです。それに対して
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西川委員の方からはっきりしたご答弁がなかったので、それについてお伺いしたいというこ

となんです。 

下村委員長 西川委員。 

西川委員 今までの事業をいろいろ進めてこられる中に、この役務費、委託料、このお金がなかった

ら、先ほど僕が一番最初に言うた防災、また減災をやる、それの消防署のあり方を考える、

そのことに対して何の働き方もできへんと、そんなことはあり得んと思います。ただ、今は

っきり言えということやから、この消防費の中の、はっきりしてきたのが、北道穂のあそこ

の土地に交渉に入るんやということがわかってきたから、地元も反対してるから、そこらの

ところも３ついろんな乗り越えんなんところがあるから、このことに関しては一切認めませ

んと、全部減額させていただきますと、こういうことでございます。 

下村委員長 そういうことでよろしいですか。 

谷原委員 わかりました。 

下村委員長 ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

下村委員長 質疑ないようですので、以上で、ただいま議題とされております議第16号の修正案に対

する質疑を終結いたします。 

 議員間討議を希望される方はおられますか。 

 谷原委員。 

谷原委員 議員間討議を希望させていただきます。 

 内容については、今、話題になっております消防整備事業費についてです。あとで詳しく

はこういうことをお聞きしたいということをお話ししますけれども、趣旨としましたら、先

ほど来からあるように、国土強靭ということで国も挙げて予算もつけているその中で、誰も

反対される方はいないわけです。消防署が老朽化してることについて、これを何とかせなあ

かんと。できたらこういうところにのったらいいけれども、でも期限も切られてるし、大変

厳しい中にあって、皆さん迷ってると思われます。私も迷ってるところがあります。１つは、

議会で十分審議がなされなかったの違うかということが１つ。それから、地元で反対がある

と、広域消防の件も出てきました。これは予算特別委員会で出てきたんですけれども、そこ

で、議会として、今後皆さんのご意見も聞きながら、どういうふうにすればこれが実現して

いくかということを、ある程度私としても皆さんのご意見を聞きたいところがあるんです。

先ほどおっしゃってるように、誰も反対しないわけです。だから、これのあり方について、

例えば、修正案が通る、通らない、あると思いますけれども、今後どういうふうな形でこれ

を議会として取り組んでいくのか、考えていくのかというとこら辺を、ご意見を聞けたらと

思うんです。 

 具体的に言いますと、こういうことです。国は、12月に補正予算と同時に平成32年までと

いうことで、とりわけ単独事業については平成31年、平成32年の２年というふうに切ってし

まったので、非常に慌ただしくこの間進んできて、当然、議会の説明不足だというとこもあ

るし、住民の方には誤解を与えて、その誤解から大きな反発が生まれたというとこも出てき
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ましたので、だけど、それをもって、難しい面は多々あると私は思います。先ほど西川委員

がおっしゃったように、３つハードルがあるというのは市長もおっしゃってるわけですから、

だから、そういうハードルがあるけれども、予算を見て、見積もりの予算を出したとして、

その中で進めさせてくださいと。だから、そこら辺を皆さんはどう考えておられるのかをお

聞きしたいんです。だから、これがもっと長い期間かけてやれば、多分議会の合意はとれた

と思うんですが、なかなか短期間でこういうことになって、いろいろ地元住民の方にも誤解

が広がったりしてるので、非常に難しいところがあるので、そこら辺の率直なご意見を伺い

たいだけなんです。というのは、これ、賛成、反対といったら、はっきり言ったらゼロ、百

です。ゼロ、百で議会が進んでしまうと、これは、後々みんながやらなあかんということに

対してゼロ、百であとこういくというのではなくて、そこら辺が40、60とか、30、70で迷っ

てるとこはありますので、そこら辺のところが私としては聞かせていただきたけたらなとい

う、そういうことなんです。難しくて言いたくないということであれば、別にそれは構わな

いんですけれども、そういうことで議員間討議ができたらと思いまして、希望いたしました。

よろしくお願いします。 

下村委員長 強制的に聞くわけにいきませんので、何かご意見ありましたら挙手をいただいて。 

 岡本委員。 

岡本委員 議員間討議は、私も初めてでどういうふうに答弁していったらいいかようわからんけども、

今、西川委員が提案された内容についても、市民の生命、財産を守る、これはみんな理解を

されてるということです。例えば、私個人的な考え方で、提案の仕方が、今おっしゃるよう

に、議会に対して説明不足だったということを主張しておられるわけですけども……。 

（「違うよ」の声あり） 

岡本委員 そうですか。これは私の意見です。消防業務とは何か。一番問題は、市民の命を守る。特

に救急の関係については、いち早く病院に運ぶ、これが１つの使命やと思います。火災とか

災害、これももちろん使命やと思いますけども、今、理事者側が言われている緊防債を活用

して提案されている。それは慌ててということになるけども、やはり平成32年度限度という

ことが今されてる中で、今が使えるええチャンスやということになれば、１つ拡大解釈した

中で、理事者側が全面的に努力をしますという確約をもらいながら進めていったらええので

はないかなと、私はそう思うてます。現在の消防署は、皆さんの協力していただいて、昭和

56年につくらせていただいた。それは、一番目的は、市民の生命、財産を守るために先輩が

あそこへつくっていただいた。そこで今、手狭になってきておるということで、もうちょっ

と広い場所でということが理事者側の考え方でないのかなというふうに私は思います。です

から、説明不足ということはようわかりますけども、できたら今の時期に、このチャンスの

あるときに進めるべきではないかなと、私はそう思います。 

下村委員長 ほかにご意見ございましたら。 

 西川委員。 

西川委員 今、議会に対する説明不足と言われましたが、説明不足という段階と違うて、説明なんて

あったと私は思っておりません。市長はもうすでに北道穂で具体的に進めようとしてるわけ
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ですよ。それでこの事業は平成32年完成ですよ。それで、建物については消防本部に緊防債

の補助申請なりをやっていただくと言われている。建物を建築する計画をしよう思うたら土

地が要ります。そんな申請をするということになると、消防議会が通らんとできません。消

防議会は７月ですよ。まだいまだに何の説明も打ち合わせもされていない。それで次の議会

は２月です。そうすると７月にうまくいけばええけど、それがいかんと２月になったら、も

う平成32年です。そういうふうなことが何の説明もないのに、ここでこの２億5,500万円の

予算を認めて、土地の交渉に入って、地元から反対があって取得できませんでしたでは済ま

んわけです。これを認めるいうことは、議会が進めなさいと、議決するいうことはそういう

ことです。そやから、もうちょっと見通しもちゃんと立てて、地元そのものも今、本当にこ

れ、若い子らも反対してるようです。この問題は北道穂だけと違うんです。今言われている

場所は西室の方にも影響あって、隣接する弁之庄にも影響ある。そういうふうなことやから、

もうちょっとしっかりと進めてからでないと、ちゃんと見通しが立ってからでないとこれは

認められませんよということを言うたんで、ただ単に議会に対する説明不足やということだ

けで減額の修正案を出してるわけではございません。 

下村委員長 岡本委員。 

岡本委員 今、西川委員からいろいろ話ありました。おっしゃることはよくわかりました。設置する

大字だけが迷惑をこうむるだけではないと思います。その地域はどのぐらいの範囲になるか

わかりません。今現在ある消防署、中戸区民だけに迷惑かけてる問題でも何でもない。ほか

に弁之庄もみんな迷惑かかってると思います。しかし、どこかの場所で設置をしないと、み

んな反対やからできませんではこれは通りません。ですから、私は、中戸の人も、先輩の人

があそこに決めていただいて、地元の人の大きな理解があって今の消防署があると私は思い

ます。 

 今、北道穂という名前が出てますけども、確かにその大字については、それは気の毒なこ

とはよくわかります。例えばクリーンセンター、あるいは墓地火葬場、これもその大字の了

解を得てつくってきました。ですから、ここが当たり前やというのではなしに、どこかでつ

くったら、つくったとこの大字に迷惑かけることは、これは十分、みんな議員もそういう理

解が必要やと思います。 

 今、広域消防組合の話も出てました。私、広域に入ってないんでわかりませんけども、今、

総務部長の方から地元説明会の様子の報告があったようなことは、誤解を招いてると思いま

す。一方、広域消防本部の方でも図面というんか、概略というんか、そういうとこまで話は

進んでると聞いています。そやけど、今、西川委員言われるように、また藤井本議長が言わ

れてるように、広域の議会の同意なしにはできへん。これはようわかります。広域消防組合

の議会というのは、何で２月と７月か。各市町村の予算が３月議会で通らんとできへんとい

うことやから、私は７月やと思うてます。決算も９月に通らんとできへん。そやから２月に

ずれ込む。これはどこの広域行政組合の仕組みも一緒やと思います。そやから、おっしゃっ

てることはようわかりますけども、とりあえず誰か努力しないと、１年かけて努力するのか、

半年かけて努力するのか、努力して進めていくという方向が私は一番大事やと思うてるわけ
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です。そやから、理事者にばっかり圧かけるのでも何でもないけども、予算に上げてきた以

上は、きちっと一日でも早う該当地域に行って、本当に寝やんとやないけども、そこまでで

もきちっとやっていく。この姿勢があったら半年もあったらできるのではないかなと私は思

います。造成なんて半年もかかりません。そやから、西川委員心配してはるように、とても

やないけど来年は難しいですよということにはならんのかなと思います。ただし、用地が買

収できなければ、おっしゃるとおり、これは全然あきません。そやけど、用地を先に取得す

る。これは一番第一の段階やと思いますので、私は、努力していただいたらいけるのやない

かなということを思ってるということだけです。 

下村委員長 ほかに。 

 奥本委員。 

奥本委員 谷原委員が言われた何パーセントくらい賛成されてますかという話に基づいて話させても

らうんですけども、まず、消防署の移転に関して100％もろ手を挙げて賛成かというと、そ

うではないんです。審議のときに申し上げましたように、やはりいろいろ問題があって、考

えていただくことはあると申し上げました。ただ、国が防災・減災に対して強い意思で進め

ていこうというところに沿ってることは間違いないとは思うんです。市長のそのご意向でや

っていきたいということが背景にあると、それは間違いないと思います。皆さん、その辺わ

かってらっしゃることであって、我々議会としての使命としては、やはり住民の生命と財産

を守るということに対しては第一義である。ここは全然相違ないとこだと思います。そした

ら、今後、今この問題としてどう考えるべきかと考えたときに、西川委員おっしゃるように、

地元の方の説明がうまく進んでなかったというところがあるかと思います。先ほど話に出ま

したクリーンセンターのこととこれとを同一にするのは余り乱暴かなと思うんですけども、

クリーンセンターで大字當麻で話があったときに、約700世帯あるんですけども、世帯だけ

での採決ではなかったんです。これは、それぞれの家に持ち帰って、本当に子どもも交えて

各家庭で議論をやってもらいました。そして、最終的にゼロか百かの結論ではなくて、それ

こそ49対51ぐらいでそれぞれが結論を出されたんです。その多くが、私も含めて、反対意見

として一番多かったのは、子どものため、将来のためにこれを絶対に持ってきたらあかんと

いう方と、あえて子どものためを思って持ってくるべきやというので同意された方がいてる

んです。というのは、どこかがいずれ受けなあかん。そしたら、それをどこが受けるか。そ

れが私の大字當麻でええのかどうかという議論だったんです。だから、おそらくその辺の地

元に対する説明の詰めというか同意というのが、あえて不十分という言い方をしますけども、

なかったのかなと思います。 

 総務部長の説明で、説明会のときに参加された世帯が、131世帯中62世帯出席されて、そ

のうちの半数が反対され、賛成はゼロやったという報告がありました。ということは、半数

はまだその時点では意思表明ができてないというか、固まってなかったということなんです。

それはあくまで世帯であって、そこで住んでらっしゃる子どもさんの意見とかはどうなのと

いうことを私は知りたいんです。ただ、それはやっぱり解きほぐしていく時間が必要やと思

うんです。だから、そこに対しては慎重に進めていってほしいと。本当にそこだけなんです。
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だから、それを考えると100％賛成できない。私が言ってるのはそこなんです。だから、そ

こは、まず市長のご答弁では、これから慎重にやっていくということでした。それともう１

点、私が申し上げたのが、広域消防の問題です。葛城市だけで結論出したって、広域消防が

どうなるかわかりませんからということを申し上げて、それに対しても市長は、広域消防に

ついては、葛城市としては評価していただいてるということをおっしゃってたので、それで

あれば進める価値はあるのかなと。ただ、西川委員おっしゃるように、今本当にやらなあか

んかどうかなんです。そこは正直、判断が私は難しいんですけども、逆に、いずれどこかで

やらなあかんのやったら、やるタイミングというのも考える必要があるのかなと。やるタイ

ミングが、そしたら今で結論出した方がいいのか、この先で結論を出した方がいいのかと考

えたときに、緊防債が使えるか使えへんかという瀬戸際のところ、岡本委員おっしゃるよう

に、議会の議決を必要とするんやと、それ以前に、市議会の方でのある程度の結論というか

形をつくっていかなあかんかったらと逆算していったら、このタイミングしかないかなと。

そういう意味やったら、最終的にやることを目指すんやったら、このタイミングでやらなあ

かんのかなというところで、やらなあかんところの割合がふえると。具体的に何パーセント

とは言いづらいんですけども、今現状、私の、谷原委員おっしゃるように、どれくらいです

かとおっしゃる質問に対しては、そういう答えしか言えない。 

 以上です。 

下村委員長 ほかに。 

 杉本委員。 

杉本委員 そしたら、私も意見言わせていただきます。 

 今、皆さんもおっしゃるように、私も市長の考え、やろうとしてはることはすごいわかり

ます。意味もわかります。急がなあかん理由もわかるんですけども、私は市民の代表として

ここにいさせてもらってると思ってます。まさに北道穂地区を指定して、地域の皆様が反対

されている。今、奥本委員がおっしゃったのも、長い時間をかけてイエスかノーかという、

すごい議論の上で納得してやっていくのと、ばんばんばんと決めていく、このスピード感と

いうか根回しがないというか、そこに私は違和感がありまして、地域の皆さんが、今の段階

では賛成ゼロということで、それに対して進めていくということに対しては、私はいかがな

ものかなと。谷原委員がおっしゃる、これからどうしたらいいのというときは、急ぐのもわ

かるんです。市民の皆さんが急いでくれと言ってるわけでもないので、それはちゃんと順番

を追って、皆さんの同意を得てここでやろうというふうにして順番を追っていって、それで

間に合わなかったら、それは間に合わないで仕方ないと私は思っているので、これからそう

いうふうに順番を追って、ちゃんと根回ししてもらって、進めていっていただけたらなと思

っております。 

 以上です。 

下村委員長 増田副委員長。 

増田副委員長 私も皆さんと同様、そういう防災の強化ということに関しては、市長のお考え、非常

に賛同させていただきたいということは、まず先に申し上げたい。繰り返してまたお話しし
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ますけども、昨年11月30日、最初に説明を受けました。その中でいろいろと内容の概略の説

明を受けました。ここに来ていろいろと誤解等もある内容も含めて、11月30日に、まず最初

に議会の方でご説明をいただいたということでございますけれども、私、懸念するのは、誤

解というふうに表現されて、多分そうであろうというふうに思うんですけれども、まずヘリ

ポートという言葉の解釈が非常に住民の方のイメージとして誤解を招いておると。私はそう

いうふうに解釈をしております。そういう常時離発着ということがないにもかかわらず、そ

れが一番大きな地元に対する不安材料になってるのかなと。その不安材料を置いたまま、前

に進むということを今審議してるのかなというふうに考えてます。この誤解をまず解いて、

その次に進むべきかなというのが、私、今の修正案に対する考え方でございます。何でかと

いうと、これだけの場所が要るという根拠になるのも含めて、ヘリ発着もできるようなスペ

ース、もし、地元の方とのお話し合いをあらかじめしたときに、例えば、いやいや、そんな

広い場所じゃなしに、必要最小限もしくはこういうヘリポートの機能は第一健民、第二健民、

當麻健民とか、そういう既存のヘリ発着のところで十分用を足すのではないかということに

なれば、それならその面積を減らした用地でええやないかと、そういうふうな用地取得する

ための基準が見直され、修正や見直しがかかってくるのかなと、そういうことも考えられる

のかなというふうに思います。 

 それから、もう一つは、時間がないと。時間がないというのは、私も緊防債、平成32年と

いうのは何回も聞かされて、時間がないという言葉だけ頭に残ってます。私は、詳細なスケ

ジュール、タイムリミットというのは全然予備知識として持っておりません。７月の広域消

防組合で審議をされて、最終的な建物をどうするんだという議論というのは、そのときにさ

れると。それまでに用地取得というのは当然必要になってくるということですけども、少な

くとも７月まで、緊防債に対する要望や申請なりは、動けない状況であるとすれば、７月と

いう１つのタイムリミットが一番直近の最終判断になるのかなと。そこまでの期間、要する

に、今の３月から７月までに市としての、議会としての方向づけというのが際々の判断基準

になるのかなという思いでございます。 

 それともう一つ、最後ですけども、この事業は、用地、それから建物を含めて約10数億円

というふうに説明を受けました。過去の10億円以上のハード事業に対する事業の進める手順

としては、総合計画に基づいてであったり、新市建設計画に基づいてであったり、そういう

１つの計画に基づいて、もしくはある一定の時間を費やして計画の中で進めるという手順を

通常進められておった。先ほどの時間の都合というのもございますけれども。事業を進める

手順としては、今回の予算計上をする前にやるべき事柄があるのではないか。予算を計上し

て議決すれば、その後のことは比較的スピーディーに物事が運ぶんですけど、その前のいろ

んな、先日もお話ししましたように、根回しをするというふうな進め方も、この前に重要な

１つの事業を進める上での事柄であるのかなと。それがまだ不十分であるということ、誤解

を招いていることも含めて、その辺のところも、もう少しの時間をかけて進めていただいて、

その次の段階で予算を計上すると、こういうふうな運び方を私としては進めていただけたら

なと思います。 
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下村委員長 谷原委員。 

谷原委員 皆さんのご意見聞かせていただいてありがとうございます。私が議員間討議とって問題提

起しましたので申しわけないんですけど、今、議論を聞いてまして、私が今回のことで１つ

一番引っかかってるところは、住民の方との関係なんです。今後、例えば、消防の移転のこ

とを進めるときに、新聞であれだけ大きく出ました。ヘリポートが来てうるさいとか、いろ

んな住民の声が出ました。これをどう考えるかなんです。もしこの修正案が通ったとして、

そうすると、それがあったから否決になったんだという誤ったメッセージになる可能性が、

僕はあると思ってるんです。というのは、これまでの公共事業のあり方についても、基本的

に最後は地元の自治会できちっと決めていただくと。だから、住民の方の反対が出るのは、

僕は当然だと思うんです。それをちゃんと議員としても受けとめるのは当然なんだけれども、

それだけでいくと、先ほど岡本委員がおっしゃったように、市の中で必ず受けていかなけれ

ばいけない公共施設をつくる場合、要は、住民との合意をつくっていく。最後はどうなんや

といえば、私は、最後は自治会だと思ってるんです。ここが反対であれば、私も絶対これは

やったらあかんと思うんですけども、反対があるからということで、それもかなり誤解とい

うか、誤った情報の中で反対ということだけがひとり歩きしてるので、この件については、

予算の最終日の３月24日に再度の説明会もあるということです。これ、非常に微妙なとこで、

これも大変時間不足ということだと思うんですけど、だから、ここら辺で私は懸念してるん

です。だから、そこはちゃんと誤解を何らかの形できちっと解くようなことをしていかない

と、今後どこ持っていくにしても、ヘリコプター来るんやろうというふうなところから始ま

るのは具合が悪いので、そういうとこも含めて、もうちょっと私は議会として、そういうと

こら辺で住民の人の反対がばーっと出たからというのではなしに、それはちゃんと理解して

もらうという努力が要るのではないかなと私は思っております。そういう点で、先ほどから

住民の反対というのはわかるんですけど、ただ、そのときに公共事業との関係で、しっかり

と議会は議会として正しい情報を市民の皆さんに伝えた上で、公共事業のあり方についてき

ちっと言っていただくのが大事ではないかなと思っております。 

下村委員長 西川委員。 

西川委員 地元の反対をどうのこうの、誤解がどうのこうのって、そんな誤解してはるか、誤解して

はらへんかは、今後理事者が接していくんやからわかると思います。そんな誤解みたいにし

てない可能性ありまっせ。ちゃんとわかってる人もおります。 

 それと、先ほど増田副委員長がおっしゃったように、建物10億円、土地２億6,000万円、

緊防債を活用すれば市の負担は３割と言われている。土地はそうやけれども、建物について

は、消防本部が計画して建てます。これ、７割は交付税算入して戻ってくるのかどうか私は

わかりませんが、建物を消防本部が計画して、緊防債の申請をするわけですが、あとの残り

３割は葛城市が払うていくわけです。市民の思いを計画のどこで反映していきますの。周囲

の人にとっては迷惑施設かもわからんけれども、そやけれども、全体の市民の必要な施設で

あれば地元の人がそこをわかって辛抱してくれてはると言われますが。そやけども、クリー

ンセンターに関しては、少なくとも賛成、反対、激しいのありましたよ。そのときは議会と
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しては特別委員会を設置して議論してたと思います。今回予算に上がってきたときにはまだ

何の計画も出てきてない。それで、建物は消防本部でやる、建設計画も緊防債の申請をされ

る。３割は葛城市が出すことになる。こんなことで議会の方に何の説明もなく、こんなこと

でええんかなというところもありまして、そやから、そこらも全然議論不足やろうと思うし、

場所についても本当にそこでよいのかどうか。今現在ある消防署は災害の警戒区域で、手狭

で古いからと、こういうふうなことを言われている。ほんまに中戸の消防署があかんのかい

う検討も何も、議会の中でしたこともない。そういうふうなことも含めて、今回のことに関

しては、減額の修正をそういう思いも含めてやっております。 

下村委員長 議長、何か。 

 藤井本議長。 

藤井本議長 先ほど広域消防の話も出てたところです。簡単に予算特別委員会の審議の中でも話をさ

せてもらったと思うんですけども、言い漏れてた点がもしかあったかなと思って、３点ぐら

い、私は賛成、反対という意思表示をここでできませんから、申し上げたいというふうに思

います。 

 最終的な結論から言うと、広域消防は、こういう話はありますという中で今回の議会で適

切な判断をお願いしますということは言われてるのは、これは事実でございます。 

 あともう一つ、この話をしてなかったと思います。これが理事者も非常にご苦労をかけて

るところかなと思うんですけど、緊防債を使って消防署を建替えしようとすると、機能強化

という部分をつけなければならないというところにあるかと思います。今の消防署そのもの

を同じように建替えするということになってくると、緊防債は使えないわけです。だから、

理事者が説明された、災害時には資材を置けるようなところがあって、また大阪方面から応

援に来てもうた部隊を駐屯させる場所、また資材をヘリコプターでおろしてもらう場所とか、

何か機能強化がついてないと緊防債は使えない、こういうところがあるので、この辺もご苦

労かけてるのかなというふうに思います。だから、ただ単の建替えは緊防債を使えないとい

うこともご理解しといていただけたらというふうに思います。 

 あと、広域消防から言われてるのは、皆さん方に広域消防のビジョンを渡したと思います

けども、その最後の方に書いております。谷原委員からも出てるわけですけども、今は建替

えの対象にはなってないですけども、50年をめどにしているというふうなことが書かれてお

ります。だから、今、葛城消防署というのは昭和56年に建てられて、今で38年ぐらいたって

るというふうに思われますけども、ここ10年、12年の間にはこれをどうするかということは、

今、例えばこの話が出なかったとしても、これは取り組んでいかなければならないことであ

ろう。10年、12年と言いましたが、それまでにこの話に取り組んでいかなければならないこ

とであろうというのは、消防議会で言われてるところでありますので、つけ加えてお話をさ

せといてもらいたいと思います。 

 以上であります。 

下村委員長 消防議会の件を議長の方から話ししてもらいましたけども、先ほどの続きで議員間討議

です。 
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 谷原委員。 

谷原委員 緊防債の件なんですけども、今、この認識なんです。今の日本が非常に激甚災害に見舞わ

れて、水害でも過去にないようなところに水害で命を落とされる方がいらっしゃると。地震

もいつ何どきというふうなことで、今度国土交通省なども大変努力されて、この２年間、赤

字国債を出して国は借金大変だけれども、消費税の落ち込みということもあって、景気対策

もあったんでしょうけども、今回はかなり特別に短期間で集中的に投資してくださいと。僕

は時間があると思ってるんです。早くやらなければいけないということがあって、これは、

国がそういうふうに言ってきたから我々苦労してるわけですけれども、そこの認識を持って、

例えば、今、議長がおっしゃったように、10年後とか老朽化になりますと。そのときに考え

ましょうというのもあるんだけれども、私としては、住民の方も非常に不安を持っておられ

る中で、そういう防災拠点があるというのは住民の皆さんの声も強くありますから、そこを

国が方針を上げてやってることでありますので、そこは私の気持ちとしたら、しっかり議会

も協力していくところがあるのかなというふうに思っております。事業を進めるに当たって、

その土地を、地権者に協力を求めるわけですから、いろいろな問題もあると思います。それ

が原因で抜き差しならなくなって緊防債の期限が切れたら、これは大変なことになるので、

私も本当に危機感を持っています。そういう点ではきちっとした判断をしていただく中で、

議会とも協力していただければ何とか形になるのではないかと。せっかく国が決めてやろう

としてるのに、地方議会で、確かに住民のこともある、議会のこともある、だけど、それで

こうなっていくのが私としてはどうなのかなという気持ちがありますので、そのことについ

ては言わせていただきたいと思います。 

 以上です。 

下村委員長 藤井本議長。 

藤井本議長 私は、10年、12年後に考えたらええわと、そんなことを言ってるんじゃない。10年、12

年後には何とかせなあかんから、今から考えなあかんということです。そのときになれば消

防署全体像から言うと、本部の考え方は、その当時に建てられた消防署が多いので、今の緊

防債は７割と言うてますけど、それが８割になるのか６割になるのか、それはわからないで

すけども、そのときに適したものが出てくるだろうというのが大方の見方である。何回も言

いますけど、10年間ほっといたらええとは言うてません。10年かけて考えたらええというこ

とを言うてるわけです。 

下村委員長 時間がだんだん迫ってきましたので、議員間討論を終結します。 

 それでは、討論に入ります。ご理解のほどお願いいたします。 

 討論は、議第16号及び西川委員より提出されました議第16号に対する修正案を一括して行

います。 

 討論はありませんか。 

（発言する者あり） 

下村委員長 もう一度言います。 

 初めに原案賛成者の方の討論をしていただきたいと思います。 
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 谷原委員。 

谷原委員 それでは、平成31年度一般会計予算について、基本的に賛成の立場から討論させていただ

きます。 

 平成31年度一般会計予算は、歳入歳出が158億300万円と前年度比8.6％増、額にして12億

4,600万円増の積極的な財政支出を特徴とする予算となっております。増額となった主な理

由は、普通建設事業費などの投資的経費が前年度比51％増、額にして８億5,370万円、1,000

万円を計上していることにあります。これは、阿古市長の施政方針演説で明確に打ち出され

ました、災害に強いまちづくりのための投資的経費であります。具体的には、老朽化した葛

城消防署の移転にかかわる消防署整備事業に２億6,357万8,000円、それから、消防団屯所の

耐震化などに係る消防団屯所管理事業に１億740万円で、農水路やため池など長寿命化防

災・減災事業に１億1,800万円、さらに、磐城小学校附属幼稚園改築費用に３億円余り、そ

れから中央公民館や新庄スポーツセンター体育館の耐震設計委託事業に２億158万3,000円な

どであります。そのほかにも災害時に移動する職員、消防団が使う移動系防災行政デジタル

無線事業に6,480万円、防災マップ整備や消防団の救助活動などに使う防災資材補助事業に

440万円、そして民間のブロック塀倒壊対策のための民間建物耐震改修促進事業に600万円な

ど、災害に強いまちづくりのための重点的予算配分が行われております。 

 現在、国においては平成32年度まで緊急防災対策の予算が組まれ、平成29年度12月補正予

算から３年間で７兆円の予算を組んでおります。平成31年度葛城市一般会計予算においては、

こうした国の動向を機敏に捉えて、一刻も早く防災に強い葛城市をつくるために積極的に国

の予算を活用した予算となっております。 

 日本共産党は、この間、激甚災害や命を奪われる方もたくさん出るような異常な気象状態

の中で、一刻も早く、そして不要不急の公共事業を抑えてでも、早くこうした災害対策を実

現すべきだと要求してまいりました。その具体化であるという点から、私は、阿古市長が進

めようとしている災害に強いまちづくりについて支持するものであります。 

 また、15歳までの医療費扶助を18歳まで延長するなど、子育て世帯への支援を強化してお

ります。また、新設されたこども未来創造部の体制を整える必要な予算が来年度予算に組ま

れております。保育や学童保育に係る予算も大幅に増額されました。しかし、保育士の確保

は非常に大変なものとなっており、原課においては大変ご苦労されておられますけれども、

保育士の待遇改善がなければ保育士の安定的な確保はできません。10月に予定されている保

育の無償化によって、保育ニーズはますます高まってまいりますので、子育て世帯の切実な

要求である保育サービスが確実に提供できるように、今後とも必要な予算措置も含めて努力

をお願いしたいと思っております。 

 さらには、要保護・準要保護家庭児童・生徒の入学準備金の入学前支給につきましては、

葛城市は県下12市の中で、宇陀市とともに実施してない市となっておりましたけれども、今

回ほかの市にない丁寧な支給内容となる措置をとっていただきました。 

 また、ごみ出しが困難になっていた高齢者へのまごころ収集、この導入も葛城市はおくれ

ておりましたけれども、今年度予算措置をしていただきました。社会的弱者への温かい施策
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に予算措置がされていると考えます。住民サービス向上のための施策を実施するためには、

必要な財源を確保しなければなりませんけれども、葛城市におきましては、法人住民税の落

ち込みが2007年から2015年にかけて続きました。現在下げどまって若干回復傾向であります

けれども、さらに工場誘致など法人税の増収を含めていくことが、私は求められてきている

のではないかと思います。 

 また、市財政の負担を軽くして事業を進めていくためには、市単独の事業としてやるので

はなく、国の交付金事業とか補助事業にのせていくことが大変重要であると考えます。この

点において、阿古市長のもとで改善しつつありますけれども、引き続き、単費による事業を

ふやすのではなく、しっかりと国の動向を捉えていただきまして、補助金事業にのるように

して財政負担の軽減を図っていただきたいと考えます。 

 入札制度の改善とか光熱費の削減に阿古市長はこの間努めてこられまして、大きな成果を

上げて経費を削減しております。葛城市が近辺都市と比べて大変高い住民サービスを提供し

ているのは、こうした努力があればこそであります。利権を廃し、公正な市政運営を行うこ

とによって行財政が効率的になることを、結果として私は示しておられると思います。今回

の予算特別委員会の審議の中でその一端を知ることができました。今後とも堅実な財政運営

に努められていることを評価したいと思います。 

 さて、しかし、予算における問題点もあります。我が党は、消費税10％引き上げに反対で

あります。所得の低い方ほど負担が強い、まさに逆累進性の強い税制であります。増税対策

としてプレミアム商品券発行にかかわる予算が計上されておりますけれども、本当に低所得

者にとって配慮されたものにはなってないと考えております。予算の中にはこうした不要な

もの、我が党が反対するものもありますけれども、また改善すべき点もありますけれども、

この間予算特別委員会の中で指摘いたしましたので、ぜひ改善に向けて努力していただくこ

とを要望したいと思います。 

 しかしながら、全体として、先ほど述べました、防災対策、子育て世帯への支援、社会的

弱者への施策など、そして公正な行財政運営の点で、我が党が求めるところと基本的に一致

しておりますので、今年度の予算について、平成31年度葛城市一般会計予算については、私

は賛成したいと考えております。 

 以上です。 

下村委員長 次に、修正案の賛成者の方で答弁をお願いします。 

 内野委員。 

内野委員 それでは、議第16号、平成31年度葛城市一般会計予算修正案について、賛成の立場から討

論いたします。 

 私ども公明党は、葛城消防署の消防能力と機能を高めることは、葛城市が所属する奈良県

広域消防組合全体の機能と能力を高めることにも通じ、また葛城市民の安全と安心を守る上

で非常に有益なことであると思います。しかしながら、広域消防組合において、葛城市消防

署移転計画の合意はまだ得られておりません。また、制度設計においても市民の方々にどれ

だけのご負担をしていただかねばならないかなどの具体的なプランが示されておりません。
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議会の審査において判断材料も乏しいと思います。今回の消防署移転計画につきましては、

まずは地域住民に対して懇切丁寧な説明と、また議会に対しては慎重かつ丁寧な議論を尽く

し、合意形成を図ることが大事であると思います。地域住民、地権者、市民の代表である議

会に納得のいく説明を提示していただき、地域住民との話し合いが進んだ結果もお知らせい

ただき、再度議論をさせていただきたいと思います。よって、今の時点におきましては、こ

の修正案に賛成をさせていただきます。 

 以上でございます。 

下村委員長 次に、原案賛成者の討論ということで、討論はございませんか。 

 奥本委員。 

奥本委員 私は、平成31年度葛城市一般会計予算について、賛成の立場から討論させていただきます。 

 平成31年度の予算においては、平成28年10月に阿古市長が就任され、今回が３回目の予算

となっております。予算編成に当たっては、昨年の台風21号を教訓に、災害に強いまちづく

りを全面的に押し出された予算で、前年度より12億4,600万円の増額予算となっております。

主な事業としては、審議されました移動系防災行政無線デジタル化整備事業、消防団屯所の

建替事業などの市民の生命と財産を守る防災面に重点的に配慮した予算となっております。

また、人口ビジョン５万人を掲げておられまして、人口増を図るための滞在型の観光施設等

の取り組みを初め、18歳までの子どもの医療費の無料化、保育サービスの充実を図り、働く

世代の子育てを支援する環境づくりに注力された予算が計上されている。こういう点で評価

できると思います。また、市長公約である、日本一より市民第一の目線という事業の執行に

当たりまして、職員皆さんが一丸となって全力を尽くしていただくのはもちろんのこと、議

会とも協議を重ねていただき、実行していただくことを期待しておりますが、要望としまし

て、先ほどから申し上げてますように、消防署の整備事業についてはもろ手を挙げてという

わけではございません。先ほど言いましたけども、何回も焼却場のことを引き合いに出して

申しわけないんですが、焼却場のときは子どものために受け入れるという、これは何かとい

うと、今ここで事業を起こさなければ、市として、そしたらごみを持っていくのは外部に持

っていかんとあかん。そしたら10年先、20年先に子どもたちの負担がふえるやないかという

ところまで我々は話し合ったんです。同じように消防署も必要は必要なんです。必要やけど

も、特定の大字だけじゃなくて、これは市全体で考えていかなあかん。そのためには、市長、

行政の方、理事の方、ほんまに自分が思う信念でもって住民に対して説明をしていただいた

のか。そこなんです。今後ほんまに進めていく、本気でやっていただきたいんやったら、そ

こをもって何としても、自分の政治信条、生命をかけてまでもこれを実現したい、そのため

に協力してくれと、そこまで言っていただきたいというのを最後要望としてつけさせていた

だいた上で、賛成させていただきます。 

 以上です。 

下村委員長 次に、修正案に賛成者の方で討論ございませんか。 

 増田副委員長。 

増田副委員長 先ほどからいろいろと意見を述べさせていただいてますので、一言で済まさせていた
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だきます。 

 先ほども申し上げましたように、10数億円の事業でございます。こういう大きな事業を進

める上において、予算計上をする前にやるべきことがあるのではないかと。それをまずやっ

ていただく必要があるのかなと。この段階で予算計上ということに対しては、修正をしてい

ただくことに賛成の立場で討論とさせていただきます。 

下村委員長 次に、原案賛成者の討論ということで、討論ございませんか。 

 岡本委員。 

岡本委員 平成31年度一般会計予算につきまして、賛成の立場で討論させてもらいたいと思います。 

 前任者の方るる説明していただきました。簡単にということでございますけども、平成31

年度予算につきましては、市民生活、あるいはまた、まちづくりに積極的な予算を計上され

ておる、措置をされておるというふうに思っております。一番大事なのは子どもの医療費扶

助事業費、平成30年まで中学校は無料であった。これを18歳まで引き上げる。これは大きく

前進したのではないかなと思います。それから、保育所の受け入れです。消費税増税に伴い

ます10月からの無償化、これに伴うて保育士の確保を徹底的にやっていきますよと、こうい

うことが感じられておるわけでございます。また、現在の保健福祉部、これは、子育て福祉

課とこども・若者サポートセンターを分離して、こども未来創造部を新設し、葛城市の将来

を担う子どもと若者に対して、より深くきめ細かなサービスができるように充実を図られた

ということです。それから、保健福祉部に力を注いだ予算となっておるのと、今年、来年に

分けて磐城幼稚園全面改築も計画されておるわけでございます。どの事業を見ましても積極

的な予算配分をされてると私は思っております。 

 しかしながら、今問題になってる消防署移転の問題でございます。この分につきましては、

地域住民の皆さん方の理解を得られるような対策を理事者側はとっていただきたいと。それ

をとっていただけるということを念頭に置いて、賛成討論としたいと思います。 

下村委員長 次に、修正案に賛成される方。 

 杉本委員。 

杉本委員 昨日からいろいろ僕も聞かせていただいて、意見もさせてもらいました。 

 消防署が新しくできると、何十年とずっとその消防署とつき合っていかなければならない

と僕は思います。現段階では地域の皆さんは反対と言われてますので、私はどうしてもこの

修正案に賛成とさせていただきます。 

下村委員長 ほかに討論ありましたら。 

（「なし」の声あり） 

下村委員長 そしたら、討論ないようですので、討論を終結いたします。 

（発言する者あり） 

下村委員長 この場で５分間ほど暫時休憩いたします。 

      休 憩 午後２時４７分 

      再 開 午後３時００分 

下村委員長 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 
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 これより、先ほどに引き続き採決を行います。採決は分割して行います。まず、西川委員

から提出されました議第16号に対する修正案について採決いたします。 

 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立多数） 

下村委員長 起立多数であります。よって、議第16号に対する修正案は可決すべきものと決定いたし

ました。 

 次に、ただいま修正議決した部分を除く原案について採決いたします。 

 修正部分を除くその他の部分について、原案どおり可決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

下村委員長 ご異議なしと認めます。よって、議第16号の修正議決した部分を除くその他の部分は、

原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

 次に、議第17号、平成31年度葛城市国民健康保険特別会計予算の議決についてを議題とい

たします。 

 本案につき、提案者の内容説明を求めます。 

 松村部長。 

松村市民生活部長 市民生活部の松村でございます。どうぞよろしくお願いします。 

 それでは、議第17号、平成31年度葛城市国民健康保険特別会計予算についてご説明申し上

げます。 

 まず最初に、１ページの方をお願いいたします。 

 まず第１条では、事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ37億7,600万円と

定めるものでございます。 

 それでは、事項別明細書の歳出からご説明申し上げます。９ページの方をお願いします。 

 １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費では632万9,000円、２目連合会負担金では

654万円、３目共同事業負担金では653万4,000円の計上でございます。次に、２項徴税費、

１目賦課徴収費では229万9,000円の計上でございます。下の10ページに行きまして、３項運

営協議会費、１目運営協議会費では30万2,000円の計上をしております。 

 次に、２款保険給付費、１項療養諸費、１目一般被保険者療養給付費では23億5,000万円、

２目退職被保険者等療養給付費では300万円、11ページに行きまして、３目一般被保険者療

養費では4,400万円を、４目退職被保険者等療養費では50万円を、５目審査支払手数料では

894万円の計上でございます。次に、２項高額療養費でございます。１目一般被保険者等高

額療養費では３億5,000万円を、２目退職被保険者等高額療養費では150万円の計上でござい

ます。12ページに移りまして、３項高額介護合算療養費、１目一般被保険者高額介護合算療

養費では50万円を、２目退職被保険者等高額介護合算療養費では20万円の計上でございます。

４項移送費では、１目一般被保険者移送費で10万円、２目退職被保険者等移送費で５万円を

計上しております。次に、５項出産育児諸費では、１目出産育児一時金で2,100万円、２目

審査支払手数料で１万1,000円の計上でございます。13ページに行きまして、６項葬祭諸費

でございます。１目葬祭費で180万円の計上でございます。 
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 次に、３款国民健康保険事業費納付金、１項国民健康保険事業費納付金、１目国民健康保

険事業費納付金におきましては９億2,104万8,000円の計上でございます。 

 次に、４款共同事業拠出金、１項共同事業拠出金、１目共同事業拠出金では１万円を計上

しております。 

 次に、５款保健事業費、１目特定健康診査等事業費では3,810万円の計上でございます。

14ページの下段でございます。２項保健事業費、１目保健事業費として830万8,000円の計上

でございます。 

 15ページに行きまして、６款基金積立金、１項基金積立金、１目財政調整基金積立金では

１万2,000円を計上しております。 

 次に、７款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目一般被保険者等保険税還付金では

300万円を、２目退職被保険者等保険税還付金では40万円を、３目一般被保険者等保険税還

付加算金では20万円を、４目退職被保険者等保険税還付加算金では10万円を、５目償還金で

は１万円の計上でございます。 

 16ページでございます。７款諸支出金、２項療養費等指定公費立替金、１目療養費等指定

公費立替金として20万円の計上でございます。 

 ８款予備費、１項１目予備費では100万円の計上でございます。 

 次に、歳入の方に移ります。６ページをお願いします。 

 １款国民健康保険税、１項国民健康保険税、１目一般被保険者国民健康保険税では７億

2,900万円を、２目退職被保険者等国民健康保険税では165万円の計上でございます。 

 ７ページに行きまして、２款使用料及び手数料、１項手数料、１目督促手数料といたしま

して10万円の計上でございます。 

 次に、３款県支出金、２項県補助金、１目保険給付費等交付金といたしまして27億8,382

万3,000円の計上でございます。 

 次に、４款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金では１万2,000円の計上で

ございます。 

 次に、５款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金では２億4,572万円の計上で

ございます。次に、２項基金繰入金では、１目財政調整基金繰入金で１万円を計上しており

ます。 

 次に、１項繰越金では、１目繰越金といたしまして１万円を計上しております。 

 ８ページに移りまして、７款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、１目一般被保険者等延

滞金では400万円を、２目退職被保険者等延滞金では１万円の計上でございます。次に、２

項受託事業収入、１目特定健康診査等受託料といたしまして932万5,000円の計上でございま

す。次に、３項療養費等指定公費返還金、１目療養費等指定公費返還金では20万円の計上で

ございます。次に、４項雑入では、１目滞納処分費で１万円、２目一般被保険者第三者納付

金では200万円、３目退職被保険者等第三者納付金では10万円を、４目一般被保険者返納金

として１万円、５目退職被保険者等返納金として１万円、６目雑入といたしまして１万円の

計上でございます。 
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 以上でご説明の方を終わらせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上

げます。 

下村委員長 ただいま説明願いました本案に対する質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 谷原委員。 

谷原委員 お願いします。 

 ５ページのところがわかりやすいので、５ページの方で申し上げます。歳出で保険給付費

が前年度比マイナスになっているんですけれども、保険給付が毎年上がってるという認識が

あるので、これがマイナスで計上されてるということについて教えていただきたいんです。 

 ２つ目ですけれども、歳入の８ページのところにあります諸収入のところで一般被保険者

延滞金ということになってるわけですけれども、現在、保険料の未納者、延滞されてる方が

どの程度いらっしゃるのかということ、見込んでおられるのかということをお聞きしたいと

思います。 

 ３つ目ですけれども、これは、私はよくわからないんですけども、同じ８ページですけれ

ども、７款諸収入の１目滞納処分費とあるんですけれども、この滞納処分費が収入に入って

るということで、この意味合いがどういうことなのかということを教えていただきたいんで

す。 

下村委員長 東課長。 

東 保険課長 保険課、東でございます。よろしくお願いいたします。 

 ただいまの谷原委員のご質問についてお答えをさせていただきたいと思います。 

 まず、保険給付費についてでございます。退職者被保険者に係る分でございますけれども、

平成26年度にこの制度は廃止をされております。それで、既に対象となっていらっしゃった

方が65歳を迎えるまでの間の経過措置期間のため段階的に減少いたしまして、平成31年度中

に対象者がいなくなる予定でございます。平成31年度の退職者被保険者の年間平均被保険者

数は５名と見込んでおります。このため、退職者被保険者に係る費用につきまして予算が大

きく減少しておるというところでございます。 

 以上でございます。 

下村委員長 和田課長。 

和田収納促進課長 収納促進課の和田でございます。よろしくお願いいたします。 

 谷原委員の２つ目と３つ目についてご説明させていただきます。 

 ２つ目のご質問の中の滞納世帯ですけれども、平成31年２月末現在、国保の世帯としては

5,042世帯ございます。その中で現年課税分の滞納世帯は699世帯、割合といたしましては

13.86％。それから、滞納繰越分に関しましては641世帯で12.71％となっておりまして、対

前年度比で考えますと、現年課税分で11世帯減、それから滞納繰越分で15世帯減となってお

ります。 

 続きまして、３つ目のご質問の滞納処分費なんですけれども、これは、一般会計の分と関

連する部分でございまして、一般的な考え方で説明させていただきたいと思います。滞納処
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分の中で差し押さえの不動産とかを鑑定していただくケースがございまして、そういった場

合に不動産鑑定使用料といたしまして、一般会計の方では30数万円の予算をとっております。

国民健康保険に関しては、割合的には低いですけれども、一応そういった歳出に見合う歳入

分として１万円ということでとらせていただいてますので、ご理解いただきたいと思います。 

 以上でございます。 

下村委員長 東課長。 

東 保険課長 保険課、東でございます。 

 答弁漏れでございます。申しわけございません。あと大きな原因といたしまして、療養給

付費の分でございます。出産育児一時金というのがございます。これも減額になっておりま

して、出産育児一時金につきましては、過年度の実績に合わせて対象件数、年間50件に見直

したことで予算額が減少しております。全体として徐々に減ってきてる傾向でございますの

で、減額をさせていただいたということでございます。 

 以上でございます。 

下村委員長 谷原委員。 

谷原委員 わかりました。１つは、滞納者の分ですけれども、去年と比べたら世帯が減少したという

ことで、滞納世帯が減少したというふうなことでありますけれども、かなり高い滞納状況に

なっているということで、現年度分以外にも、過去の分も含めて滞納してるということがあ

ります。その点について、言ってみれば差し押さえですかね。処分費の分も計上されてると

いうことだったんですけれども、実際、去年なんかでそういう差し押さえとかいうことはあ

ったんでしょうか。 

下村委員長 和田課長。 

和田収納促進課長 谷原委員のご質問に対して回答させていただきます。 

 平成29年、平成30年それぞれの資料がございますので説明させていただきます。国民健康

保険税の中で、昨年度差し押さえに関しましては74件、その中で換価させていただいたのが

45件でありまして、金額にいたしますと約297万円になっております。平成30年度に関しま

しては、ほぼ横ばいの数字なんですけれども、差し押さえに関しては77件、その中で換価し

たのが41件で、換価額としては約285万円というふうになっております。 

 以上でございます。 

下村委員長 谷原委員。 

谷原委員 国保税を滞納したということで差し押さえになるということでありますけれども、特に自

営業者の方が国保に加入されてることもありまして、差し押さえられると、そもそも生活が

なかなか立ち行かないということもありまして、この点については、ぜひ配慮ある対応をお

願いしたいというのが１点と、もう一つ、これは、徴税法の中に規定があるものを、ぜひ研

究していただきたいと思うんです。と申しますのは、徴税法の中の規定、私、今持ってきて

おりませんけれども、滞納分を支払うことによって生活保護費以下の水準に生活が陥る場合

は、税の納入を猶予するというのがありまして、それが更に３年以上続くと、その回復が見

込めない場合は、それについては取り立てないという形で、言うたら、そういう滞納分をな
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かったものとして扱っていくというふうな規定があったと思います。機械的にそれを適用し

なさいということではないんでありますけれども、個々の国保税の差し押さえに当たりまし

ては、そういう方の生活状況をちゃんと相談していただきまして、できたら、換価の猶予も

ありますし、あとはそういう形で対応をぜひお願いしたいと。これはお願いであります。 

下村委員長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

下村委員長 質疑ないようですので、質疑を終結いたします。 

 議員間討議を希望される方はおられますか。 

（「なし」の声あり） 

下村委員長 ないようであれば、これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

 谷原委員。 

谷原委員 国保会計の予算について、葛城市国民健康保険特別会計予算について反対の立場から討論

いたします。 

 昨年から奈良県の国保県単位化に当たって、葛城市の国保料金はこれから、来年度を入れ

て６年間、毎年引き上がることになります。厚生文教常任委員会のときの議論にもありまし

たけれども、初年度引き上げによって最も高い国保料の値上げになった世帯は、年間13万円

国保税が上がったというご家庭があります。また10万円以上の負担増になったところが３世

帯あるというふうなご報告がありました。これは、また引き続き今後とも上がっていくわけ

でありますから、まさに国保世帯の方の負担が非常に厳しくなって、先ほどありましたよう

に、滞納せざるを得ないという状況が生まれてまいります。こうしたことについては、国民

の医療制度を守っていく上において、国保というのは大変負担感が強くて、所得の低い方が

払いにくい国保税になっております。そういう国の制度と大きく関係して、これは改善して

いかなければいけないということで反対するわけで、直接この予算そのものについてどうか

ということではないんでありますけれども、それを前提にした予算案になっておりますので、

私としては反対いたします。 

 以上です。 

下村委員長 ほかに討論はありませんか。 

 内野委員。 

内野委員 議第17号、平成31年度葛城市国民健康保険特別会計予算につきまして、賛成の立場で討論

させていただきます。 

 国民健康保険制度は、高齢化や医療の高度化により医療費が増加をしております。国民健

康保険税収入の確保を含めて、多くの市町村国保では厳しい財政運営状況となっております。

このような状況のもと、持続可能な国民健康保険制度を構築するため、平成30年度からは、

奈良県と市町村がともに保険者となって国保の運営を担い、安定的な財政運営や効率的な事

業の確保について中心的な役割を担うようになりました。こうした中で、葛城市の平成31年

度予算では、昨年度に引き続き奈良県と協議をした被保険者の負担水準に考慮をした激変緩
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和措置を設けられた予算となっております。 

 また、保健事業におきましては、生活習慣病を早期発見し、重症化を未然に防ぎ、医療費

の増加に歯どめをかけるよう、特定健康診査等事業においては受診勧奨や節目年齢対象者へ

の無料クーポン券交付による一部負担金の助成を継続実施し、受診率のより一層の向上を図

り、被保険者の方々の健康の保持増進に努めることとされております。 

 葛城市の被保険者の方々が安心して医療を受けることができるよう、今後とも保険料率の

決定には、奈良県と十分に協議、連携していただくことを要望いたしまして、私の賛成討論

といたします。 

下村委員長 ほかに討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

下村委員長 討論ないようですので、討論を終結いたします。 

 これより議第17号議案を採決いたします。 

 本案を原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立多数） 

下村委員長 起立多数であります。よって、議第17号は原案のとおり可決することに決定いたしまし

た。 

 次に、議第24号、平成31年度葛城市後期高齢者医療保険特別会計予算の議決についてを議

題といたします。 

 本案につき、提案者の内容説明を求めます。 

 松村部長。 

松村市民生活部長 市民生活部の松村でございます。どうぞよろしくお願いします。 

 それでは、議第24号、平成31年度葛城市後期高齢者医療保険特別会計予算についてご説明

申し上げます。 

 まず、最初の１ページをお願いします。 

 まず、第１条では、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ４億5,760万円と定めるとこ

ろでございます。 

 それでは、事項別明細書の歳出からご説明申し上げます。８ページの方をお願いします。 

 １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費では213万9,000円の計上でございます。２

項徴収費では、１目徴収費で113万1,000円の計上でございます。 

 次に、２款後期高齢者医療広域連合納付金、１項後期高齢者医療広域連合納付金、１目後

期高齢者医療広域連合納付金では４億5,368万円の計上でございます。 

 次に、３款諸支出金では、１目保険料還付金として50万円の予算計上となっております。

９ページに移りまして、１項償還金及び還付加算金、１目還付加算金として10万円の計上と

なっております。 

 ４款予備費、１項１目予備費といたしまして５万円の計上でございます。 

 続きまして、歳入に移らせていただきます。６ページをお願いします。 

 １款後期高齢者医療保険料、１項後期高齢者医療保険料では、１目特別徴収保険料といた
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しまして２億1,782万3,000円を、２目普通徴収保険料といたしまして１億3,095万2,000円の

計上でございます。 

 次に、２款使用料及び手数料として、１項手数料では、１目証明手数料として１万円を、

２目督促手数料として１万円の計上でございます。 

 ３款繰入金、１目一般会計繰入金では１億814万5,000円の計上でございます。 

 次の４款繰越金、１項繰越金、１目繰越金として１万円の計上を、５款諸収入、１目延滞

金として１万円、２目過料として１万円の計上でございます。 

 ７ページに移りまして、５款諸収入、２項償還金及び還付加算金では、１目保険料還付金

として50万円を、２目還付加算金として10万円の計上でございます。 

 ３項預金利子、１目預金利子として１万円の計上をしております。次の４項雑入でござい

ます。１目弁償金として１万円、２目雑入として１万円の計上でございます。 

 次の国庫支出金、総務費国庫支出金は廃目でございます。 

 以上でご説明の方を終わらせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上

げます。 

下村委員長 ただいま説明願いました本案に対する質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 谷原委員。 

谷原委員 ６ページの歳入ですけれども、１款後期高齢者医療保険料の１目特別徴収保険料、２目普

通徴収保険料、この違いについて説明していただきまして、対象人数についてお願いいたし

ます。 

 同じく、２目普通徴収保険料の２節滞納繰越分普通徴収保険料のところで滞納繰越分とな

っております。これの滞納数の見込み、算定の数字をお願いいたします。 

下村委員長 東課長。 

東 保険課長 保険課、東でございます。よろしくお願いいたします。 

 ただいまの特別徴収と普通徴収の違いでございます。特別徴収につきましては年金天引き

という形、それと、普通徴収につきましては口座振替等でございます。特別徴収保険料の増

額になった理由といたしましては、被保険者数の増加によるものと、平成29年度予算と決算

の幅が5.29％ほどございまして、補正係数として計算したことによりまして前年度比2,411

万1,000円がふえているということでございます。 

 徴収義務者の見込み数でございます。平成31年度につきましては4,088名でございます。

平成30年度は3,820名でございました。 

 続きまして、普通徴収でございます。普通徴収も特別徴収と同様に被保険者数の増加とい

うことでございます。人数にいたしまして、普通徴収義務者数でございます。平成31年度は、

現年といたしまして937名、平成30年度は、現年で770名でございました。 

 あと、滞納繰越分でございます。平成31年度が54名、平成30年度が55名ということでござ

います。 

 以上でございます。 
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下村委員長 谷原委員。 

谷原委員 特別徴収について、これは何か申請すれば普通徴収にできるのでしょうか。それとも何ら

かの制限があるのか、そこをお聞きします。 

下村委員長 東課長。 

東 保険課長 ただいまの谷原委員のご質問にお答えをさせていただきたいと思います。 

 申請さえしていただきましたら、変更は可能でございます。 

 以上でございます。 

下村委員長 谷原委員。 

谷原委員 口座振替の結果、滞納が出ているということになります。滞納繰越分は今、滞納数54名あ

るということで、普通徴収の場合は口座振替になるわけですから、当然そこで払えなかった

ら滞納すると。でも、天引きの場合だったら当然払ってるということになるわけですよね。

だから、そこが滞納者の方が出るということで、そこがどういうことなのかなという疑問が

あるわけなんです。こういうふうにわざわざ口座振替に切りかえて滞納が出るということで

すよね。滞納すれば当然保険証等を発行等ができなくなって、医療を受けられなくなるとい

うことになりますので、ここら辺のことをどういうふうに考えておられるのかというふうな

ことを思います。それで、これは意見ですが、後期高齢者医療保険制度で滞納のため医療が

十分受けられないということは、高齢者の場合大変なことですので、ここら辺の工夫をぜひ

お願いしたいと思います。 

下村委員長 ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

下村委員長 質疑ないようですので、質疑を終結いたします。 

 議員間討議を希望される方はおられますか。 

（「なし」の声あり） 

下村委員長 ないようであれば、これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

 谷原委員。 

谷原委員 後期高齢者医療保険については、年金生活の方は、大概国保から後期高齢者医療保険制度

に移られるんですが、移られたときはほっとするという方が結構いらっしゃるんです。つま

り、３割負担の国保から２割負担、１割負担の後期高齢者に移るということでほっとされる

方はいらっしゃるんですが、しかし、昨年度も所得に応じてこれが１割負担が２割負担にな

っていくというふうなことで、だんだん拡大していくということになってますので、確かに

後期高齢者についてこれから人口増でその制度を維持ということは必ず繰り返し出てくるん

でありますけれども、国の方から手厚い支援を入れて、後期高齢者の方がこういうふうに滞

納が出ないような形で、しっかりと見ていただく必要があると思います。その点で、これも

国の制度にかかわることでありますから、葛城市でどうということではないんでありますけ

れども、そういう国の制度のもとで今、後期高齢者保険制度が大変負担増が強くなってきて

るということで、私としてはこの特別会計について反対とします。 
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 以上です。 

下村委員長 ほかに討論はありませんか。 

 増田副委員長。 

増田副委員長 議第24号、平成31年度葛城市後期高齢者医療保険特別会計予算につきまして、賛成の

立場で討論をさせていただきます。 

 後期高齢者医療制度は、超高齢化社会を展望した新たな医療保険制度体制を構築するため、

平成20年度より創設された従来の老人保健制度で指摘されていた、現役世代と高齢者世代の

費用負担の問題、それから、加入する制度などが市町村によって保険料の大きな差があるこ

となどの諸問題が一定改善されたところでございます。 

 さて、平成31年度予算につきましては、歳入歳出の総額が４億5,760万円となっておりま

す。前年対比4,120万円ほどの増額となっておるところでございます。主な理由といたしま

して、高齢化による被保険者数がふえ、広域連合納付金の支出がふえたものであるというふ

うな内容でございます。既に制度発足から10年がたち、高齢化が進む今後において、財政運

営のことを十分勘案し、この制度が高齢者の方々に安心して受け入れられ、持続可能な制度

となるために再編された予算であると考えるものでございます。今後とも奈良県後期高齢者

医療広域連合と情報交換などを緊密に図っていただき、被保険者の方々のためにさまざまな

努力を重ねられることを期待いたしまして、賛成討論とさせていただきます。 

下村委員長 ほかに討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

下村委員長 討論ないようですので、討論を終結いたします。 

 これより議第24号議案を採決いたします。 

 本案を原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立多数） 

下村委員長 起立多数であります。よって、議第24号は原案のとおり可決することに決定いたしまし

た。 

 次に、議第22号、平成31年度葛城市霊苑事業特別会計予算の議決についてを議題といたし

ます。 

 本案につき、提案者の内容説明を求めます。 

 松村部長。 

松村市民生活部長 市民生活部の松村でございます。どうぞよろしくお願いします。 

 それでは、議第22号、平成31年度葛城市霊苑事業特別会計予算についてご説明申し上げま

す。 

 まず１ページの方をお願いいたします。 

 まず第１条では、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,630万円と定めるものでご

ざいます。 

 それでは、事項別明細書の歳出からご説明申し上げます。７ページの方をよろしくお願い

します。 
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 １款霊苑事業費、１項霊苑事業費、１目霊苑事業費につきましては、本年度863万8,000円

の計上でございます。主なものといたしまして、説明欄でございます。13節委託料、緑化植

栽等管理委託料が187万6,000円でございます。23節償還金利子及び割引料といたしまして、

墓地返還に伴う償還金でございます。594万円の計上でございます。 

 ２款諸支出金では、１項基金費、１目霊苑整備基金費では746万2,000円の計上でございま

す。 

 ３款予備費、１目予備費では20万円の計上でございます。 

 前のページ、６ページの方をお願いします。歳入でございます。 

 １款使用料及び手数料、１項管理料、１目霊苑管理料では225万1,000円の計上でございま

す。１款使用料及び手数料、２項手数料、１目霊苑手数料では3,000円の計上でございます。

同じく使用料で、１目霊苑使用料では675万円の計上でございます。 

 ２款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金で35万6,000円の計上でございま

す。 

 ３款繰入金、１項基金繰入金、１目霊苑整備基金繰入金では594万円の計上でございます。 

 ４款繰越金、１項繰越金、１目繰越金では100万円の計上でございます。 

 以上、ご説明、簡単でございますけれども、終わらせていただきます。よろしくご審議賜

りますよう、お願い申し上げます。 

下村委員長 ただいま説明願いました本案に対する質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 岡本委員。 

岡本委員 ７ページ、償還金利子及び割引料で、墓地の返還だと思いますが、平成30年度のＡ区画、

Ｂ区画、Ｃ区画のそれぞれの返還個数、それから平成31年度の見込み、それから歳入に入り

まして、霊苑管理料、今年は３年に一遍ではないのかなと思うんだけど、Ａ区画、Ｂ区画、

Ｃ区画の個数、それから霊苑の使用料です。毎年霊苑の募集をかけてるということで、その

ぐらい多くはないのかなというふうに思いますけど、それぞれＡ、Ｂ、Ｃで平成30年と今年

の予定についてお尋ねをいたします。 

下村委員長 庄田課長。 

庄田環境課長 環境課の庄田でございます。どうぞよろしくお願いします。 

 まず１点目なんですけども、返還の平成30年度の実績でございますが、平成30年度は２月

末現在で、Ａ区画なんですけども、２件の９万6,000円、Ｂ区画は10件の232万6,000円、Ｃ

区画は２件の99万6,000円、計14件の341万8,000円となっております。平成31年度の見込み

でございますが、Ａ区画５件の81万円、Ｂ区画15件の405万円、Ｃ区画２件の108万円、計22

件の594万円を見込んでおります。 

 次に、平成31年度の管理料でございますけども、Ａ区画6,480円の28区画で18万1,440円、

Ｂ区画9,720円の150区画、145万8,000円、Ｃ区画１万6,200円の27区画、43万7,400円、計

207万6,840円を見込んでおります。 

 次に、使用料でございますが、平成31年度の見込みといたしまして、Ｂ区画で換算いたし
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まして45万円の15区画、675万円を見込んでおります。 

 以上でございます。 

下村委員長 岡本委員。 

岡本委員 霊苑使用料、平成30年分はわかりませんか。 

下村委員長 庄田課長。 

庄田環境課長 平成30年度の霊苑の募集の実績でございますが、Ａ区画２件、Ｂ区画６件、Ｃ区画１

件、計９区画の414万円になります。 

 以上でございます。 

下村委員長 岡本委員。 

岡本委員 一応それぞれ教えていただきました。墓地の返還が毎年ふえておるということやけども、

いつも聞くわけやけど、例えば、ここで墓地を購入したけども、転出して返還されてるのか、

そのほかに理由があって返還されてるのか。今問題の墓地じまいがはやってきて、そういう

影響で返還されてるのか、そこらはどういう内容をつかんでおられるのかお聞きしたいと思

います。 

下村委員長 庄田課長。 

庄田環境課長 環境課の庄田でございます。 

 墓地返還の理由についてでございますけども、返還の数が年によってばらつきがあります

けども、最近は増加傾向にありまして、その理由といたしましては、墓守がいない、別の墓

を購入、遠方に転出等が挙げられます。返還の内訳も初年度の昭和62年度の募集の方が、平

成29年度は43％、平成30年度は21％を占めておりますけども、購入当時から30年が経過して

いる方もおられ、状況が変わってしまったという方も多いと思われます。 

 以上でございます。 

下村委員長 ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

下村委員長 質疑ないようですので、質疑を終結いたします。 

 議員間討議を希望される方はおられますか。 

（「なし」の声あり） 

下村委員長 ないようであれば、これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

下村委員長 討論ないようですので、討論を終結いたします。 

 これより議第22号議案を採決いたします。 

 本案を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

下村委員長 ご異議なしと認めます。よって、議第22号は原案のとおり可決することに決定いたしま

した。 

 次に、議第18号、平成31年度葛城市介護保険特別会計予算の議決についてを議題といたし
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ます。 

 本案につき、提案者の内容説明を求めます。 

 巽部長。 

巽 保健福祉部長 保健福祉部の巽でございます。 

 それでは、私の方から、議第18号、平成31年度葛城市介護保険特別会計予算につきまして

ご説明申し上げます。 

 お手元の予算書の１ページをお願いいたします。 

 歳入歳出予算でございます。保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ29

億6,160万円と定めるものでございます。 

 また、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,600万円と定

めるものでございます。 

 それでは、保険事業勘定の方から、事項別明細書によりご説明申し上げます。12ページを

お願いいたします。 

 まず歳出でございます。１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費では199万7,000円

を計上、２目連合会負担金では95万9,000円を計上、３目計画策定委員会費では16万円を計

上いたしております。２項徴収費、１目賦課徴収費では108万7,000円を計上いたしておりま

す。ページめくっていただきまして、３項介護認定審査会費、１目介護認定審査会費では

1,016万4,000円を計上、２目認定調査等費では2,640万7,000円を計上いたしております。 

 ２款保険給付費、１項給付諸費、１目介護サービス等諸費では24億3,369万7,000円を計上、

２目介護予防サービス等諸費では１億975万8,000円を計上いたしております。２項その他諸

費、１目審査支払手数料では276万9,000円を計上いたしております。ページめくっていただ

きまして、３項高額介護サービス等費、１目高額介護サービス等費では7,109万2,000円を計

上いたしております。４項特定入所者介護サービス等費、１目特定入所者介護サービス等費

では１億3,168万4,000円を計上いたしております。 

 ３款地域支援事業費、１項介護予防・生活支援サービス事業費、１目介護予防・生活支援

サービス事業費では8,752万3,000円を計上、２目介護予防ケアマネジメント事業費では

1,398万3,000円を計上いたしております。２項一般介護予防事業費、１目一般介護予防事業

費では2,183万7,000円を計上いたしております。ページめくっていただきまして、下の18ペ

ージ、３項包括的支援事業・任意事業費、１目総合相談・権利擁護事業費では285万5,000円

を計上、２目包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費では558万2,000円を計上、３目任

意事業費では、20ページまでにわたりますが、3,842万6,000円を計上いたしております。 

 ページめくっていただきまして、21ページ、４款基金積立金、１項基金費、１目介護給付

費準備基金積立金では２万円を計上いたしております。 

 ５款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目第１号被保険者保険料還付金では47万円

を計上、２目償還金では８万円を計上、３目第１号被保険者保険料還付加算金では５万円を

計上いたしております。 

 ６款予備費、１項１目予備費では100万円を計上いたしております。 
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 次に、歳入についてご説明申し上げます。８ページまでお戻りください。 

 歳入でございます。１款保険料、１項介護保険料、１目第１号被保険者保険料では６億

8,510万円を計上いたしております。 

 ２款使用料及び手数料、１項手数料、１目督促手数料では１万円を計上いたしております。 

 ３款国庫支出金、１項国庫負担金、１目介護給付費負担金では４億7,204万2,000円を計上

いたしております。２項国庫補助金、１目調整交付金では１億1,436万8,000円を計上、２目

地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）では2,467万8,000円を計上、３目

地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）では1,805万2,000円を計上、

４目総合事業調整交付金では513万1,000円を計上、ページめくっていただきまして、５目保

険者機能強化推進交付金では358万1,000円を計上いたしております。 

 ４款支払基金交付金、１項支払基金交付金、１目介護給付費交付金では７億4,224万円を

計上、２目地域支援事業支援交付金では3,331万2,000円を計上いたしております。 

 ５款県支出金、１項県負担金、１目介護給付費負担金では４億2,140万1,000円を計上いた

しております。２項県補助金、１目地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）

では1,542万7,000円を計上、２目地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以

外）では903万1,000円を計上いたしております。 

 ６款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金では２万円を計上いたしておりま

す。 

 ７款繰入金、１項一般会計繰入金、１目介護給付費繰入金では３億4,362万5,000円を計上、

２目地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）では1,541万7,000円を計上、

３目地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）では902万1,000円を計上、

４目その他一般会計繰入金では4,076万4,000円を計上、５目低所得者保険料軽減繰入金では

717万円を計上いたしております。２項基金繰入金、１目介護給付費準備基金繰入金では100

万円を計上いたしております。 

 ８款繰越金、１項１目繰越金では１万円を計上いたしております。 

 ９款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、１目第１号被保険者延滞金では２万円を計上、

２目過料では２万円を計上いたしております。ページめくっていただきまして、２項預金利

子、１目預金利子では２万円を計上いたしております。３項雑入、１目第三者納付金では10

万円を計上、２目返納金では２万円を、３目雑入では２万円を計上いたしております。 

 続きまして、介護サービス事業勘定の歳出の説明をさせていただきます。25ページをお願

いいたします。 

 まず歳出でございます。１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費では386万1,000円

を計上いたしております。 

 ２款サービス事業費、１項１目介護予防支援事業費では2,202万9,000円を計上いたしてお

ります。 

 ３款諸支出金、１項１目償還金では１万円を計上いたしております。 

 ４款予備費、１項１目予備費では10万円を計上いたしております。 
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 続きまして、歳入でございます。24ページをお願いいたします。 

 １款サービス収入、１項１目介護予防サービス費収入では1,838万2,000円を計上いたして

おります。 

 ２款繰入金、１項１目一般会計繰入金では760万8,000円を計上いたしております。 

 ３款諸収入、１項１目雑入では１万円を計上いたしております。 

 以上でご説明の方を終わらせていただきます。ご審議賜りますよう、よろしくお願い申し

上げます。 

下村委員長 ただいま説明願いました本案に対する質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 谷原委員。 

谷原委員 ８ページの歳入のところで、１款保険料です。第１号被保険者保険料ということで、ここ

にも特別徴収保険料と普通徴収保険料と分けてあります。それぞれの人数を教えていただけ

たらありがたいんです。 

 それと、普通徴収の場合は口座振替とかになると思うんです。振り込みもあるかもわから

ないけど。これが滞納が発生するということで、これは何人を見込んでおられるか。平成30

年度の実績でも構いませんが、教えていただけますでしょうか。 

下村委員長 森井課長。 

森井長寿福祉課長 長寿福祉課の森井です。 

 ただいまの谷原委員のご質問にお答えさせてもらいます。 

 まず、介護保険の特別徴収と普通徴収の分け方でございます。特別徴収は年金から天引き

をさせていただいてる徴収であります。65歳になられてすぐには特別徴収に切りかわりませ

ん。大体約１年後に特別徴収に切りかわりますので、天引きするそこまでの間を普通徴収と

させていただいてる方々がおられるのと、それと、年金が18万円以下の金額の年金を受け取

っておられる方につきましては、直接年金から天引きすることはせずに普通徴収で徴収させ

ていただいてるという状況にございます。その上で、今現在の特別徴収の人数でございます

が、直近の人数でいきますと9,600名が特別徴収させていただいておりまして、普通徴収は

921名という形になってございます。 

 以上でございます。 

谷原委員 滞納の答弁をお願いします。 

森井長寿福祉課長 今現在の徴収状況をお話しさせていただきたいと思います。そうしますと、特別

徴収につきましては年金から天引きしておりますので、100％の収納になります。それと、

普通徴収の徴収率が今現在、まだ途中でございますので、最新のデータと過去の徴収率の比

較の数字でよろしければ、そういった数字があります。平成29年度の、昨年、平成30年３月

１日時点で普通徴収は80.1％でございました。今現在、３月１日現在の普通徴収の徴収率は

81.6％、昨年並みで徴収ができております。最終的に平成29年度末では、特別徴収と普通徴

収合わせまして99.1％の徴収率でございましたが、平成30年度も最終的にはそのぐらいの数

値になる予定で推移してございます。 
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 以上でございます。 

下村委員長 谷原委員。 

谷原委員 普通徴収の中で、先ほどおっしゃいましたように、年金が18万円以下の方と、65歳に到達

した方の２通りがあるということだったんですけども、その内訳がわかりますか。なかった

らもう結構です。また後日でもお伺いします。 

森井長寿福祉課長 すいません、今手元にはありません。 

谷原委員 わかりました。 

下村委員長 ということで。 

 ほかに質疑はございませんか。 

 内野委員。 

内野委員 19ページ、３目任意事業量の家族介護支援事業の中の20節扶助費の家族介護用品支給事業、

これは紙おむつの支給のことやと思うんですけども、少し金額が上がってるということで、

単価が上がったのか、人数がふえたのかというところもお聞きしたいと思います。２点目は、

家族介護慰労金支給事業の内容をお願いしたいと思います。 

下村委員長 森井課長。 

森井長寿福祉課長 長寿福祉課の森井です。 

 ただいまの内野委員のご質問にお答えさせてもらいます。 

 まず、家族介護用品支給事業につきましては、要介護２以上の方で常時失禁の方に対して

紙おむつを支給している事業でございます。自宅の方へ２カ月に１度紙おむつをお届けする

という事業で実施しておりまして、先ほどご指摘のとおり、毎年要介護者はふえております。

それに伴いまして対象者がふえてきておりまして、今現在予測した件数からこの金額を割り

出させていただいてる状況にあります。12月末に支給した人の延べ人数ですが、平成30年度

は1,249名です。参考までに平成28年度は1,462名で、平成29年度は1,563名とふえてきてお

りまして、平成30年度はあと３カ月ありますので、その間の延べ人数からいきますと、また

ふえて、予算上このような計算をさせていただいたという形になります。 

 それと、もう一つ、家族介護慰労金の件ですが、これにつきましては、毎年８月１日にお

きまして、在宅において１年以上要介護４または５の状態のある方につきまして慰労金を支

給しているものであります。要介護４の方には１万円、要介護５につきましては２万円、要

介護４、５で非課税で介護サービスを全く使っておられない方に対しては10万円の支給とい

う形になっておりまして、平成30年度の実績です。要介護４の方で18人、要介護５の方も同

じく18人、それと、10万円の支給の方につきましては、対象者はございませんでした。皆さ

ん介護保険を一部使っておられたという形になります。 

 以上でございます。 

下村委員長 内野委員。 

内野委員 もう一度教えていただきたいんですけれども、要介護４、５で、４の方が１万円、18人と

いうことで、５の方が18人、２万円ということで、これは、どういうふうな主旨で支給され

るのか。すいませんが、もう一度お聞かせいただけますでしょうか。 
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下村委員長 森井課長。 

森井長寿福祉課長 目的としましては、重度の要介護を在宅において介護してる介護者に対して支給

しているものであります。したがいまして、施設の入所とかショートステイとかを使ってお

られない方を条件としまして、在宅で介護されている方、ただし、デイサービスとかそうい

ったものは使っておられる場合がございます。そういった方で要介護４、５の方に対して支

給しているものであります。 

下村委員長 内野委員。 

内野委員 この事業というのは、たしか地域の特性に応じて、各自治体によって要件が違ってくると

思いますが、葛城市においては、昨年は10万円の対象の方はおられなかったということです

ね。 

森井長寿福祉課長 介護サービスを使わずに家で診ておられた方は、平成29年度に１名おられました。 

内野委員 今、地域ケアシステムの推進で、家庭で診ていこうというような動きも今後あるかもしれ

ません。そうなったときに、家で介護される方というのは、先ほどの要介護４、５も含めて

なんですけども、本当に陰で一番ご苦労なされるご家族の方やと思います。自治体でいろい

ろ考えるのであれば、もう少し手厚い支援をしていただけたらなと、そのように思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

下村委員長 ほかに質疑ございませんか。 

 谷原委員。 

谷原委員 13ページなんですけれども、１款総務費の２目認定調査等費ですけれども、昨年度と比べ

て30％以上この費用が伸びています。この理由についてお聞かせください。 

下村委員長 森井課長。 

森井長寿福祉課長 長寿福祉課の森井です。 

 ただいまの谷原委員からのご質問の、認定調査等費の増加理由でございます。これにつき

ましては、この予算書の中の臨時雇用賃金がふえてございます。内容としましては、先日の

認定審査会の回数をふやしたのと同じで、調査員に関する賃金に相当します。調査と窓口の

受付、相談、そういったことのために職員の方を増強するということで、この賃金が増加し

たものでございます。 

 以上です。 

下村委員長 谷原委員。 

谷原委員 ということは、認定者数がかなりふえてきてるという理解でいいのでしょうか。そこの点

について教えていただきたいんです。 

下村委員長 森井課長。 

森井長寿福祉課長 認定者数の方は現在ふえてきておりまして、昨年の認定していた人数、平成30年

３月時点で1,804人でございました。今現在、直近の12月末に集計しました認定者数は1,864

人となってきております。平成31年度の葛城市の認定者数は1,915人を介護保険の事業計画

では想定しております。 
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下村委員長 よろしいですか。 

谷原委員 はい。 

下村委員長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

下村委員長 質疑ないようですので、質疑を終結いたします。 

 議員間討議を希望される方はおられますか。 

（「なし」の声あり） 

下村委員長 ないようであれば、これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

 谷原委員。 

谷原委員 この介護保険料につきましては、第７期介護保険の事業計画の中で、第６期と比べて基準

月額が5,000円から5,960円、960円上がって、年間でもその分大きく上がることになりまし

た。これも国の制度なんですけれども、介護給付金については国と保険者が半分持つという

ことで、介護保険を利用される方がふえればふえるほど介護保険料が上がるということにな

ってきております。 

 先ほど質問したところでありますけれども、第１号被保険者については、年金18万円以下

の方でも介護保険料が発生するということで、高齢者の方にとっては介護保険料、あるいは

国保ないしは後期高齢者医療保険料が、年金が上がらないのに保険料だけが上がっていくと

いうことで、実際に支払われなくて介護保険を利用できない方も出てきているということで、

これは、できたら市の方で独自減免なんかを考えていただきたいところなんでありますけれ

ども、国の制度がそういう状態にある中での介護保険特別会計となっております。そういう

点で市民負担が非常に強くなってることをもって、反対いたしたいと思います。 

 以上です。 

下村委員長 ほかに討論はありませんか。 

 奥本委員。 

奥本委員 私は、議第18号、平成31年度葛城市介護保険特別会計予算について、賛成の立場で討論さ

せていただきます。 

 現在、葛城市の高齢化率なんですけども、27％を超えて全国平均とほぼ同じという水準で

推移しております。高齢者の方々を取り巻く環境については、年々厳しい状況にあると言え

ます。このような状況におきまして、平成31年度の予算に目をやりますと、今年度は第７期

介護保険事業計画２年目で、特に地域支援事業における自立支援や介護の重度化防止に重点

を置いた計画となっており、障がい者も含めた地域共生社会の実現に向けた取り組みにも推

進されているところでございます。また、介護予防日常生活支援総合事業の幅広い展開と、

互いに支え合い、助け合いのまちづくりを目指す在宅医療介護連携推進事業を充実していく

施策においては、期待しているところでございます。 

 今後においてもこの第７期の事業計画を着実に執行していただき、更なる高齢者等を支え

る体制づくりに邁進していただくことをお願いいたしまして、私の賛成討論といたします。 
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下村委員長 ほかに討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

下村委員長 討論ないようですので、討論を終結いたします。 

 これより議第18号議案を採決いたします。 

 本案を原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立多数） 

下村委員長 起立多数であります。よって、議第18号は原案のとおり可決することに決定いたしまし

た。 

 次に、議第23号、平成31年度葛城市・広陵町介護認定審査会特別会計予算の議決について

を議題といたします。 

 本案につき、提案者の内容説明を求めます。 

 巽部長。 

巽 保健福祉部長 保健福祉部の巽でございます。 

 それでは、私の方から、ただいま上程になっております議第23号、平成31年度葛城市・広

陵町介護認定審査会特別会計予算につきましてご説明申し上げます。 

 お手元の予算書の１ページをお願いいたします。 

 歳入歳出予算でございます。歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,870万円と定め

るものでございます。 

 それでは、お手元の事項別明細書の歳出よりご説明申し上げます。７ページをお願いいた

します。 

 まず、１款総務費、１項総務管理費、１目介護認定審査会一般管理費では1,085万5,000円

を計上いたしております。職員１名の人件費と事務費でございます。２項審査会費、１目介

護認定審査会費では676万2,000円を計上いたしております。認定審査会委員40名の報酬と事

務費でございます。２目市町村審査会費では108万3,000円を計上いたしております。障害支

援区分判定審査会委員５名の報酬と事務費でございます。 

 続きまして、歳入についてご説明申し上げます。ページ戻っていただきまして、６ページ

をお願いいたします。 

 まず、１款分担金及び負担金、１項負担金、１目介護認定審査会共同設置負担金では818

万7,000円を計上、２目市町村審査会共同設置負担金では54万1,000円を計上いたしておりま

す。ともに広陵町からの負担金でございます。 

 ２款繰入金、１項繰入金、１目介護保険特別会計繰入金では943万円を計上、２目一般会

計繰入金では54万2,000円を計上いたしております。 

 以上で説明を終わらせていただきます。ご審議賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

下村委員長 ただいま説明願いました本案に対する質疑に入ります。 

 質疑はありますか。 

 谷原委員。 

谷原委員 先日の厚生文教常任委員会のところで認定審査会の仕組みについて教えていただきました。
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大変今、先ほどもありましたように、認定審査がふえているということで、７ページのとこ

ろです。１款総務費の介護認定審査会費のところの、右の報酬のところです。40人とあると

ころですけれども、ここがふえているのでこれだけ、かなり増額になってるのは、そういう

ことだというふうに認識してよろしいでしょうか。 

巽 保健福祉部長 はい。 

谷原委員 はいということです。本当に介護認定審査も含めて、介護保険も含めて大変ご苦労なさっ

ていることはよくわかります。人数が大変ふえて、事業もふえておりますけれども、よろし

くお願いしたいと思います。 

下村委員長 もう答弁はよろしいですね。 

谷原委員 もう結構です。 

下村委員長 ほかに質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

下村委員長 質疑ないようですので、質疑を終結いたします。 

 議員間討議を希望される方はおられますか。 

（「なし」の声あり） 

下村委員長 ないようであれば、これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

下村委員長 討論ないようですので、討論を終結いたします。 

 これより議第23号議案を採決いたします。 

 本案を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

下村委員長 ご異議なしと認めます。よって、議第23号は原案のとおり可決することに決定いたしま

した。 

 次に、議第21号、平成31年度葛城市住宅新築資金等貸付金特別会計予算の議決についてを

議題といたします。 

 本案につき、提案者の内容説明を求めます。 

 増井部長。 

増井都市整備部長 都市整備部の増井でございます。 

 それでは、ただいま上程となっております議第21号、平成31年度葛城市住宅新築資金等貸

付金特別会計予算についてご説明を申し上げます。まず、予算書の１ページをお願いいたし

ます。 

 第１条に、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ32万円と定めるものでございます。 

 続きまして、第２条、地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入最高

額は100万円と定めるものでございます。 

 続きまして、事項別明細書の歳出からご説明を申し上げます。予算書の７ページをお願い

いたします。 
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 まず、歳出、１款１項１目一般管理費では11万3,000円を計上させていただいております。 

 続きまして、２款１項１目一般会計繰出金におきましては20万7,000円を計上させていた

だいております。 

 次に、歳入の方を説明させていただきます。１ページ戻っていただきまして、６ページの

方をお願い申し上げます。 

 歳入は、１款１項１目繰越金では、前年度繰越金1,000円を計上させていただいておりま

す。 

 ２款１項１目雑入では31万9,000円を計上させていただいております。 

 以上で、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。ご審議のほど、よろし

くお願い申し上げます。 

下村委員長 ただいま説明願いました本案に対する質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

下村委員長 質疑ないようですので、質疑を終結いたします。 

 議員間討議を希望される方はおられますか。 

（「なし」の声あり） 

下村委員長 ないようであれば、これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

下村委員長 討論ないようですので、討論を終結いたします。 

 これより議第21号議案を採決いたします。 

 本案を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

下村委員長 ご異議なしと認めます。よって、議第21号は原案のとおり可決することに決定いたしま

した。 

 ここで暫時休憩をいたします。 

      休 憩 午後４時２２分 

      再 開 午後４時４０分 

下村委員長 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

 次に、議第20号、平成31年度葛城市学校給食特別会計予算の議決についてを議題といたし

ます。 

 本案につき、提案者の内容説明を求めます。 

 岸本部長。 

岸本教育部長 教育部長の岸本でございます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、議第20号、平成31年度葛城市学校給食特別会計予算についてご説明申し上げま

す。 

 予算書の１ページをお願いいたします。 
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 第１条でございます。歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３億6,170万円と定めるも

のでございます。 

 第２条では、一時借入金の借入最高額を1,000万円と定めるものでございます。 

 次に、７ページをお願いいたします。 

 歳出の方でございます。１款教育費、１項学校給食費、１目学校給食総務費では1,986万

8,000円の計上でございます。 

 次に、下のページ、２目学校給食管理費では３億4,183万2,000円を計上しております。 

 続きまして、歳入の説明を申し上げます。６ページにお戻りください。 

 １款分担金及び負担金、１項負担金、１目教育費負担金では１億8,405万3,000円の計上で

ございます。 

 次に、２款使用料及び手数料、１項使用料、１目教育使用料では３万1,000円の計上でご

ざいます。 

 次に、３款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金では１億7,754万5,000円の計

上でございます。 

 次に、４款繰越金、１項繰越金、１目繰越金では１万円の計上でございます。 

 次に、５款諸収入、１項雑入、１目雑入では６万1,000円の計上でございます。 

 以上、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。よろしくご審議賜ります

よう、お願い申し上げます。 

下村委員長 ただいま説明願いました本案に対する質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 奥本委員。 

奥本委員 給食費の未納の件について、今現在幾ら残ってるか。それをどう回収される予定かという、

その１点だけお願いします。 

下村委員長 吉村所長。 

吉村学校給食センター所長 学校給食センターの吉村でございます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 ただいまの奥本委員のご質問でございますが、給食費の未納の現状から説明をさせていた

だきます。今現在、平成20年からの未納金のトータル金額になりますけども、実人数で72名

分、月数にいたしますと731月分、金額にいたしまして284万3,657円、これが３月18日現在

の未納の現状でございます。給食費そのものにつきましては、規則の定めに基づきまして、

給食センターでそれぞれ学校の月分の請求を各学校に請求しております。学校の方で取りま

とめいただきまして、それぞれ納付いただいてるような現状でございまして、給食センター

といたしましては、学校と協力をいたしながら未納金の回収に全力で努めてまいりたいと考

えておりまして、現在、各学校とも協議、調整をとっておりまして、場合によっては訪問等

もいたしながら、未納金がゼロになるように目指して取り組んでまいっております。 

下村委員長 奥本委員。 

奥本委員 いずれにせよ、平成20年度から、それ以前のことをどう処理されてるのかわからないんで
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すけども、回収に努力されるということですけど、これ、できなかったときにどう処理する

かというところが示されてないので気になってるんですけども、最終、給食費を欠損金にす

るのかどうかという問題もあったりしますけども、自治体によっては条例をつくってやって

るとこもございます。どこかで何か線引きする必要があるかな。古い未納金になったらもう

12年たってますので、その辺、12年たって果たして今後それが回収できるかという疑問もあ

りますので、そのあたりも踏まえて今後の対応を考えていってください。もうご答弁は結構

です。 

下村委員長 ほかに質疑はございませんか。 

 杉本委員。 

杉本委員 ８ページ、学校給食センター運営事業の中の16節原材料費、給食材料費、昨年より下がっ

てるんですけども、先日もお聞きして、子どもの数はふえてると思うんですけど、これも普

通は上がるんじゃないかなと思われますが、下がってる理由をお聞かせ願いたいのと、あと

は、13節委託料、食物性残飯廃棄物処理委託料は上がってるんですけど、食べ残しがふえて

るということですか。この辺細かくお願いします。 

下村委員長 吉村所長。 

吉村学校給食センター所長 学校給食センターの吉村でございます。よろしくお願いいたします。 

 まず１つ目の、杉本委員からのご質問でございますが、原材料費についてでございます。

これにつきましては、おっしゃるとおり、人数につきましては、学年等の移動はございます

けども、対前年比はほぼ横ばいの生徒数となっております。にもかかわらず、なぜ減ってき

ているかという部分でございますけども、これは、昨年度の予算計上におきましては、パン

給食を廃止して全て米飯給食にするというような部分で検討されてたということがまず１点

と、あと、平成28年度、野菜等の高騰によりまして、それを踏まえた中での予算計上がなさ

れたという部分がございまして、それを今回の予算につきましては、実績を見て精査した中

で若干目減りしてきておるという部分でございます。 

 それから、残渣でございますが、残渣の委託料がふえてきておる原因といたしましては、

平成30年度まで委託しておる業者でございますが、大変安く委託契約をしていただいており

ました。もともと環境課の事業の中の、堆肥化業務の中の一環としてこの業務が開始された

ということもあって、給食残渣のみならず、全体的な構想の中で、安い金額で今までやって

いただいたわけでございますが、平成31年度の業者は、まだ決定はしておらないわけでござ

いますが、仮に今の業者のままでいったという部分も含めまして予算見積もりをとりました

ところ、これまでの費用ではなかなか、運賃等々を考えていくと非常に、今までは１回

5,000円ほどの費用だったものでございます。それが、今現在は三重県の業者さんがこの処

理を賄っていただいておりまして、１回三重からここへ来るのに5,000円で週２回来てると

いうような現状では、なかなか業者としては賄っていけないという部分もありまして、今回

値上げを要望されたということでございます。ただ、平成31年度におきましては、他の業者

も含めて精査して、適正な業者選定に努めて、価格の方も一旦はこの予算になっておるわけ

でございますが、できるだけその辺は検討協議した上で決定していきたいというふうに考え
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ております。よろしくお願いいたします。 

下村委員長 杉本委員。 

杉本委員 給食の材料費に関しては、質が下がってないかなと気になったのでお聞きしました。 

 そして、食べ残しの件ですけど、平成29年度が20トンというふうに聞いてるんです。倍以

上、今見てはるということなんですけども、平成30年度はどれぐらいやったのかお聞かせく

ださい。 

下村委員長 吉村所長。 

吉村学校給食センター所長 学校給食センターの吉村でございます。よろしくお願いいたします。 

 ただいまのご質問でございますが、まず平成30年度の残渣量でございますが、23.97トン

の残渣でございました。今年度まだ最終まで行っておりませんので、あくまでも見込みとい

うことでございますが、ほぼ昨年並みの23トンちょっとぐらいになる予定かなと思っており

ます。３月分がまだはっきりとしておりませんので、ご了承賜りたいと思います。 

下村委員長 ほかに質疑ありませんか。 

 増田副委員長。 

増田副委員長 関連で聞かせてください。私も残渣というか、食べ残しというか、すごく気になって

て、もったいないというのと、今どうかわかりませんけども、一時期味が云々というふうな

ことも含めて、残す子がおられるということを聞いたんです。そういうことは学校として問

題となってるのか。この残渣量の比較でそういう評価ができるのか、そこのところはようわ

からないですけども、給食センターとしてそういう味についていろいろと問題等々が、意見

として、学校給食運営委員会も含めて出ておるのか、おらないのか。もう一つは、お米を葛

城市産米にかえていただいたということがどのように、そういうふうなことも含めて反応と

して出ておるのか。それをお聞きしたいと思います。 

下村委員長 吉村所長。 

吉村学校給食センター所長 学校給食センターの吉村でございます。よろしくお願いいたします。 

 ただいまの増田副委員長のご質問でございますが、まず１点目、食べ残し、味等について

でございますが、給食センターといたしましては、今年は小学３年生、６年生、中学校２年

生に対しましてアンケートをとらせていただいております。どういった中身かといいますと、

先ほど申されました、味についてとか、量についてとか、新しいメニューは何かあるかとか、

そういった子どもさんたちの食べ残しが少しでもなくなるようなメニューにつながるような

アンケートを実施させていただきまして、それをもとに、また学校給食運営委員会等にも提

案をし、また献立等にも反映をさせていき、少しでも残渣が減っていけばというような努力

を進めてまいりたいということで、現在進めております。 

 それから、お米についてでございますが、実際お米についての味がどうだという部分につ

きましては、なかなか目に見えて、声で聞けるという部分ではないんですけども、ただ、我

がまちの地産地消率という部分で申し上げましたら、これまで市内産食材の地産地消率につ

きましては、野菜のみということで、4.43％が昨年度の実績になっておりますが、それから、

県内産が4.71％、合わせて野菜だけで9.14％が去年の実績でございます。お米につきまして
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は37.71％が、これは県内産という位置づけでの地産地消というふうになっておりますが、

これが、今年１月から葛城市産のお米にかえていただけたということによりまして、この

37.71％全てが葛城市の地産地消率に反映できるのかなというふうに思っております。合わ

せて42％ちょっとが葛城市産の地産地消率というようなことになるのかなと思っております。 

 お米に関しましては、味につきまして私も検食をしておる中で、非常においしいお米だと

感じております。なかなか個々の意見というのは拾いにくいところが現状ですので、その辺

はご容赦いただきたいかなと思います。 

下村委員長 増田副委員長。 

増田副委員長 地産地消率も上げていただいて、それから、食味についてはアンケートもとっていた

だいて、生徒の意見も酌みながら食味の改善をしていただいてると、こういうことでござい

ましたけども、過去には、給食センターができたときは議会からも試食等をさせていただい

て、久しぶりの給食を味わわせていただいたんですけども、また厚生文教常任委員会等でそ

ういう機会があって、議員も食味をしていただくような機会があってもどうなのかなという

ことも思いますので、検討をよろしくお願いします。 

下村委員長 杉本委員。 

杉本委員 今アンケートの話が出たので、ちょっとだけお聞きしたいんですけども、回収率を、簡単

でいいんですけど、よい、わるい、普通ぐらいの、ざっくりとした結果だけお聞かせ願いた

いんですけども。僕、アンケートを重視してる人間なので、お願いします。 

下村委員長 吉村所長。 

吉村学校給食センター所長 学校給食センターの吉村です。よろしくお願いします。 

 今のご質問でございますが、実際に１月にアンケートを実施しておりまして、現状といた

しまして、今、集計しておる状況です。また追って、またその辺、数値が出ましたら、次回

でもまたご報告させていただくということでよろしいでしょうか。 

杉本委員 次回って。 

吉村学校給食センター所長 次回というか。 

下村委員長 機会があったときにということで。 

吉村学校給食センター所長 よろしいでしょうか。 

杉本委員 はい。 

吉村学校給食センター所長 まことに申しわけございません。 

下村委員長 それでよろしいですか。 

杉本委員 はい。 

下村委員長 ほかに質疑。 

 谷原委員。 

谷原委員 奥本委員が聞いたところで、同じところになるんですけども、学校給食負担金過年度分の

回収というところで、先ほど、給食センターと学校が協力してというふうにおっしゃってい

ただいたと思います。つまり、学校の先生が結構回収に大きなウエートをかけられてるのか

なというふうに聞いたんですけど、そうなってるんでしょうか。 
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 それと、これ、意見なんですけども、学校の先生が、お子さんあるいは保護者に１、２度

は連絡はするとは思うんですけれども、基本的に人間関係がありますので、その点ではなか

なか強く回収を迫るということは、恐らく難しいんだろうと私は思うんです。だから、他市

町村がどういうふうな取り組みをされてるか等も参考にしていただきまして、先生が直接回

収に当たるというのは、例えば、率を上げようとすれば、人間関係が壊れるとこまではなか

なかあれだとは思うんですが、そういう点でもすごく先生の気疲れとストレスがあるので、

これは研究していただいたらというふうに思います。 

 １つ質問なんですけど、人件費のとこですけども、管理栄養士は嘱託ということなんでし

ょうか。それとも管理栄養士も含めて業務委託先のところが管理されているのでしょうか。

管理栄養士のことについてお伺いします。 

下村委員長 吉村所長。 

吉村学校給食センター所長 学校給食センターの吉村でございます。 

 ただいまの谷原委員のご質問でございますが、管理栄養士さんにつきましては、県の栄養

教諭という形で、県の職員さんの派遣を２名していただいております。したがいまして、こ

ちらに記載の人件費につきましては、市の職員２名分及び嘱託職員１名分ということでご理

解いただけたらと思います。よろしくお願いいたします。 

下村委員長 ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

下村委員長 質疑ないようですので、質疑を終結いたします。 

 議員間討議を希望される方はおられますか。 

（「なし」の声あり） 

下村委員長 ないようですので、これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

下村委員長 討論ないようですので、討論を終結いたします。 

 これより議第20号議案を採決いたします。 

 本案を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

下村委員長 ご異議なしと認めます。よって、議第20号は原案のとおり可決することに決定いたしま

した。 

 次に、議第19号、平成31年度葛城市下水道事業特別会計予算の議決についてを議題といた

します。 

 本案につき、提案者の内容説明を求めます。 

 西口部長。 

西口上下水道部長 上下水道部、西口でございます。よろしくお願いいたします。 

 ただいま上程いただきました議第19号、平成31年度葛城市下水道事業特別会計予算につき

ましてご説明申し上げます。 
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 予算書の１ページをお開き願います。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ15億7,350万円と定めるものでござい

ます。 

 第３条では、一時借入金の借り入れの最高額を５億円と定めるものでございます。 

 第２条の地方債でございますが、４ページをお開きください。地方債の借入限度額を４億

4,690万円と定めるものでございます。起債の方法、利率、償還の方法につきましては記載

のとおりでございます。 

 それでは、歳入歳出事項別明細書の歳出からご説明申し上げますので、９ページをお願い

いたします。 

 歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費では３億5,559万4,000円の予算計上

でございます。ここでは２名分の人件費として2,250万5,000円、次に、下水管渠維持事業と

して、使用料徴収委託、下水管路の維持管理事業、流域下水道維持管理負担金等で３億

3,308万9,000円を見込んでおります。 

 次に、ページをめくっていただいて、10ページをお願いいたします。１項公共下水道事業

費、１目下水道建設費では１億8,358万8,000円、人件費では、嘱託職員１名、職員４名の人

件費で3,379万9,000円、次のページの、公共下水道管渠整備事業では１億4,984万9,000円、

ここでは主に下水道整備計画、管渠布設工事等を行っております。２目流域下水道事業費で

は1,670万9,000円、主に大和川上流流域下水道建設負担金の計上でございます。 

 次に、12ページ、３款１項公債費、１目元金で８億2,958万4,000円、下水道事業に伴う元

金償還でございます。２目利子は１億8,802万5,000円、同じく下水道事業に伴う利子償還で

ございます。 

 次に、歳入の説明をさせていただきますので、７ページにお戻りください。 

 １款使用料及び手数料、１項使用料、１目下水道使用料３億9,200万円、２項手数料、１

目下水道手数料30万5,000円となっております。 

 ２款国庫支出金、１項国庫補助金、１目公共下水道事業費国庫補助金2,200万円、３款県

支出金、１項県補助金、１目公共下水道事業費県補助金250万円の計上となっております。 

 次に、４款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金７億387万9,000円となってお

ります。 

 ５款１項１目繰越金20万円、６款諸収入、１項１目雑入571万6,000円の計上でございます。 

 ８ページに移りまして、７款１項市債、１目下水道債では４億4,690万円の予算計上でご

ざいます。その内訳といたしましては、１節公共下水道事業債４億3,030万円、２節流域下

水道事業債1,660万円となっております。 

 なお、予算書の13ページから20ページにかけましては給与費明細について記載いたしてお

ります。また、21ページには下水道事業債の現在高、見込み額を記載させていただいており

ます。 

 以上、簡単ではございますが、平成31年度葛城市下水道事業特別会計予算の説明とさせて

いただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 
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下村委員長 ただいま説明願いました本案に対する質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 谷原委員。 

谷原委員 11ページです。２款公共下水道事業費の公共下水道管渠整備事業の13節委託料のところに

下水道事業計画策定業務委託料とあるんですけども、この計画がどういうものなのか。これ

までも計画をずっと立ててきて、計画的にやってこられてると思うんですけど、新たにこの

計画策定業務が入ってるということについてお伺いします。 

 次に、今全体で必要な計画に対して、どの程度の普及率というんですか、管工事の方の普

及がどうなってるのかということが１つと、それから、使用料も増加してるということで、

７ページの歳入のところの１款使用料及び手数料で１目下水道使用料ですけれども、前年度

比較で2,100万円伸びておりますので、下水道に加入されている世帯数及び加入率はどんな

ものなのかというのがわかったら教えていただきたいんです。事業所は別として、個別の家

庭の中での普及率がどんなものかということを教えてください。 

下村委員長 井邑課長。 

井邑下水道課長 下水道課、井邑でございます。よろしくお願いいたします。 

 ただいまの谷原委員のご質問にお答えさせていただきます。 

 まず１点目、13節委託料の下水道事業計画策定業務委託料284万9,000円の計上でございま

すが、これはと申しますと、計画区域の追加変更を行うものでございます。従来で申します

ところの認可区域の追加変更を行う計画を立てるものでございまして、このたびの変更区域

は、主に都市計画法第34条第14号によります開発箇所と、区域外流入済みの箇所４カ所程度

の追加を行うものでございます。 

 それと、次のご質問でございます。下水道普及率についてでございますが、人口普及率と

いたしまして、平成29年度末数値は98.96％となっております。認可面積に対する整備面積

といたしましては約91％となっておるところでございます。 

 続きまして、使用料が増加いたしております要因をまずお答えさせていただきます。前年

度、平成30年度予算におきましては、当初、有収水量367万8,000トンを見込んでおったとこ

ろでございますが、平成31年度におきましては377万6,000トン、比較いたしまして約９万

8,000トンの増加を見込んでおるところでございます。その金額が今回増加しておる要因と、

プラス消費税が10％に値上げされる予定を踏まえましての増加とさせていただいております。 

 そして、加入者数でございますが、現在の水洗化戸数といたしましては、平成29年度末で

１万2,972戸となっており、水洗化人口は３万3,850人となっておるところでございます。 

 以上でございます。 

下村委員長 谷原委員。 

谷原委員 人口普及率でも98.96％になっているということなんですけれども、そろそろ上限に近づ

いてきて、私もほかのところでくみ取りの件とか、残ってる件について、これについては個

別に普及させるために弾力的に、これまでは補助が一定額だったんですけれども、それを上

げてでも費用対効果を考えて、早く水洗化を実施していただけたらと思います。 
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 以上、意見だけ述べて終わります。 

下村委員長 ほかに質疑はありませんか。 

 岡本委員。 

岡本委員 それでは、谷原委員とだぶるかもわかりませんけども、いつもお聞きする処理戸数、普及

率、整備率、水洗化率、加入戸数という形で、今お聞きさせてもうたら、平成29年と平成30

年とほとんど数字変わってないように思うんやけども、もう一遍、平成30年分、処理戸数か

ら答弁してもらいたい。 

 それと、９ページのストックマネジメントによる点検調査実施業務委託料、毎年ここにあ

って、内容を教えてほしいと思います。 

 それから、11ページの下水道建設費の補助事業費の中身、委託や工事が計上されている。

例えば、工事やったら１億3,700万円と出てるわけやけど、補助対象は幾らになってるのか。

そういうことを教えてほしいと思います。 

下村委員長 井邑課長。 

井邑下水道課長 下水道課、井邑でございます。 

 ただいまの岡本委員のご質問にお答えいたします。 

 先ほど申しましたのとだぶりますが、まず平成29年度の加入戸数が１万2,972戸、平成30

年度見込みといたしましては１万3,219戸を見込んでおります。 

 そして、普及率、平成29年度末におけます人口比率でございます。98.96％。平成30年末

見込みといたしましては99.1％を見込んでおります。 

 それと、水洗化率でございます。平成29年度末では91.6％、平成30年度末見込みといたし

まして92.3％を見込んでおるところでございます。 

 続きまして、ストックマネジメントによります点検調査業務委託料1,417万9,000円を計上

させていただいております。その内容でございますが、平成29年度におきましてストックマ

ネジメント基本計画を策定いたしました。その計画の中で、リスクの評価に基づき、施設に

対する優先順位、頻度、点検調査の方法などを、点検調査計画として策定いたしました。平

成30年度、今年度からはその計画に即し、点検調査を実施しております。平成31年度におき

ましては、点検調査計画の中で調査サイクルを10年以内とした主要な幹線管渠のうち、約

3.6キロメートルに対しまして、カメラ調査等による点検調査実施業務を委託料で計上いた

しております。こちらの財源といたしまして、国庫補助金で500万円を見込んでおるところ

でございます。 

 それと、11ページ、建設費の中の委託料と工事請負費に対します国庫補助というところで

ございますが、まず、工事費１億3,700万円の計上のうち、補助対象事業費が3,400万円でご

ざいまして、その２分の１が国庫補助となるもので1,700万円を予定しております。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

下村委員長 岡本委員。 

岡本委員 先ほどの答弁で処理戸数が抜けてるわけやけど、平成29年度、１万3,850世帯、平成30年

度は何ぼかというのと、それから、平成29年から平成30年にかけて整備率がほとんど伸びて
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ない。全体ができてるから、そんな言うほど伸びへんというのはわかるわけやけど、本当に

ほとんど伸びがない。普及率についても、そのくらいの普及率が伸びていない。処理戸数に

ついてはかなり上がってきてるように思うけども、その辺のバランスというのはどのように

考えているのか。先ほど聞き逃したわけやけど、平成30年度の下水の加入戸数が幾らになる

のかということもあわせて、下水道の助成金の戸数もあわせて教えてほしい。先ほど聞いた

下水道建設事業の中で、補助事業の全体事業費は幾らで、その中で補助対象になってる分は

どんだけあるのか。例えば、委託料あります、工事あります。その全体事業費に対してどん

だけの事業が張りついてるか教えてほしいということを聞いているので、その辺を教えてほ

しいと思います。 

 それと、もう時間ないんで、測量設計あるいは工事請負費が予算計上されているので、ど

の箇所なのか位置図を提出してほしい。とりあえずもう一遍、事業費とかそこらだけ教えて

ほしいと思います。 

下村委員長 井邑課長。 

井邑下水道課長 それでは、ご質問の順番と前後するかと思いますが、お答えさせていただきます。 

 まず、補助事業費につきましては、事業費全体といたしまして4,500万円、これは工事費

のみでございます。そのうちの3,400万円を補助対象事業費といたしておるところでござい

ます。ストックマネジメント事業におきましては、事業費総額が1,417万9,000円のうち

1,000万円を補助対象事業費といたしております。国庫補助に対しましては、この２つが対

象となっておるところでございます。 

 それと、加入戸数は、先ほど申しましたとおり、平成29年度が１万2,972戸、平成30年度

末見込みといたしまして１万3,219戸を見込んでおります。 

 それと、本年度の接続等の実績でございますが、平成31年１月末までの検査済みの実績と

いたしまして、接続がえが18戸、内訳を申しますと、くみ取りからが６戸、単独浄化槽から

が９戸、合併浄化槽からが３戸、合計18戸。そのほかには、新築、改築等によりまして162

戸が新規としてつないでいただいており、合計180戸となるところでございます。そのうち

助成金の対象となった戸数はございません。 

 それと、下水道建設費におけます工事請負費の箇所数でございます。管渠工事といたしま

して４カ所を予定しております。それと公共升設置工事は大体20カ所、それと工事後の舗装

本復旧工事を４カ所予定しております。 

 以上でございます。 

下村委員長 岡本委員。 

岡本委員 俺、聞き方悪いんかな。下水道建設費のとこで、今それぞれ歳出を割り振られている。今

聞いた工事請負費、3,400万円が補助対象に入れてると答弁されました。だけど、予算から

見たら工事費は１億3,700万円あるわけです。その差は全て単独ですかということを聞きた

い。そやから、補助事業を申請するときは、全体事業費は幾らでその内訳は例えば委託にな

ります、工事になります、あるいは、またほかの項目になりますと分けて申請するわけやろ。

そやから、その内訳を教えてほしいという話をしてるわけや。私が聞きたいのは、全体の事
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業費を見て、補助事業費が幾らで、それに対する単独は何ぼ使うてるねんということを見た

いから、いつもしつこく聞いてるわけや。それだけ教えてほしい。今やなくても後で結構で

す。 

下村委員長 今わかるのであれば、答えてほしいです。 

 井邑課長。 

井邑下水道課長 ご質問の内容を整理いたしまして、後刻お出しいたしますので、よろしくお願いい

たします。 

下村委員長 岡本委員、それでよろしいですね。 

 ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

下村委員長 質疑ないようですので、質疑を終結いたします。 

 議員間討議を希望される方はおられますか。 

（「なし」の声あり） 

下村委員長 ないようであれば、これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

下村委員長 討論ないようですので、討論を終結いたします。 

 これより議第19号議案を採決いたします。 

 本案を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

下村委員長 ご異議なしと認めます。よって、議第19号は原案のとおり可決することに決定いたしま

した。 

 最後に、議第25号、平成31年度葛城市水道事業会計予算の議決についてを議題といたしま

す。 

 本案につき、提案者の内容説明を求めます。 

 西口部長。 

西口上下水道部長 上下水道部、西口です。よろしくお願いいたします。 

 それでは、ただいま上程いただきました議第25号、平成31年度葛城市水道事業会計予算に

ついて説明申し上げます。 

 まず、１ページをお願いいたします。 

 第２条の業務の予定量でございます。１、給水戸数につきましては１万4,592戸、２、年

間配水量につきましては456万トン、そのうち県営水道からの受水量は100万トンとなってお

ります。３、年間給水量は435万5,000トンを見込んでおります。次に、４、１日平均給水量

は１万1,899トンでございます。５、主な建設改良事業といたしましては、配水管布設工事

を予定いたしております。 

 次に、第３条、収益的収入及び支出と、次のページ記載の第４条資本的収入及び支出につ

きまして、収入支出の見積もり基礎に基づきまして説明させていただきますので、29ページ
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をお願いいたします。 

 水道事業会計につきましては、収入から説明させていただきます。 

 まず、収益的収入の第１款水道事業収益では７億9,273万5,000円でございます。その内訳

といたしまして、１項営業収益では６億6,597万9,000円、うち１目給水収益では６億685万

2,000円の水道使用料収益でございます。説明欄の供給単価につきましては139円35銭でござ

います。２目受託工事収益では700万円で、受託工事あるいは消火栓新設工事等の収益とな

っております。３目その他営業収益では5,212万7,000円で、給水分担金、下水道料金の徴収

に伴います手数料等でございます。 

 次に、１款２項営業外収益で１億2,675万6,000円、内訳につきましては、１目預金受取利

息配当金で210万4,000円、３目長期前受金戻入として１億2,190万円、４目雑収益といたし

まして275万2,000円でございます。 

 次に、30ページに移りまして、収益的支出でございます。１款水道事業費用といたしまし

て６億8,625万9,000円で、給水原価につきましては126円34銭となっております。内訳とい

たしまして、１款１項営業費用で６億7,283万6,000円、うち１目原水及び浄水費では２億

9,512万2,000円でございます。主なものといたしましては職員２名分の人件費で、１節給料、

２節手当、３節賞与引当金繰入額、６節法定福利費を合わせまして1,447万8,000円で、５節

報酬につきましては、浄水場の施設管理にかかわります嘱託職員１名分の報酬で227万3,000

円でございます。次に、31ページをお願いいたします。18節委託料でございます。4,821万

8,000円で、水質検査及び浄水設備の管理保守点検などの委託料でございます。20節賃借料

は653万1,000円で、原水取水施設の賃借料で、25節動力費は3,660万円、浄水場及び原水取

水ポンプの電気代でございます。26節薬品費は1,295万1,000円、次亜塩素パックなどの薬品

購入費で、31節負担金1,646万4,000円、広域水質検査センター組合負担金及び原水取水負担

金等でございます。34節受水費は１億5,315万5,000円で、県水及び原水受水費等でございま

す。 

 次に、２目配水及び給水費では4,436万8,000円で、主なものといたしましては職員２名分

の人件費で、１節給料、２節手当、32ページに移りまして、３節賞与引当金繰入額、６節法

定福利費等合わせまして1,389万5,000円となっております。18節委託料では942万3,000円、

量水器の取りかえ委託、ＣＡＤシステム改修委託料等でございます。21節修繕費は1,400万

円で、給配水管の修繕費でございます。 

 次に、３目受託工事費は1,321万8,000円で、主なものといたしまして職員１名分の人件費

で、１節給料、２節手当、３節賞与引当金繰入額、33ページに移りまして、６節法定福利費

を合わせまして617万9,000円となっております。35節の工事請負費では690万円で、受託に

係る工事費でございます。 

 次に、４目総係費でございますが、8,445万3,000円で、主なものといたしましては職員４

名分の人件費で、１節給料、２節手当、３節賞与引当金繰入額、６節法定福利費を合わせま

して3,333万2,000円でございます。５節報酬では268万7,000円で、水道事業運営委員及び嘱

託職員１名の報酬でございます。34ページに移りまして、14節光熱水費729万8,000円は、新
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庄浄水場並びに竹内浄水場の電気料金でございます。18節委託料2,732万7,000円は電算シス

テムの保守、検針、開閉栓業務などでございます。 

 続きまして、５目減価償却費２億2,870万円は説明欄に記載のとおり、有形固定資産の減

価償却費でございます。６目資産減耗費606万円は、有形固定資産の廃棄損及び棚卸資産の

変質等除却費でございます。７目その他営業費用は91万5,000円で、給水工事材料の販売原

価でございます。 

 続きまして、２項営業外費用につきましては1,342万3,000円で、１目支払利息及び企業債

取扱諸費で949万5,000円、３目消費税及び地方消費税につきましては362万8,000円でござい

ます。 

 次に、36ページをお願いいたします。資本的収入及び支出でございます。 

 まず、１款資本的収入は720万円で、３項補助金、１目１節国庫補助金で1,500万円、４項

１目負担金その他諸収入、１節工事負担金で470万円、６項投資返還金、１目長期貸付金返

還金、１節一般貸付金返還金で5,000万円でございます。 

 37ページに移りまして、資本的支出では、１款資本的支出で４億3,898万3,000円でござい

ます。内訳といたしまして、１項建設改良費で３億8,258万9,000円、うち１目浄水設備費で

は9,223万円で、各浄水場の設備改良工事などでございます。２目配水設備費は２億8,328万

円で、配水管の布設替え等及び舗装復旧に伴う工事請負費、あるいは設計委託料でございま

す。４目固定資産購入費は707万9,000円でございます。続きまして、２項１目企業債償還金

は5,639万4,000円でございます。 

 最後に、２ページにお戻り願います。 

 第４条の括弧書きの資本的収入は、資本的支出に対して不足する額３億6,698万3,000円に

つきましては、損益勘定留保資金で補てんするものといたしております。第５条では、議会

の議決を経なければ流用することのできない経費といたしまして、職員給与費7,527万1,000

円と定めております。３ページに移りまして、第６条では、棚卸資産の購入限度額は666万

円と定めております。 

 以上、簡単ではございますが、平成31年度水道事業会計予算の説明とさせていただきます。

よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

下村委員長 ただいま説明願いました本案に対する質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 谷原委員。 

谷原委員 まず、今の説明以外のところもお聞きすることになると思いますが、よろしくお願いしま

す。１ページの葛城市水道事業会計予算というところですが、ここに、年間配水量の中に県

営水道からの受水量とあります。自己水と県営水道の受水量の割合だと思うんですが、補正

予算のときも出たことなんですが、県営水道からのこの受水量は、当初の一応枠どりみたい

な形で、年度途中また再度見直しみたいなことがあるんでしょうか。これは確認でお聞きい

たします。 

 それから、次の５ページですけども、給水収益が今年度予定額が書いてあります。約６億
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600万円ですかね。それが、16ページのところに平成30年度のを見ますと、これが５億5,400

万円程度でしたので、昨年度から比べたら給水収益が伸びてるんですけども、この理由につ

いてお伺いしたいと思います。 

 それから、これは単純な質問なんですけれども、34ページから35ページにかけて建物減価

償却費等書いてあるんですが、償却残がどれぐらいあるのかということがわかりましたら教

えていただきたいんです。 

 以上です。 

下村委員長 福森課長。 

福森水道課長 水道課の福森です。 

 ただいま、谷原委員のご質問にお答えさせていただきます。 

 まず、県水の受水量100万トンの件ですけども、これにつきましては、補正予算の委員会

でも申し上げたとおり、最終的に２月に確定した年間100万トンという形で、平成31年度も

100万トン受水する予定でございます。途中の変更につきましては、原水の取水確保とかで

きない場合、夏場、天候で渇水とかになった場合には、どうしても県営水道の受水に頼らざ

るを得ない夏場につきましては、農業用の田畑で水を使われるケースがありますので、７月

から９月にかけましては、渇水になった場合には原水確保が厳しいですので、それによりま

しては県水の受水、当初100万トンの予定がふえる、増量する可能性があると見込んでおり

ます。 

 ２つ目の給水収益につきましては、今年度よりふえている分につきましては、大口事業者

であります大同薬品工業さんの方から、平成30年度につきましては20万トンという形で申し

込みいただいておりましたが、平成31年度につきましては、確約ではございませんけども、

一応29万トンという形の申し込みをいただいております。それに基づきまして給水収益が増

額になっている状況でございます。 

 ３つ目ですけども、減価償却、未償却分といたしましては、平成29年度決算になりますけ

ども、未償却分としましては52億183万1266円、これが平成29年度決算でのまだ償却してな

い分の減価償却になります。これから平成30年度に新たに布設した工事がここに加わります

ので、その分の増加分として昨年度より約400万円の増額ということで予算を計上させてい

ただいております。 

 以上でございます。 

下村委員長 谷原委員。 

谷原委員 大同薬品の分でふえたということで、これは工業用水として大口ということで、かなり有

利な収益源だということで、ありがとうございます。 

 それから、県水と自己水の割合で、これは当初予定していた数で、夏場ふえることもある

し、減ることもあるというふうに理解していいんでしょうか。平成30年度の補正予算では減

になったような感じがしたんですけれども、それをお聞きしたいんです。 

下村委員長 福森課長。 

福森水道課長 平成30年度につきましては、県水の申し込み数量が120万トンで、予算は140万トン計
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上しておりましたので、補正予算で予備日も含めて17万トンの減額をさせていただきました。 

 今年度は100万トンを申し込んでおりますので、例えば、原水が確保できて90万トンで足

りた場合でも、県の規定に基づいて100万トン以上を使わないといけないようになっており

ます。 

 以上でございます。 

下村委員長 谷原委員。 

谷原委員 よくわかりました。ありがとうございます。 

下村委員長 ほかに質疑ございませんか。 

 岡本委員。 

岡本委員 今、谷原委員の質問の中で、県水の受水、平成30年の実績は何トンになっているのか。そ

れから、負担金のとこに原水受水負担金とあるわけやけど、それぞれ新庄地区の大字、どこ

そこ何ぼ、わかってると思う。當麻地区の大字、水量何ぼかわかってるやろう。それを教え

てほしいと思います。 

下村委員長 福森課長。 

福森水道課長 ただいまの岡本委員のご質問にお答えさせていただきます。 

 平成30年度の県水、２月末時点ですけども、受水量が111万4,184トンで、金額といたしま

しては税込みで１億5,633万7,081円となっております。 

下村委員長 西口部長。 

西口上下水道部長 上下水道部、西口です。 

 ただいまの岡本委員のご質問で、大字ごとの水量と金額ということですので、それに答弁

させていただきます。寺口地区が、平成29年度取水費が100万円、取水量が40万7,327トン、

取水費のほかに借地料等を50万円支払っております。支払いの合計が150万円となっており

ます。 

 次に、山口、平岡、梅室につきましては、山口がメインの原水の取水大字になっておりま

して、平岡、梅室につきましては謝礼等の金額となっております。平成29年度で山口地区の

取水量が81万6,768トン、取水費が165万円、借地等が40万円。平岡地区につきましては、取

水費が13万円、借地等費用が５万7,000円、梅室地区につきましては、借地等費用で５万円

支払っております。 

 次に、中戸地区でございます。中戸地区につきましても、中戸、弁之庄、新池郷が一応セ

ットになってまして、中戸区に対しては取水費として22万5,000円、取水量が60万4,823トン、

借地借池料が140万円となっております。 

 弁之庄につきましては、謝礼という形で５万円を支払っております。新池郷といいますの

は、中戸区と弁之庄が隔年で交替して新池郷という役割を果たされております。新池郷に対

しては、取水費として96万円、借地料として26万円支払っております。 

 次に、南藤井でございます。南藤井に対しては、取水費として70万円、取水量は７万

2,232トン、借地等が95万円となっております。 

 次に、葛木につきましては、取水費が46万円、取水量が22万6,720トン、借地等が５万円
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となっております。 

 次に、當麻地区の太田地区でございます。太田地区につきましては、取水費が143万1,470

円、取水量が54万8,237トン、借地借池料が110万円となっております。 

 次に、兵家でございます。兵家につきましては、取水費が78万2,965円、取水量が18万

5,741トン、借地借池料が117万円となっております。 

 次に、竹内でございます。竹内の取水費が260万1,280円、取水量が65万320トン、借地借

池料が80万円となっております。 

 以上でございます。 

下村委員長 岡本委員。 

岡本委員 いろいろと平岡とか梅室とか措置をされてるということですよね。新庄地区は前から、中

戸でもいろいろお世話になってきてるわけやけど、中戸新池から新庄浄水までの間、導水管

が入ってる。前からの話やけども、大屋領がかなり通ってる。そういうようなことも考慮に

入れられるのやないのかなと。ということは、平岡、梅室にしても、いろんな理由があって

配慮されている。そやから、大屋地域についてもそういう配慮が必要ではないのかな。そや

から、私、いろいろ聞かせてもうてるわけやけど、課長も過去のこともようわかってると思

うので、その辺を検討しといてあげてほしいというふうに思います。それだけお願いをして

おきます。 

下村委員長 答弁はよろしいですね。 

岡本委員 はい。 

下村委員長 ほかに質疑ありませんか。 

 増田副委員長。 

増田副委員長 教えていただきたいので、お願いします。 

 原水です。先ほどから１ページのところにも出ておりました435万トンが葛城市の全体の

給水量というのはわかって、それから県水で100万トンという。葛城市の原水のキャパとい

うのはどのぐらいあるのかなと。この県水100万トンというのはある一定の県水に対するご

協力というふうなことで、あるないにかかわらず100万トンをご契約されてるのかなと思う

んですけど、能力として原水はどのぐらいのものを葛城市として持ってるのか。シーズンに

よって、先ほど説明ございましたように、ある時期、ない時期、どうしても波があって、総

トータルで、余ってるときは余ってるけども、足らんときは足らんと。それをどう計算する

かは別として、どのぐらいのキャパがあるのかなと。 

 それと、原水はどういうものなのかなと。改めて、私、原水とは何ぞやと自問自答したん

ですけども、山から落ちてきた水なのか、上から流れてきた水とか、いろいろと表現はある

と思うんですけれども、原水とは何ぞやということも教えていただきたい。 

下村委員長 西口部長。 

西口上下水道部長 ただいまの増田副委員長の、まず原水はどういうものかというものからお答えし

たいと思います。原水といいますのは、山に降った雨の水が谷に集まって、川となって流れ

てきて、葛城市が貯水池と使わせていただいているため池に入ってきます。そのため池に入
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った水を浄水場に引き込んで、水道水に浄水するのですが、ため池の水、あるいは川の水を

原水という呼び方をしております。 

 原水のキャパなんですが、今まで水道事業、合併してから15年ほど経過しておりますが、

その中の経験の中で、大体必要な原水量というのが、少なくとも80万トンでもいけないこと

はないと思います。ただ、渇水時期に周りの市町村では県水100％のとこありますので、周

りの市町村が全然渇水で苦しんでないのに、例えば、学校のプールが、周りの市町村が給水

制限なしにプールを使っているのに、葛城市だけが給水制限を行ってプールが使えないとか、

プールぐらいやったらまだよろしいですけども、一般家庭に給水制限が及ぶような事態にな

ってはいけないので、一応100万トンとれば何とか少々の渇水でも乗り切れるのではないか

というような数字を、今までの経験からはじき出しております。 

 今の異常気象とか、夏場かなり雨の少ない年とか多い年とか、最近多いですので、今100

万トンでも厳しいかなという感覚は持っております。 

 以上でございます。 

下村委員長 増田副委員長。 

増田副委員長 ありがとうございます。マイナス100トンぐらい、それ以外は自分とこで自給できる

というぐらいの能力は持ってますよと、こういうことですね。これ、最近いろいろと谷原委

員もおっしゃってる県単一化云々のところでまた重要な問題になってくるかと思いますので、

参考にさせていただきます。 

 それから、原水の定義ですけども、山から流れてきた水ということでございました。原水

なんですけども、これを共有されてる部分があるかなと。先ほど課長の方からも説明ござい

ましたように、農業用水として使われるところとの優先順位といいますか、これは、市民の

方が水道として飲まれる水が最優先やということなのか、いやいや、農業用が優先なんやと

か、これ、取り合いになって、最終的に住民が水道切れても具合悪いし、その辺のところは

仲よく、ため池に１回ためられてると先ほどのご報告もございましたけども、ちゃんともめ

ごとのないように、農業生産に支障のないように調整等をされておるのか、そこだけ教えて

いただきたい。 

下村委員長 西口部長。 

西口上下水道部長 ただいまのため池の水の、農家の方が利用される分と家庭で利用する分の水の取

り合いですけども、基本、農業用水が優先となっております。そのために先ほど申しました

県水を100万トンとらせていただいておると、そういう形になっております。 

 以上でございます。 

下村委員長 増田副委員長。 

増田副委員長 ありがとうございます。 

下村委員長 ほかに質疑はございませんか。 

 谷原委員。 

谷原委員 ８ページ、９ページの、平成31年度葛城市水道事業会計の予定キャッシュ・フロー計算書

というところです。私は初めて、これ、去年キャッシュ・フロー計算書を見させていただい
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たときに、大変優秀な内容だなと思いました。１つは、業務活動によるキャッシュ・フロー

はプラスです。今回は１億9,900万円になっております。投資活動によるキャッシュ・フロ

ーはマイナスです。つまり、しっかり設備投資をやっているということでマイナスになると。

３番目の財務活動によるキャッシュ・フローです。ここがびっくりなのは、これもマイナス

になってると。何でマイナスになるかというと、借入金があったらプラスになるんですけど

も、これは企業債の償還にかかわる支出になってますので、企業のキャッシュ・フローを見

るときには、基本的には１、２、３でプラス、マイナス、マイナスというのは非常に優良な

経営だというふうに私は、まず最初見て思ったんです。企業債の償還に係る支出について、

企業債の残と償還見込みについてお聞きしたいんです。企業債の償還については19ページの

負債の部に、これは貸借対照表ですから、これは全額だと思うんですけど、３の固定負債の

（１）企業債と、次のページの流動負債の（４）の企業債と、これを合わせたものが企業債

になるのかなとは思うんですけれども、それに対して平成31年度の見込みでは5,600万円ほ

ど返していくと。そうすると、私、単純に計算すると、あと６年で固定と流動の企業債を、

新たに借り入れしなかったらですよ。全部返してしまうと、全くの黒字というか、無借金経

営になってしまうのではないかと単純に思ったんですが、つまり、この企業債の、９ページ

のとこの３の財務活動によるキャッシュ・フローで企業債償還のために支出をこの程度やっ

ていけば、あと何年で企業債が償還できるのか。新たに借りなかった場合、教えていただき

たいです。 

下村委員長 福森課長。 

福森水道課長 水道課の福森です。 

 ただいまの谷原委員のご質問にお答えさせていただきます。 

 企業債、元金償還ですけども、今新たに企業債を借りなければ、一応平成44年度に完了済

みになる予定でございます。 

 以上でございます。 

下村委員長 谷原委員。 

谷原委員 平成44年ということは、この金額でずっといくわけではなくてということでしょうか。毎

年この金額でいくのかどうか。 

下村委員長 福森課長。 

福森水道課長 ただいま手元に資料あるのは平成39年度までですけども、平成32年度につきましては

若干元金が上がりますけども、これにつきましては、利息が減って元金の金額の方がふえる

ということで5,800万円。平成33年度は5,300万円。平成34年度は4,700万円ですけども、平

成35年度以降につきましては2,900万円、あとは1,000万円台ということで金額が減っていき

ます。最終的に年数が平成44年度までお借りしてますので、それの完了が平成44年になって

おります。 

 以上でございます。 

下村委員長 谷原委員。 

谷原委員 よくわかりました。ありがとうございます。 
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下村委員長 ほかに質疑はございませんか。 

 谷原委員。 

谷原委員 36ページです。これは、予算案の概要という別のところの78ページに耐震性緊急貯水槽と

いうことで、これは予算案の概要のところに書かれてあったものなんです。これが36ページ

の資本的収入のところ、１款資本的収入の３項補助金、その他負担金、投資的返還金とあり

ますが、１目国県補助金のとこをずっと右に行くと、消防・防災施設整備費補助金というふ

うについております。だからここに当たるのかなと。つまり、来年度、水道局の方で耐震性

緊急貯水槽を設置されるというふうに理解してるんですけれども、そのお金について36ペー

ジのところに書いてあるのでしょうか。これが１つと、それから、設置されるとすれば、こ

の貯水槽はどの場所に設置を予定されているのかということ。それから、今年度は１基だけ

れども、今後耐震性貯水槽を、毎年ではなくても、ある程度目標があって、それについて計

画的に設置していくことを計画されているのか。この３点お聞きします。 

下村委員長 福森課長。 

福森水道課長 水道課、福森です。よろしくお願いいたします。 

 ただいまの谷原委員のご質問にお答えさせていただきます。 

 まず、36ページに掲載されております消防・防災設備整備費補助金、これにつきましては、

先ほどおっしゃっていただいたように、平成31年度に耐震性貯水槽、これにつきましては、

防災拠点となる飲料水の確保のために設置する予定でございます。予定では平成31年度に當

麻小学校、平成32年度に忍海小学校の敷地を予定しております。その後につきましては、耐

震性貯水槽につきましては、１基当たり6,500万円というかなり費用がかかりますので、配

水管布設替え等の工事もありますので、そこらは今後の配水管布設替え等の兼ね合いもあり

ます。もちろん浄水施設、浄水場の更新もありますので、そこらの費用もかなりかかります

ので、計画を立てて設置の予定はしております。この費用につきましては、37ページの配水

管新設布設替え工事費の中に6,535万5,000円ということの中に含まれております。これにつ

きましては、37ページ、資本的支出、２目配水設備費、節35工事請負費、これの配水管布設

替え工事費等の中に耐震性貯水槽、先ほどの予算の概要で示していた金額が含まれておりま

す。 

 以上でございます。 

下村委員長 谷原委員。 

谷原委員 葛城市の水道事業は、大変収益も上げておられまして、水道局としてこういうふうにしっ

かりと設置されていくということに対して、本当に感謝申し上げたいと思います。消防・防

災施設整備費補助金というやつですけど、これは、緊防債とか関係あるわけですか。それと

も全く別の何か補助金となっているのでしょうか。 

下村委員長 福森課長。 

福森水道課長 これにつきましては、通常の国庫補助金ということで、企業債として3,000万円が上

限の、その２分の１ということで1,500万円の予算で国庫補助金として組んでおります。 

 以上でございます。 



－332－ 

下村委員長 谷原委員、よろしいですか。 

谷原委員 ありがとうございます。 

下村委員長 ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

下村委員長 質疑ないようですので、質疑を終結いたします。 

 議員間討議を希望される方はおられますか。 

（「なし」の声あり） 

下村委員長 ないようであれば、これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

下村委員長 討論ないようですので、討論を終結いたします。 

 これより議第25号議案を採決いたします。 

 本案を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

下村委員長 ご異議なしと認めます。よって、議第25号は原案のとおり可決することに決定いたしま

した。 

 以上で本委員会に付託されました審査が全て終了いたしました。 

 ここで委員外議員から発言の申し出があれば許可いたします。 

 吉村優子議員。 

（吉村優子議員の発言あり） 

下村委員長 ほかに。 

 川村優子議員。 

（川村議員の発言あり） 

下村委員長 ほかにはございませんか。 

 松林議員。 

（松林議員の発言あり） 

下村委員長 ほかにございませんか。 

 村始議員。 

（ 村始議員の発言あり） 

下村委員長 これをもちまして予算特別委員会を閉会いたします。長時間本当にありがとうございま

した。最後に一言、皆さん方、18日からきょうで、きのうは祭日でしたから４日目になりま

す。本当に時間いっぱいいっぱい、特に一昨日は夜８時半までということで、本当に真剣に

議論いただきまして本当にありがとうございます。次は27日の本会議まで、また皆さん方、

意見を述べてもらうように。とりあえずきょうは予算特別委員会を閉会するということで、

本当にご苦労さんでございました。 

      閉 会 午後６時１５分 
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